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今
回
の
健
保
法
等
改
正
の
背
景

本
日
は
、
昭
和
五
九
年
八
月
に
成
立
し
た
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
つ
き
、
そ
の
経
緯
、
要
点
、
厚
生
省
内
部
で
の
議
論
お
よ
び
外

部
と
の
交
渉
過
程
等
を
報
告
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
改
正
の
背
景
と
な

っ
た
諸
条
件
に
つ
い
て
述
べ
る
。

(→ 
医
療
費
の
増
嵩

〈
資
料
2
〉
の
上
の
表
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
国
民
医
療
費
の

動
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
五
年
度
に
は
四
、

O
九
五
億
円
に
す

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
七
年
度
に
は
一
三
兆
八
、
六
五
九
億
円
と
な

り
、
二
二
年
間
で
約
三
四
倍
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一

人
当
た
り
の
医
療
費
は
、
四
、
四

0
0円
(
昭
和
三
五
年
度
)
が
一
一
万
六
、

八
O
O円
(
昭
和
五
七
年
度
)
と
約
二
七
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、

医
療
費
に
対
す
る
国
庫
負
担
は
、
こ
の
間
に
約
六
六
倍
も
の
増
加
を
示
し
て

い
る
。
次
に
、
〈
資
料

2
〉
の
下
の
表
(
諸
率
)
で
医
療
費
の
対
前
年
度
比

と
国
民
所
得
の
対
前
年
度
比
を
比
較
す
る
と
、
昭
和
三
五
年
度
に
は
、
高
度

成
長
の
揺
箆
期
の
た
め
か
、
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
て
お
り
、
そ
の
後
昭
和

四
五
年
度
ま
で
は
医
療
費
の
伸
び
と
国
民
所
得
の
伸
び
に
そ
れ
程
大
き
な
黍

離
は
生
じ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
八
年
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
を

境
に
し
て
経
済
成
長
が
鈍
化
し
、
昭
和
五

O
年
に
は
国
民
所
得
の
伸
び
が

九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
滞
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
昭
和
四
八
年
一
月
か
ら
実

施
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
老
人
医
療
の
無
料
化
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
医
療
費

は
二

0
・
悶
パ
ー
セ
ン
ト
も
伸
び
て
お
り
、
以
降
は
医
療
費
が
所
得
を
上
回

っ
て
伸
ぴ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
医
療
費

の
負
担
方
法
は
、
公
費
・
保
険
料
・
患
者
負
担
の
三
つ
し
か
な
い
わ
け
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
の
負
担
方
法
に
よ
る
に
せ
よ
、
結
局
は
総
体
と
し
て
の
国
民

の
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
国
民
所
得
の
対
前
年
度
比
と
医
療
費

の
対
前
年
度
比
と
の
前
述
し
た
よ
う
な
黍
離
は
、
医
療
費
に
対
す
る
国
民
総

体
と
し
て
の
負
担
率
の
増
大
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
が
(
諸
率
)
の
「
医
療
費
の
対
国
民
所
得
比
」
で
あ
り
、
昭
和

三
五
年
度
に
は
三
・

O
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
五
七
年
度
に

は
六
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
国
庫
負
担
の

医
療
費
中
に
占
め
る
割
合
」
を
見
る
と
、
昭
和
三
五
年
度
に
は
一
五
・
七
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
高
度
成
長
期
に
お
い
て
、
国
庫
負
担
に
依
存
し

つ
つ
給
付
水
準
を
改
善
す
る
、
と
い
う
政
策
が
採
ら
れ
た
結
果
、
昭
和
五

O

年
度
に
は
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
達
し
、
そ
れ
以
降
現
在
ま
で
国
庫
負
担

率
の
す
う
勢
は
変
化
し
て
い
な
い
。

次
に
、
「
年
齢
階
級
別
一
人
当
た
り
一
般
診
療
費
の
推
移
」
〈
資
料
3
〉
で
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昨ル
B

d
古
川
目

あ
る
が
、
昭
和
四
五
年
度
に
は
六
五
歳
以
上
の
人
の
医
療
費
(
A
)
は
六
五
歳

資

未
満
の
人
の
医
療
費

(
B
)
の
二
・
五
倍
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
昭
和
五
七
年

度
に
は
四
・
八
倍
の
開
き
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
老
人
人
口
割
合
の
推

移
及
び
将
来
予
側
」
〈
資
料

4
〉
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
五
年
に
は
六
五
歳
以

上
の
人
口
割
合
は
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
五
年
に

は
す
で
に
九
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
お
り
、
ピ
ー
ク
に
当
た
る
昭
和
一

二
O
年
に
は
二
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。
参
考
と
し
て
昭
和
一

0
0

年
の
老
人
割
合
の
国
際
比
較
を
し
て
み
る
と
、
我
が
聞
は
こ
の
部
門
で
も
河

欧
先
進
国
|
高
齢
化
社
会
の
先
進
国
で
も
あ
る
が

i
を
抜
き
、
そ
れ
以
上
の

高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
と
前
述
し
た
老
人
一
人

当
た
り
の
医
療
費
の
高
さ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
今
後
、
医
療
費
の

負
担
が
国
民
所
得
の
相
当
部
分
を
占
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
い
か
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
今
回

の
改
革
の
第
一
の
動
機
な
い
し
理
由
付
け
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ま
ず
第
一
に
認
識
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
稼

得
能
力
が
な
く
、
し
か
も
医
療
費
の
か
か
る
六

O
歳
以
上
の
人
々
に
つ
い
て

年
金
|
こ
れ
は
不
可
避
的
・
義
務
的
な
経
費
で
今
後
も
大
幅
に
増
大
す
る
で

あ
ろ
う
1

及
び
医
療
の
両
面
で
必
要
な
保
障
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
課
題
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
課
題
は
既
に
放
置
で
き
な
い
状
況

に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

(コ

国
家
財
政
の
一
通
迫

他
方
、
国
家
の
財
政
状
況
で
あ
る
が
、
昭
和
五
九
年
度
予
算
〈
資
料
日
〉

に
よ
れ
ば
、
歳
出
約
五

O
兆
円
の
う
ち
国
債
費
が
約
一

O
兆
円
に
も
上
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
一
二

O
兆
円
を
超
え
る
国
債
発
行
残
高
の
利
払
い
分
で
あ

り
、
国
家
財
政
は
い
わ
ば
サ
ラ
金
経
営
と
で
も
い
う
べ
き
厳
し
い
状
況
に
陥

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
費
は
不
可
避
的

に
増
大
し
、
そ
の
国
庫
負
担
依
存
度
は
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
て
お
り
、

こ
れ
が
国
家
財
政
に
と
っ
て
重
荷
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

な
国
家
財
政
を
再
建
す
る
こ
と
が
中
曽
根
内
閣
の
至
上
命
題
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
た
め
に
昭
和
五
八
年
七
月
に
は
「
昭
和
五
九
年
度
の
概
算
要
求
に
つ
い

て
」
と
い
う
閣
議
了
解
が
な
さ
れ
た
〈
資
料
5
〉
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

一
般
的
な
指
針
と
し
て
、
昭
和
五
九
年
度
予
算
に
お
け
る
歳
出
の
徹
底
的
な

見
直
し
、
お
よ
び
予
算
規
模
を
一
定
枠
内
に
お
さ
え
る
こ
と
(
い
わ
ゆ
る
シ

l

リ
ン
グ
)
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
、
昭
和
五

九
年
度
概
算
要
求
額
を
、
原
則
と
し
て
、
昭
和
五
八
年
度
の
予
算
額
か
ら
)

O
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
し
た
も
の
(
投
資
部
門
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
)
に

お
さ
え
る
こ
と
(
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ス
・
シ

l
リ
ン
グ
)
等
が
定
め
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
、
人
件
費
に
係
る
義
務
的
経
費
の
増
お
よ
び
各
種
年
金
の
制
度
の

成
熟
化
に
伴
う
増
等
に
つ
い
て
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
。

北法36(3・430)1094 



と
こ
ろ
で
、
医
療
費
に
つ
い
て
は
一
人
当
り
の
額
が
増
加
し
て
お
り
、
人

口
も
高
齢
化
し
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
年
金
も
制
度
の
成
熟
化
に
よ
り
給
付

額
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
昭
和
五
九
年
度
に
は
、
前
年
度
に
対
し

て
、
厚
生
省
全
体
で
約
九
、

0
0
0億
円
に
の
ぼ
る
増
額
が
必
要
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
閣
議
了
解
で
は
、
年
金
の
制
度
の
成
熟
化
分
は
シ

l
リ

ン
グ
の
適
用
除
外
と
さ
れ
た
も
の
の
、
高
齢
者
の
増
加
や
医
療
技
術
の
高
度

化
等
に
と
も
な
う
医
療
費
の
増
加
分
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
シ
ー

リ
ン
グ
の
枠
内
で
処
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

年
金
の
制
度
の
成
熟
化
分
等
の
別
枠
経
費
は
二
、
一

O
O億
円
し
か
認
め
ら

れ
ず
、
残
り
の
約
七
、

0
0
0億
円
に
つ
い
て
は
厚
生
省
が
シ

l
リ
ン
グ
の

枠
内
に
収
ま
る
よ
う
知
恵
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

(三)

臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申

さ
ら
に
臨
時
行
政
調
査
会
(
臨
調
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今

聞
の
医
療
保
険
制
度
の
改
革
の
基
本
的
な
考
え
方
は
既
に
、
行
政
改
革
に
関

す
る
い
わ
ゆ
る
臨
調
答
申
の
中
に
示
さ
れ
て
い
た
(
資
料
6
〉
。
例
え
ば
、

行
政
改
革
に
関
す
る
第
五
次
答
申
(
い
わ
ゆ
る
最
終
答
申
)
を
み
る
と
、
国

庫
負
担
の
項
で
は
、
給
付
率
の
見
直
し
等
医
療
保
険
制
度
の
合
理
化
を
図
る

こ
と
、
基
準
的
医
療
費
に
基
づ
く
定
額
補
助
方
式
の
導
入
、
補
助
率
の
引
下

げ
等
が
答
申
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
制
度
の
在
り
方
」
と
し
て
、
今
回

の
制
度
改
革
の
柱
で
あ
る
退
職
者
医
療
制
度
が
既
に
謡
わ
れ
て
い
た
。

個)

制
度
開
の
公
平
化
の
必
要
性

ま
た
、
そ
も
そ
も
、
公
平
な
社
会
保
険
制
度
と
し
て
の
医
療
保
険
制
度
の

あ
り
方
の
議
論
と
し
て
、
現
在
の
よ
う
に
制
度
が
分
立
し
、
し
か
も
給
付
と

負
担
の
両
面
に
お
い
て
格
差
が
あ
る
こ
と
は
制
度
問
の
公
平
と
い
う
見
地
か

ら
し
て
妥
当
で
は
な
く
、
早
急
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

が
底
流
に
存
在
し
て
い
た
。
特
に
、
被
用
者
保
険
の
本
人
の
み
が
十
割
給
付

を
受
け
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
事
例
と
し
て
、
定
率
負

担
の
導
入
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
厚
生
省
内
部
に
従
来
か
ら
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
今
回
の
医
療
保
険
制
度
の
改
革
の
背
景
と
し
て
は
大
要
以

上
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

厚
生
省
に
よ
る
改
革
案
の
骨
子

←) 

医
療
保
険
制
度
の
中
長
期
的
展
望

き
て
、
以
上
の
背
景
を
ふ
ま
え
て
厚
生
省
は
「
医
療
保
険
制
度
の
改
革
に

北法36(3・431)1095 



料

向
っ
て
|
五
九
年
度
概
算
要
求
の
考
え
方
」
〈
資
料
7
〉
を
示
し
た
。
ま
ず
、

そ
も
そ
も
の
問
題
意
識
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
経
済
成
長
の
鈍
化

と
こ
れ
を
上
回
る
医
療
費
の
増
嵩
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
費
が
人
口
の
高

資

齢
化
等
に
よ
り
長
期
的
傾
向
と
し
て
は
年
々
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
増
加
す
る

で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
国
民
所
得
の
伸
び
は
年
六
な
い
し

七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
、
「
増
税
な
き
財

政
再
建
」
が
続
く
限
り
国
庫
の
負
担
能
力
は
低
下
す
る
。
医
療
保
険
制
度
の

長
期
的
安
定
の
た
め
に
は
、
こ
の
ギ
ヤ

y

プ
に
対
応
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
対
応
の
方
法
と
し
て
は
、
①
保
険
料
率
の
引

き
上
げ
、
②
患
者
負
担
の
増
加
、
③
増
税
に
よ
る
国
庫
負
担
能
力
の
増
大
、

④
医
療
費
の
圧
縮
、
の
四
つ
の
選
択
岐
か
ら
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
に
立
っ
た
う
え
で
、
具
体
的
な
対
応
策
を
決
定
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
医
療
費
の
適
正
化
を
図
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
医
療
費
の
増
嵩
は
や
む
を
得
な
い
に
し
て
も
、
そ

の
内
容
が
適
正
で
あ
り
、
か
っ
医
療
自
体
が
効
率
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
改
革
案
で
あ
れ
国
民
の
納
得
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
対
応
の
方
向
と
し
て
は
、

ω医
療
費
適
正
化
の
た
め
の
指
導
監
査
の
強
化
、

レ
セ
プ
ト
審
査
の
充
実
等
を
図
る
、
凶
診
療
報
酬
の
合
面
化
、
薬
価
基
準
の

適
正
化
を
進
め
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

次
の
対
応
策
と
し
て
は
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
社
会
的
公
平
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
医
療
保
険
制
度
の
構
造
で
は
、
「
人
生
八

O
年
型
社
会
」
に
お
い
て
生
涯
を
通
じ
て
の
社
会
的
公
平
を
確
保
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
健
康
保
険
制
度
は
労
働

者
保
護
立
法
の
一
環
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
労
働

力
以
外
に
何
も
持
た
ざ
る
者
を
保
護
す
る
た
め
十
割
給
付
を
行
な
っ
て
き
た

こ
と
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
国
民
皆
保
険
が

十
分
浸
透
し
、
職
業
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
国
民
の
大
多
数
が
中
流
意
識
を
持

つ
現
在
で
は
、
な
ぜ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
本
人
の
み
が
十
割
給
付
な
の
か
、
と

い
う
疑
問
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
疾
病
に
対
す
る
リ
ス
ク
と
い
う
意
味
で
は
、
健
保
に
加
入

す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
国
保
に
加
入
す
る
自
営
業
者
と
の
問
に
質
的
な
差
異

は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
医
療
保
険
制
度
全
体
を
通
じ
て
の
社
会
的
公
平
の
確
保
の
た
め
に

は
、
制
度
間
格
差
の
是
正
が
第
一
に
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
後
国
庫

負
担
能
力
の
低
減
が
続
け
ば
、
各
制
度
問
の
給
付
と
負
担
の
不
均
衡
を
国
庫

負
担
に
よ
っ
て
調
整
・
是
正
し
て
い
る
現
在
の
制
度
体
系
を
維
持
す
る
こ
と

は
困
難
と
な
り
、
健
保
は
若
い
人
が
中
心
で
あ
る
か
ら
保
険
料
を
上
げ
ず
に

高
率
の
給
付
を
受
け
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
国
保
は

中
高
年
齢
者
が
多
く
加
入
し
、
高
率
の
国
庫
負
担
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
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保
険
料
負
担
は
上
が
る
が
給
付
率
は
下
が
る
、
と
い
う
事
態
が
招
来
さ
れ
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
社
会
的
公
平
の
実
現
の
た
め
の
対
応
の

方
向
に
つ
い
て
は
、
川
制
度
の
統
合
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
制
度
の

歴
史
と
実
績
と
を
無
視
で
き
な
い
も
の
の
、
将
来
に
お
い
て
は
考
慮
せ
ざ
る

を
得
な
い
時
機
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
問
実
際
的
な
方
法
と
し
て
は
、

国
庫
負
担
に
依
存
し
な
い
で
負
担
の
公
平
を
図
る
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

い
l
こ
れ
は
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
と
い
う
見
地
か
ら
は
や
む
を
得
な
い

l
、

同
負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
、
費
用
負
担
に
つ
い
て
制
度
問
の
調
整
を
図
る

方
向
を
と
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
給
付
の
範
囲
・
内
容
等
に
つ
い
て
も
全
保

険
を
通
じ
て
公
平
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
ま
た
、
給
付
の
公
平

は
、
全
国
民
の
医
療
保
障
の
確
保
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
当
然
の
要
請
と
な

る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
国
民
の
健
康
意
識
の
高
ま
り
お
よ
び
医
療
ニ

i
ズ
の
拡
大
・
多

様
化
に
対
応
し
て
、
医
療
の
あ
り
方
そ
の
も
の
も
考
え
直
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
疾
病
は
急
性
疾
患
が
中
心
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
日
常
の
注
意
の
み
で
は
予
防
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現

在
で
は
疾
病
構
造
が
変
化
し
て
き
て
お
り
、
慢
性
病
、
成
人
病
が
増
加
し
て

い
る
0

・
こ
れ
ら
成
人
病
等
は
日
常
の
健
康
管
理
で
相
当
程
度
予
防
で
き
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
疾
病
は
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
人

の
日
常
生
活
で
の
不
注
意
に
起
因
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
疾
病
に
対
し
て
十
割
給
付
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
常
の
不
摂
生
に

よ
る
病
気
を
直
す
た
め
の
莫
大
な
医
療
費
を
な
ぜ
他
の
人
が
カ
バ
ー
し
な
く

て
は
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
が
一
部
負
担
導
入
の
議
論
で
あ
り
、
医
療
保
険
に
お
い
て
も
自
己
責
任

を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
特
殊
な
医
療
技

術
、
特
別
な
快
適
さ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
給
付
外
医
療
(
い
わ
ゆ
る
自
由
診
療
)

に
対
す
る
ニ
!
ズ
も
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
医
療
ニ

l
ズ
の
拡
大
・
多
様
化
に
応
じ
た
対
応
の
方
向
と

し
て
は
、
川
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
全
国
民
を
通
じ
て
平
等
と
し
、
保
険
給

付
を
受
け
る
に
際
し
て
の
患
者
負
担
の
水
準
及
び
方
法
は
、
必
要
な
受
診
を

妨
げ
ず
、
乱
用
を
招
か
ず
の
原
則
に
よ
っ
て
決
め
て
い
く
こ
と
、
川
刷
新
医
療

技
術
や
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
保
険
適
用
に
つ
い
て
は
、
ニ
疋
の
社
会

的
評
価
を
加
え
た
上
で
決
定
し
て
い
く
、
ま
た
給
付
外
医
療
に
つ
い
て
は
、

自
由
診
療
と
自
由
料
金
の
原
則
に
委
ね
る
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ

て
い
る
。

(二)

昭
和
五
九
年
度
概
算
要
求
に
お
け
る
選
択

以
上
が
医
療
保
険
制
度
に
関
し
て
の
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
上
で
の
基
本
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料

的
な
選
択
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
選
択
に
則
っ
た
う
え
で
の
、

資

昭
和
五
九
年
度
概
算
要
求
に
お
け
る
選
択
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
そ
の

選
択
に
当
つ
て
の
考
え
方
と
し
て
、
川
医
療
費
適
正
化
対
策
の
充
実
強
化
に

よ
っ
て
、
徹
底
的
に
医
療
費
の
伸
び
を
圧
縮
す
る
こ
と
、
及
び
凶
医
療
保
険

制
度
の
果
た
す
べ
き
機
能
と
役
割
を
厳
し
く
見
直
し
、
真
に
必
要
と
さ
れ
る

給
付
割
合
、
給
付
内
容
の
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
受
診
時
に
お
け
る
適
正

な
患
者
負
担
を
導
入
す
る
こ
と

l
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
健
保
の
一
割
負
担
で
あ

り
、
与
野
党
の
対
決
法
案
た
る
健
保
法
改
正
の
最
大
の
論
点
で
あ
っ
た
l
、

同
医
療
保
険
を
通
ず
る
負
担
の
公
平
化
等
の
見
地
か
ら
、
国
庫
負
担
の
あ
り

方
も
含
め
て
見
直
す
こ
と
、
が
軸
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
な
お
書
と
し
て
一
一
一
点

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
四
つ
の
選
択
肢
へ
の
回
答
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
四
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
、
患
者
負
担
の
増
加
(
給
付
率
の
引
上

げ
)
と
い
う
選
択
肢
を
と
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
「
選
択
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
」
に
基
づ
い
た
対
策
と
し
て
、

ま
ず
医
療
費
適
正
化
の
強
力
な
推
進
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し

て
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
診
療
報
酬
お
よ

ぴ
薬
価
基
準
と
い
う
問
題
は
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
所
得
の
再
分
配
と

い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
医
療
費
一
四
兆
円
l
こ

れ
は
究
極
的
に
は
国
民
が
負
担
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
ー
と
い
う
パ
イ
を

医
者
や
製
薬
企
業
、
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
等
の
関
係
者
に
ど
う
配
分
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
決
め
る
も
の
が
診
療
報
酬
お
よ
び
薬
価
基
準
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
診
療
報
酬
改
定
は
医
者
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
ベ

l
ス
・
ア
ッ
プ
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
向
同
意
し
た
う
え
で
、
医
療
費
適
正
化
の
強
力
な
推
進
に
つ
い

て
見
る
と
、
ま
ず
診
療
報
酬
(
体
系
を
含
む
)
の
合
理
化
を
進
め
る
、
と
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
診
療
報
酬
で
最
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
い
わ
ゆ

る
出
来
高
払
い
制
の
是
非
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
医
者
が
行
な
っ
た

検
査
、
診
療
、
投
薬
等
の
診
療
行
為
の
種
類
と
そ
の
量
に
応
じ
て
報
酬
を
支

払
う
仕
組
み
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
組
み
で
は
、
検
査
、
投
薬
等
を
行
な
え
ば

行
な
う
程
所
得
が
増
え
る
、
と
い
う
弊
害
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

我
国
が
開
業
の
自
由
、
診
療
の
自
由
と
い
っ
た
医
療
の
自
由
を
原
則
と
す
る

限
り
、
こ
れ
を
根
本
か
ら
変
革
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ

で
い
わ
れ
て
い
る
「
合
理
化
」
と
は
、
出
来
高
払
い
制
を
維
持
し
つ
つ
、
そ

れ
に
伴
う
弊
害
を
極
力
除
去
し
て
行
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

技
術
科
重
視
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
薬
価
差
益
に

依
存
し
て
病
院
の
経
営
が
成
り
立
っ
て
い
る
現
状
を
改
め
、
薬
価
基
準
を
実

勢
価
格
に
近
づ
け
る
と
と
も
に
、
医
者
の
技
術
料
を
適
正
に
評
価
し
、
薬
価

差
益
に
依
存
し
な
く
て
も
病
院
の
経
営
が
成
り
立
ち
得
る
よ
う
に
し
て
い
こ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
薬
価
基
準
の
適
正
化
を
図
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
薬
価
基
準
と
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は
、
い
わ
ば
薬
品
の
公
定
質
入
れ
価
格
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
実
勢
価

格
と
の
問
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
ギ
ヤ

y

プ
を
是
正
(
す
な
わ
ち
、

公
定
翼
入
れ
価
格
を
実
勢
価
格
に
合
わ
せ
て
低
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
)
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
他
、
例
え
ば
大
学
病
院
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
上
の
取
扱
の
あ

り
方
を
見
直
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
学
病
院
は
教
育
研
究
お
よ
び

治
療
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
教
育
と
い
う
目

的
の
た
め
通
常
の
病
院
で
あ
れ
ば
行
わ
な
い
よ
う
な
、
い
わ
ば
自
明
の
事
項

に
ヴ
い
て
も
検
査
を
行
う
。
そ
の
た
め
に
通
常
の
病
院
よ
り
も
医
療
費
が
嵩

む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
保
険
医
療
上
の
取
扱
を
見
直
そ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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「
選
択
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
」
に
基
づ
い
た
対
策
と
し
て
、
次
に
、
医

療
保
険
に
お
け
る
給
付
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
は
、
被
用
者
保
険
本
人
の
給
付
割
合
の
改
定
(
高

額
療
養
費
支
給
制
度
を
併
用
し
た
八
割
給
付
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
各
制
度
を
通
じ
た
平
等
な
給
付
と
い
う
意
味
で
は
国
保
も
八

割
給
付
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
当
面
の
厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
現
行
ど

お
り
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
付
加
給
付
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
公
平
の
見

地
か
ら
、
医
療
保
険
制
度
と
し
て
は
認
め
な
い
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

大
企
業
の
設
立
し
て
い
る
健
保
組
合
の
よ
う
に
財
政
的
に
相
当
豊
か
な
保
険

者
に
お
い
て
は
改
正
前
の
場
合
、
原
則
的
に
は
本
人
十
割
給
付
、
家
族
は
入

院
八
割
・
外
来
七
割
給
付
と
き
れ
て
い
る
も
の
を
、
家
族
に
つ
い
て
十
割
給

付
を
行
う
、
と
い
っ
た
付
加
給
付
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に

よ
る
と
、
中
小
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
対
象
と
す
る
政
管
健
保
や
国
保
、

更
に
は
健
保
組
合
の
中
で
も
財
政
力
の
な
い
保
険
者
は
付
加
給
付
を
し
た
く

て
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
給
付
の
公
平
が
図
れ
な
い
こ
と
と
な

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
付
加
給
付
は
医
療
保
険
制
度
と
し
て
は
認
め
な
い
、

と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
入
院
時
の
給
付
材
料
の
給
付
除
外
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
は

入
院
す
る
と
食
事
代
も
保
険
で
給
付
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
止
め
よ
う
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
患
者
は
健
康
な
と
き
に
は
自
分
で
食
事
代
を

負
担
し
て
い
る
の
だ
し
、
ま
た
、
同
じ
病
気
に
患
っ
た
在
宅
患
者
は
食
事
代

を
自
己
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
と
の
均
衡
が
と
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。

一
部
薬
剤
の
給
付
除
外
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
薬
局
で
購
入
し

て
済
ま
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
薬
、
例
え
ば
風
邪
薬
な
ど
は
保
険
で
賄
う

必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
自
己
負
担
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
高
額
療
養
費
支
給
制
度
の
改
定
で
あ
る
。
今
回
の
改
定
前
に
お

い
て
は
、
国
保
は
五
一
、

0
0
0
円
(
低
所
得
者
三
九
、

0
0
0
円
)
、
健

保
は
本
人
一
五
、

0
0
0円
、
家
族
が
五
一
、

0
0
0円
(
低
所
得
者
一
五
、

第
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料

0
0
0円
)
を
基
準
と
し
て
、
自
己
負
担
額
が
こ
れ
を
超
え
る
と
き
に
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
健
保
の
本
人
に
定
率
負
担
が
導

資

入
さ
れ
る
こ
と
を
契
機
に
、
給
付
の
公
平
の
見
地
か
ら
、
今
回
の
改
正
で
こ

れ
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

第
五
に
、
高
額
所
得
者
に
対
す
る
保
険
適
用
の
見
直
し
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
高
額
所
得
者
は
医
療
保
険
で
カ
バ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う

の
が
こ
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
そ
も
そ
も
国
民
皆
保
険
の

理
念
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
結

果
的
に
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
具
体
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討

に
委
ね
る
と
し
つ
つ
も
、
保
険
料
負
担
の
面
で
然
る
べ
き
応
能
負
担
を
求
め

て
行
く
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

己)

退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
国
保
国
庫
補
助
の
合
理
化
お
よ
び
定
率

一
部
負
担
導
入
の
関
係

「
選
択
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
」
に
基
づ
く
第
一
一
一
の
対
策
は
、
医
療
保
険

制
度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
検
討
に
入

る
前
に
、
便
宜
上
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担

の
合
理
化
、
お
よ
ぴ
定
率
負
担
の
導
入
の
関
係
を
説
明
し
て
お
く
。
ま
ず
〈
資

料
お
〉
の
図
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
医
療
費
負
担
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

ぃ
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
現
役
時
代
に
は
一
部
負
担
は
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

で
あ
り
、
残
り
は
労
使
折
半
の
保
険
料
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
退
職

し
た
後
は
国
保
に
移
る
こ
と
と
な
り
、
改
正
前
の
国
保
制
度
で
は
、
給
付
率

は
七
割
給
付
に
下
が
り
、
こ
れ
に
自
己
負
担
額
が
二
疋
額
を
超
え
る
場
合
に

支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
が
加
わ
る
た
め
、
患
者
の
最
終
的
な
負
担
割
合
は
、

一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。

国
保
の
場
合
、
国
庫
補
助
は
医
療
費
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、

退
職
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
医
療
費
の
う
ち
そ
の
保
険
料
は
一
五
パ

l
セ
ン

ト
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
残
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
人
の
保
険
料
、
す
な
わ
ち
国
保
の
若
い
人
達
の
保

険
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
国
保
の
若
い
人
達
は
、
自
営
業
(
国

保
)
の

O
B
の
人
達
だ
け
で
は
な
く
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
(
健
保
)
の

O
B
の

人
達
の
面
倒
も
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
の
負
担
が
国
保
に
し

わ
寄
せ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
不
当
な
負
担
を
解
消
す
る
た
め
に

創
設
さ
れ
た
の
が
退
職
者
医
療
制
度
で
あ
る
。

こ
の
制
度
の
基
本
的
な
発
想
は
、
凶
保
の
若
い
人
達
は
国
保
の

O
B
の
人

達
の
面
倒
を
、
健
保
の
若
い
人
達
は
健
保
の

O
B
の
人
達
の
面
倒
を
、
各
々

見
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
健
保
の
現
役
の
人
達

が
O
B
の
医
療
費
を
負
担
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
う
す
る
と
健
保
の
若

い
人
達
の
保
険
料
が
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
保
険
料
の
ア
y
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プ
は
前
述
し
た
よ
う
に
政
策
的
に
採
り
得
な
い
し
、
ま
た
、
過
去
に
国
会
で

健
保
法
改
正
が
難
渋
し
た
の
は
、
保
険
料
が
上
げ
ら
れ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ

て
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
が
政
治
的
に
も
困
難
で
あ
る
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

一
割
負
担
導
入
に

よ
っ
て
そ
の
財
源
を
賄
う
方
途
が
選
択
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
定
率
負
担
の
導

入
に
よ
り
、
病
気
に
な
っ
た
人
の
自
己
負
担
部
分
は
増
加
す
る
の
で
あ
る
が
、

以
上
の
よ
う
に
保
険
料
ア
ッ
プ
が
困
難
で
あ
る
た
め
、

逆
に
、
健
保
の
被
保
険
者
全
員
の
保
険
料
負
担
は
そ
の
分
だ
け
減
少
し
、
余

剰
部
分
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
余
剰
部
分
を
退
職
者
医
療
制
度
の
財

源
に
閉
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
な
お
、
七

O
歳
以
上
の
人
々
の
医
療
費

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

に
つ
い
て
は
、
老
人
保
健
制
度
に
よ
り
、
国
保
と
健
保
等
と
の
間
で
相
当
程

度
負
担
の
公
平
が
図
ら
れ
て
い
る
。
)

次
に
、
退
職
者
医
療
制
度
と
、
国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
合
理
化
と
の

関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
国
保
の
医
療
費
全
体
の
う
ち
、
保
険
者
が
給
付
し

て
い
る
の
は
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
(
国
保
の
場
合
七
割
給
付
で
あ
る
が
、
高
額

療
養
費
制
度
が
あ
る
の
で
、
実
質
給
付
率
は
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
)
、
逆
に
、
一
部
負
担
は
三
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
七
七
パ
ー

セ
ン
ト
の
う
ち
、
国
庫
補
助
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
保
険
料

は
医
療
費
全
体
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
退
職
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
退
職
者
の

医
療
費
に
係
る
不
当
な
負
担
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
国
保
の
被

保
険
者
の
保
険
料
負
担
は
軽
く
な
る
。
こ
の
負
担
軽
減
分
に
医
療
費
適
正
化

等
の
効
果
も
勘
案
し
、
国
庫
補
助
を
下
げ
る
こ
と
と
し
た
わ
け
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
り
、
厳
し
い
シ

l
リ
ン
グ
下
で
の
昭
和
五
九
年
度
予
算
を
組
も
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
保
の
国
庫
補
助
は
医
療
費
の
囚

O
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
医
療
給
付
費
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
医
療
費
の
三
八
・

五
パ

l
七
ン
ト
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
定
率

負
担
の
導
入
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
お
よ
び
国
保
に
対
す
る
国
庫
負

担
の
合
浬
化
の
三
点
が
相
互
に
関
連
し
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
今
回

の
医
療
保
険
制
度
改
革
の
特
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
今
回
の
改
革
の
特
質
に
印
同
意
し
た
う
え
で
、
以
下
、
医
療
保

険
制
度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
化
等
の
た
め
の
具
体
的
施
策
を
検
討
す
る
。

ま
ず
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
退
職
後
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
医
療
費
を
国
保
の
若
い
人
達
や

国
庫
補
助
で
負
担
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
、
世
代
問
の
連
管
と
い
う
観
点

か
ら
、
現
役
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
事
業
主
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
方
に
基
づ
き
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
改
正
前
の
医

療
保
険
制
度
に
よ
る
と
、
退
職
前
は
十
割
給
付
で
あ
る
の
に
退
職
後
は
七
割

に
給
付
率
が
下
が
る
、
つ
ま
り
、
高
齢
に
な
っ
て
従
前
よ
り
も
医
療
の
必
要

性
が
高
ま
る
時
に
給
付
率
が
ダ
ウ
ン
す
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
不
合
理
で

北法36(3・437)1101 



刊

T
d
宮
A
1

あ
る
。
そ
こ
で
退
職
者
に
つ
い
て
は
八
割
給
付
と
し
、
こ
の
給
付
面
で
の
不

資

合
理
を
解
消
す
る
こ
と
も
退
職
者
医
療
制
度
創
設
の
狙
い
で
あ
っ
た
。
こ
の

退
職
者
医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
国
保
加
入
の
高
齢
退
職
者
(
被

用
者
年
金
の
老
齢
年
金
受
給
権
者
等
)
お
よ
び
そ
の
家
族
に
つ
い
て
、
被
用

者
保
険
並
み
の
医
療
給
付
を
行
う
た
め
、
本
人
八
割
給
付
、
家
族
に
つ
い
て

は
入
院
八
割
・
外
来
七
割
給
付
と
い
う
給
付
率
が
設
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
他

方
、
そ
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
高
齢
退
職
者
自
身
の
拠
出
す
る
保
険
料
と

現
役
の
被
用
者
お
よ
び
事
業
主
の
拠
出
金
で
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
合
理
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
前
述
し
た
よ
う
に
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
っ
て
、
国
保
の
財
政

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
庫
補
助
を
従
来
の
医
療
費
ベ

l
ス

の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
プ
ラ
ス
臨
時
財
政
調
整
交
付
金
か
ら
、
医
療
給
付
費

ベ
ー
ス
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
変
更
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
健
康
保
険
制
度
に
統

合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
が
、
今
回
打
ち
出
さ
れ
た
医
療
保
険
制
度
改
革
案
の
大
要
で
あ
る
が
、

総
括
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
今
回
の
改
革
案
は
、
厳
し
い
国
家
財

政
状
況
下
で
の
マ
イ
ナ
ス
・
シ

I
リ
ン
グ
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
人
口
の

高
齢
化
を
ふ
ま
え
て
、
国
庫
補
助
に
依
存
し
な
い
、
し
か
も
「
活
力
あ
る
社

会
」
を
維
持
す
る
た
め
の
医
療
保
険
制
度
を
創
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
中
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

保
の
国
庫
補
助
を
削
り
、
他
方
で
、
退
職
者
医
療
制
度
を
創
設
し
て
被
用
者

保
険
サ
イ
ド
か
ら
拠
出
金
を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
被
用
者

保
険
サ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
十
割
給
付
を
八
割
給
付
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
方
で
国

保
険
料
負
担
が
上
昇
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

国
会
へ
の
法
案
提
出
に
至
る
過
程

(一)

厚
生
省
案
に
対
す
る
関
係
団
体
の
動
向
お
よ
び
自
民
党
の
対
応

さ
て
、
「
医
療
保
険
改
革
の
経
緯
」
〈
資
料
1
〉
を
再
び
参
照
し
て
い
た
だ

く
と
、
昭
和
五
八
年
七
月
二
一
日
に
、
昭
和
五
九
年
度
予
算
概
算
要
求
枠

(シ

l
リ
ン
グ
)
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
年
八
月
二
五
目
、
昭
和
五
九
年
度

厚
生
省
予
算
概
算
要
求
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
が
以
上
に
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
昭
和
五
九
年
一
月
一
九
日
に
、
自
民
党
四
役
に
よ

る
裁
定
(
本
人
負
担
の
二
段
階
実
施
、
一
部
薬
剤
・
給
食
材
料
給
付
除
外
見

送
り
)
が
出
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
経
緯
を
若
干
説
明
し

て
お
く
。

厚
生
省
が
今
回
の
医
療
保
険
制
度
改
革
案
を
示
し
た
時
、
こ
れ
に
特
に
強

く
反
対
し
た
の
は
そ
の
立
場
が
全
く
異
な
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
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ひ
と
つ
は
野
党
及
び
労
働
団
体
で
あ
り
、
そ
の
反
対
理
由
は
、
給
付
率
を
十

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

割
給
付
か
ら
八
割
給
付
に
下
げ
る
こ
と
は
、
国
民
の
負
担
を
増
大
さ
せ
十
分

な
医
療
を
受
け
難
く
す
る
と
と
も
に
、
国
の
赤
字
を
国
民
に
転
嫁
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
個
人
の
見
解
と
し
て
は
、
目
前
に
迫

っ
て
い
る
高
齢
化
社
会
に
対
処
す
る
た
め
の
独
自
の
理
念
を
打
ち
出
せ
ず
、

単
に
定
率
負
担
導
入
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
に
止
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
一
つ
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

今
回
の
改
革
案
に
反
対
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
日
本
医
師
会

(
日
医
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
対
理
由
は
、
結
局
は
給
付
率
が
十
割
給
付
か

ら
八
割
給
付
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
受
診
が
抑
制
さ
れ
、
軽
微
な
疾
病
で

は
医
者
に
か
か
ら
な
く
な
り
患
者
が
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
。
自
民
党
は
こ
の
日
医
の
反
対
に
非
常
に
苦
慮
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
医
は
自
民
党
の
最
大
の
支
持
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

か
っ
、
従
来
、
特
に
い
わ
ゆ
る
武
見
時
代
に
お
い
て
は
強
力
な
政
治
力
を
有

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
中
曽
根
政
権
に
と
っ
て
財
政
再

建
は
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
今
回
の
医
療
保
険
制
度
改
革
を

実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
態
で
昭
和
五
人
年
秋
の
総
選
挙
を
迎
え
た
の
で
あ
る
が
、
医
療
保

険
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
日
医
、
野
党
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
も
ほ
ぼ
そ

ろ
っ
て
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
九
月
に
は
、
日
医
の
全
国
大
会
で
、

自
民
党
政
調
会
長
が
、
今
回
の
改
革
案
は
あ
く
ま
で
案
に
す
ぎ
ず
、
い
く
ら

で
も
修
正
で
き
る
も
の
で
あ
る
旨
発
言
し
て
お
り
、
ま
た
十
一
月
に
は
、
党

見
解
と
し
て
、
政
調
会
長
が
、
医
療
保
険
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
厚
生
省
原

案
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
党
は
関
係
方
面
の
意
見
を
聞
き
つ
つ
慎
重
に
検
討
し
最

善
の
方
途
を
講
ず
る
旨
の
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
十
二
月
に
は
、
総
理
大

臣
が
、
本
人
負
担
の
増
加
案
に
つ
い
て
は
幅
広
い
見
地
か
ら
再
検
討
す
る
旨

発
言
し
た
。
こ
の
よ
う
に
自
民
党
側
は
‘
総
選
挙
を
ひ
か
え
て
世
論
や
日
医

に
対
し
て
相
当
の
配
慮
を
し
、
今
回
の
医
療
保
険
制
度
改
革
案
は
あ
く
ま
で

厚
生
省
案
で
あ
り
、
党
と
し
て
は
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
旨
ま

で
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
こ
れ
ら
の
流
れ
と
若
干
異
な
る
も
の
と
し
て
、
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
が
主
に
加
入
し
て
い
る
組
合
健
保
も
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ

り
そ
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
か
ら
改
革
案
に
反
対
の
意
見
を

表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
十
一
月
の
全
国
大
会
に
お
い
て
は
、
定
率
負
担

の
導
入
に
は
必
ず
し
も
反
対
で
は
な
い
旨
表
明
す
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
を
か
ね
て
よ
り
要
望
し
て
い
た
国
保
サ

イ
ド
は
、
国
保
の
国
庫
補
助
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
不
安
を
抱
き
つ

つ
も
、
大
筋
と
し
て
は
改
革
案
に
賛
成
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
選
挙
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は

自
民
党
の
予
想
以
上
の
敗
北
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
民
党
は
国
会
の
委
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料

員
会
の
委
員
長
ポ
ス
ト
を
独
占
で
き
な
い
状
況
に
な
り
、
健
保
法
改
正
の
審

議
に
当
る
社
会
労
働
委
員
会
の
委
員
長
ポ
ス
ト
も
野
党
に
回
き
な
く
て
は
な

資

ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
健
保
法
改
正

は
ま
ず
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
突
如
新
自
由
ク
ラ
ブ
と

の
連
立
政
権
の
成
立
を
み
、
こ
れ
に
よ
り
自
民
党
は
安
定
多
数
を
獲
保
し
、

社
会
労
働
委
員
会
の
委
員
長
ポ
ス
ト
も
自
民
党
が
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
が
政
治
的
経
緯
の
主
な
流
れ
で
あ
る
。

(二)

自
民
党
四
役
裁
定
に
至
る
経
緯

次
に
医
療
保
険
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
厚
生
省
の
対
応
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

昭
和
五
八
年
七
月
一
一
一
日
に
昭
和
五
九
年
度
予
算
の
シ

i
リ
ン
グ
が
閣
議
決

定
さ
れ
た
時
点
で
、
保
険
局
内
に
退
職
者
医
療
制
度
等
の
具
体
的
な
細
目
を

つ
め
る
作
業
を
行
う
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
が
結
成
さ
れ
た
。
他

方
、
八
月
に
は
当
時
の
林
厚
生
大
臣
が
、
私
的
立
場
に
お
い
て
と
断
わ
り
な

が
ら
、
「
今
後
の
医
療
政
策
l
視
点
と
方
向
」
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
し
、
医

療
保
険
に
お
け
る
受
益
者
負
担
の
見
直
し
ゃ
負
担
の
公
平
、
給
付
の
平
等
と

い
っ
た
考
え
方
を
表
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
厚
生
省
は
、
自
民
党
の

社
会
部
会
等
と
も
必
要
な
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
概
算
要
求
を
決
定
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
概
算
要
求
を
出
す
時
点
で
は
、
既
に
、
歴
代
厚
生
大
臣
、
党

社
会
部
会
長
そ
の
他
関
係
団
体
に
対
し
相
応
な
根
回
し
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
総
選
挙
に
臨
む
段
に
な

っ
て
自
民
党
の
態
度
が
変
化
し
て
い
っ
た
。

な
お
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
昭
和
五
八
年
十
二
月
二
九
日
に
は
行
革
審

意
見
書
〈
資
料

8
〉
が
出
さ
れ
て
お
り
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
厚
生

省
の
改
革
案
は
臨
時
行
政
調
査
会
答
申
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
を

図
る
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
五
九
年
一
月
一
九
日
に
自
民
党
四
役
に
よ
る
裁
定
書
〈
資

料

9
〉
が
出
さ
れ
、
よ
う
や
く
、
自
民
党
と
し
て
昭
和
五
九
年
度
予
算
に
向

け
て
の
政
策
の
合
意
が
で
き
た
。
こ
の
裁
定
書
の
内
容
は
大
筋
に
お
い
て
厚

生
省
案
を
承
認
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
経
緯
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
民
党
が
こ
の
よ
う
な

判
断
を
下
し
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
五
九
年
度
予
算
を
組
む
た
め
に
は
医
療
保
険
制
度
の
改
革
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
民
党
も
十
分
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
た

だ
、
関
係
団
体
、
特
に
日
医
と
の
関
係
等
を
考
慮
す
る
と
き
、
具
体
的
な
方

法
論
と
し
て
、
定
率
負
担
と
す
る
の
か
定
額
負
担
と
す
る
の
か
、
ま
た
、
給

食
材
料
費
や
ビ
タ
ミ
ン
等
の
一
部
薬
剤
の
給
付
除
外
を
行
、
っ
か
ど
う
か
と
い

っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
を
先
送
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ

、8
2

、「，，

A
H
t
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こ
の
自
民
党
裁
定
書
に
よ
る
と
、
ま
ず
医
療
費
の
適
正
化
を
講
ず
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
給
付
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
本
人
給
付
率
を
六

一
年
度
ま
で
九
割
と
し
、
六
一
年
度
以
降
八
割
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
厚
生

省
原
案
の
八
割
給
付
を
先
送
り
し
た
。
そ
の
他
、
給
食
材
料
費
の
給
付
除
外
、

一
部
薬
剤
の
給
付
除
外
、
高
額
所
得
者
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も

見
送
ら
れ
た
。
他
方
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
国
保
国
庫
補
助
の
引
下

げ
、
日
雇
健
保
の
健
保
へ
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
原
案
ど
お
り
と
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
党
四
役
裁
定
を
ふ
ま
え
て
、
厚
生
省
と
し
て
は
制
度
の

細
目
を
詰
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(三)

社
会
保
険
審
議
会
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答
申

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

そ
の
後
の
経
緯
を
具
体
的
に
追
っ
て
行
く
と
、
昭
和
五
九
年
一
月
二
五
日

に
昭
和
五
九
年
度
予
算
政
府
原
案
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
。
向
時
に
、
医

療
保
険
制
度
改
正
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
審
議
会
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
審

議
会
に
諸
問
が
な
さ
れ
、
以
降
、
答
申
ま
で
、
社
会
保
険
審
議
会
は
四
回
、

社
会
保
障
制
度
審
議
会
は
七
回
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
審

議
の
過
程
で
、
今
回
の
医
療
保
険
制
度
改
革
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
は
な
い

か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
厚
生
省
と
し
て
は
、
今
回
の
改
革
案
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
事
項
は
四
十
年
代
以
降
検
討
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
五
八
年
秋
に
は
、
異
例
の
措
置
と
し
て
、
社
会
保
険
審
議
会
及
び
社

会
保
障
制
度
審
議
会
に
お
い
て
予
備
的
に
審
議
を
行
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
を

説
明
し
て
了
承
を
得
た
。

な
お
、
予
算
関
連
法
案
に
つ
い
て
は
、
政
府
予
算
案
の
国
会
提
出
後
三
週

間
以
内
に
国
会
に
提
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
二
月
八
日
の
政
府
予
算
案
国
会
提
出
閣
議
か
ら
三
週
間
後
の
二

月
二
九
日
ま
で
に
は
今
回
の
改
正
法
案
を
取
り
ま
と
め
、
国
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
に
予
算
関
連
法
案

に
つ
い
て
は
、
法
律
案
を
ま
と
め
、
審
議
会
で
審
議
し
、
そ
の
答
申
を
受
け

な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
自
民
党
四
役
の
裁
定
書
を
踏
ま
え
て
、
厚
生
省
は
「
医
療
保
険
制

度
改
革
案
の
大
要
」
〈
資
料
叩
〉
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
正
式
の
医

療
保
険
制
度
改
革
案
の
要
綱
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
前
述
し

た
と
こ
ろ
と
重
複
す
る
た
め
、
説
明
を
省
略
す
る
が
、
た
だ
し
、
退
職
者
医

療
制
度
の
創
設
、
国
保
の
国
庫
補
助
の
変
更
、
定
率
負
担
導
入
と
い
う
三
本
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の
柱
は
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

以
上
の
経
緯
を
経
て
昭
和
五
九
年
度
予
算
が
決
定
さ
れ
、
こ
の
予
算
を
踏

ま
え
て
、
「
医
療
保
険
制
度
改
正
等
国
庫
負
担
影
響
額
」
〈
資
料
ロ
〉
が
ま
と

め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
医
療
費
適
正
化
に
よ
り
国
庫
負
担
を
て

八
二
四
億
円
削
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
う
ち
、
薬
価
・
診
療
報
酬
改
定
に



4
ル
E

4

干

つ
い
て
は
、
薬
価
を
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
引
下
げ
、
診
療
報
酬
を
二
・
入
パ
ー

セ
ン
ト
引
上
げ
、
差
し
引
き
で
、
医
療
費
ベ

1
ス
で
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の

マ
イ
ナ
ス
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
本
人
給
付
率
に
よ
り
二
九
三
億
円
、

資

高
額
療
養
費
の
限
度
額
引
上
げ
で
三
億
円
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ

り
二
、
三
五
五
億
円
、
国
庫
補
助
の
合
理
化
に
よ
り
一
、
五
四
四
億
円
等
、

合
計
で
六
、
二
七
六
億
円
の
国
庫
負
担
削
減
を
予
定
し
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
な
方
途
を
講
じ
て
、
厳
し
い
シ

l
リ
ン
グ
の
枠
の
中
に
納
ま
る
よ
う
に
し

つ
つ
、
人
口
の
高
齢
化
を
踏
ま
え
た
医
療
保
険
制
度
の
た
め
の
法
案
を
作
成

し
た
。昭

和
五
九
年
二
月
二
二
日
に
歪
り
、
医
療
保
険
制
度
改
革
案
に
対
す
る
社

会
保
険
審
議
会
の
答
申
〈
資
料
日
〉
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
答
申
は
両
論
併
記

で
あ
る
。
例
え
ば
「
給
付
内
容
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項
」
の
う
ち
、
被
保

険
者
本
人
の
給
付
率
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
公
益
側
お
よ
び
事
業
主
側
委
員

(
つ
ま
り
経
済
界
側
)
は
、
定
率
一
部
負
担
の
導
入
は
、
か
か
っ
た
医
療
費

が
そ
の
場
で
わ
か
り
、
国
民
が
コ
ス
ト
意
識
を
も
つ
こ
と
と
な
り
医
療
費
の

適
正
化
に
も
資
す
る
し
、
給
付
の
公
平
化
、
健
康
者
と
の
均
衡
、
保
険
料
負

担
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
て
適
当
で
あ
る
、
と
し
て
賛
成
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
被
保
険
者
側
委
員
(
つ
ま
り
労
働
者
側
)
は
反
対
、
ま
た
医
療
経

験
者
た
る
公
刊
紙
代
表
委
員
(
つ
ま
り
日
本
医
師
会
)
は
、
受
診
抑
制
に
つ
な

が
る
等
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
退
職
者
医
療
制
度
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
っ
た
も
の
の
、
給
付
率
お
よ
び
負
担
の
方
法

に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
た
。
ま
ず
被
保
険
者
側
委
員
は
、
本
人
の
給
付

率
を
八
割
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
財
源
と
し
て
退
職
者
の
拠
出
金
を

出
さ
せ
る
こ
と
に
は
反
対
し
つ
つ
も
、
老
人
保
健
制
度
と
被
用
者
保
険
制
度

と
の
接
点
、
つ
ま
り
被
用
者
保
険
制
度
に
お
け
る
負
担
の
不
合
理
性
の
解
消

を
行
お
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
事
業
主
も

保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
た
め
、
拠
出
率
が
増
嵩
す
れ
ば
事
業
主
負
担
も
増

嵩
す
る
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
事
業
主
側
委
員
は
、
退
職
者
医
療
制
度
に
よ

る
負
担
増
に
歯
止
め
が
な
い
、
等
の
不
安
惑
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
給
付
の
平
等
と
負
担
の
公
平
に
つ
い

て
は
、
制
度
の
統
合
一
本
化
に
よ
り
行
う
べ
き
で
あ
り
、
制
度
統
合
一
本
化

に
必
要
な
年
次
的
実
施
計
函
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
、
医
療
経
験

者
た
る
公
益
代
表
委
員
(
つ
ま
り
日
本
医
師
会
側
)
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答
申
〈
資
料
U
〉
に
つ
い
て
触
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
記
」
に
お
い
て
、
「
今
回
の
詔
問
は
、
内
容
が
か
つ
て
な

い
も
の
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
こ
れ
を
短
期
間
に
審
議
し
結
論
を
見
出
す
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
」
と
の
お
叱
り
を
い
た
だ

い
て
い
る
。
そ
し
て
主
要
な
改
正
項
目
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
る
が
、
ま
ず
、

被
用
者
本
人
に
係
る
一
部
負
担
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
に
は
否
定
す
る
も
の
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で
は
な
い
、
と
し
つ
つ
、
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮
、
従
っ
て
現
行
の
高
額

療
養
費
制
度
を
見
直
す
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
退
職
者
医
療
制
度
に
つ

い
て
は
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ
る
と
し
、
た
だ
拠
出
者
側
の
意
向
が
反
映
で
き

る
よ
う
な
仕
組
み
に
す
る
こ
と
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
十
分

な
財
政
対
策
を
講
ず
る
こ
と
、
五
人
未
満
の
事
業
所
等
の
被
用
者
に
つ
い
て

健
康
保
険
へ
の
強
制
加
入
を
急
ぐ
こ
と
、
を
求
め
て
い
る
。

(四)

退
職
者
医
療
制
度
の
特
色

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

以
上
の
答
申
の
中
で
、
退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ

る
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
こ
の
点
を
若
干
説
明
す
る
。
退
職
者
医
療
制
度

創
設
の
必
要
性
は
か
な
り
以
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
立
法

化
の
際
の
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、
退
職
者
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
、
に
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
被
保
険
者
が
職
を
転
々
と
し
、
国
保
・
健
保
を
渡
り
歩
い

た
り
、
あ
る
い
は
企
業
自
体
が
倒
産
し
た
場
合
、
当
該
被
保
険
者
が
被
用
者

保
険
の

O
B
か
否
か
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
「
健
康
保
険
制
度
等
の
改
正
案
要
綱
」
〈
資
料
日
〉

に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
第
4

国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正

1

退
職
者
医
療
制
度
に
関
す
る
事
項
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
つ
ま
り
、

従
来
の
制
度
に
お
い
て
は
、
医
療
は
医
療
、
年
金
は
年
金
と
相
互
に
ま
っ
た

く
独
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
退
職
者
医
療
制
度
は
そ
の
対
象
者
を
被
用

者
年
金
の
受
給
権
者
で
把
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
し
方
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
各
制
度
を
渡
り
歩
い
て
も
、
年
金
に
お
い
て
は
そ
の
被
用
者
期

間
が
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
被
用
者
の

O
B
た
る

退
職
者
と
い
う
も
の
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
仕
組
を
フ
ロ

l
・
チ
ャ
ー
ト
(
「
退
職
者
医
療
制
度
の
概
要
」
〈
資

料
お
〉
中
の
「
退
職
者
医
療
制
度
の
仕
組
」
参
照
)
を
用
い
て
説
明
す
る
。

国
保
の
実
施
主
体
は
市
町
村
で
あ
る
。
退
職
者
は
市
町
村
に
届
出
を
し
保
険

料
を
収
め
、
療
養
取
扱
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
に
は
、
療
養
取
扱
機
関
か
ら

の
請
求
を
受
け
て
国
保
連
合
会
が
審
査
・
支
払
い
を
し
、
保
険
者
た
る
市
町

村
が
当
該
医
療
費
を
国
保
連
合
会
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
が

国
保
の
仕
組
で
あ
る
が
、
退
職
者
医
療
制
度
と
の
関
係
で
は
、
被
用
者
保
険

の
保
険
者
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
拠
出
金
を
納
付
し
、
支
払
基

金
が
交
付
金
を
各
市
町
村
へ
流
す
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
新
た
に
加
わ
る
こ

と
と
な
る
。
ま
た
、
市
町
村
は
年
金
受
給
権
者
が
誰
で
あ
る
か
が
把
握
で
き

な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
各
被
用
者
年
金
の
保
険
者
か
ら
年
金
受
給
権
者
一

覧
表
を
国
保
連
合
会
に
送
付
し
て
も
ら
い
、
連
合
会
が
こ
の
リ
ス
ト
を
市
町

村
に
送
付
し
、
市
町
村
は
こ
の
リ
ス
ト
を
も
と
に
し
て
退
職
者
医
療
制
度
の

対
象
者
を
掘
り
起
こ
す
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
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料

そ
れ
で
は
退
職
者
医
療
制
度
の
財
政
試
算
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
で
あ
る

が
、
同
じ
〈
資
料
お
〉
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
退

職
者
の
医
療
給
付
費
は
四
、
三
九
六
億
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
保
険
料
は
七

八
一
億
円
で
あ
る
。
残
り
の
=
て
六
一
五
億
円
が
被
用
者
保
険
サ
イ
ド
か
ら

拠
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
政
管
健
保
か
ら

一
、
四
四
八
億
円
、
組
合
健
保
か
ら
一
、
四
六
六
億
円
、
共
済
組
合
か
ら
六

七
四
億
円
等
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
将
来
推
計
も
同
じ
く
〈
資
料
お
〉
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
(
「
退
職
者
医
療
制
度
の
初
・

ω
・

ω年
後
の
推
計
」
)
が
、

そ
の
「
保
険
給
付
費
、
拠
出
額
及
び
拠
出
率
」
の
項
目
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
満
年
度
ベ

l
ス
(
一
一
一
ヶ
月
分
と
い
う
意
味
で
あ
る
)
で
、
昭
和

資

五
九
年
度
に
は
被
用
者
保
険
の
拠
出
額
は
五
、
四
一
七
億
円
と
推
計
さ
れ
て

い
る
も
の
が
、
三

O
年
後
に
は
一
兆
六
一
八
億
円
、
保
険
料
に
対
す
る
割
合

は
九
・
八
パ

l
ミ
ル
に
ま
で
増
嵩
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
拠
出
す
る
側
つ
ま
り
被
用
者
保
険
サ
イ
ド
(
特
に
健

保
連
)
は
反
対
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
健
保
法
等
の
一
部
改
正
案
の
閤
議
決
定
(
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
)

ま
で
を
概
観
し
て
き
た
が
、
ち
な
み
に
、
今
回
の
健
保
法
等
改
正
は
、
改
正

さ
れ
る
法
律
の
数
が
計
二
六
本
に
も
及
ぶ
大
改
正
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
言
し

て
お
く
。

四

国
会
に
お
け
る
成
立
過
程

(ー)

審
議
の
概
要

l
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
呈
一
示

き
て
、
昭
和
五
九
年
二
月
二
九
日
に
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
五
九
年
度
予
算
成
立
を
ま

っ
て
、
四
月
三
日
に
至
っ
て
よ
う
や
く
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
改
正
法
案

の
趣
旨
説
明
が
な
さ
れ
、
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
四

月
五
日
に
は
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
で
改
正
法
案
の
提
案
理
由
説
明
が
行

わ
れ
、
四
月
一
一
一
日
か
ら
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の

審
議
の
過
程
で
、
四
月
二
七
日
に
は
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
理
事
会
に
お

い
て
、
「
今
後
の
医
療
政
策
の
基
本
的
方
向
(
厚
生
省
試
案
)
一
二
世
紀

を
め
さ
し
て
」
〈
資
科
目
〉
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
国
会
に
お
け
る
議
論
の
要
点
に
触
れ
て
お
く
と
、
第
一
に
は
、
定

率
一
部
負
担
導
入
に
対
す
る
反
対
で
あ
り
ー
そ
の
理
由
は
、
被
保
険
者
に
負

担
を
転
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
受
診
抑
制
に
つ
な
が
る
と

い
う
こ
と
等
で
あ
っ
た
1

、
ま
た
、
退
職
者
医
療
制
度
に
国
庫
負
担
を
導
入

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
更
に
は
、
今
回
の
医
療
保
険
制

度
の
改
革
は
将
来
的
な
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
る
の
か
不
明
確
で
あ
り
、
こ
の
点
を
明
確
に
せ
よ
、
と
い
う
主
張
が
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あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
主
張
を
踏
ま
え
て
示
さ
れ
た
の
が
、
前
出
の
「
今
後

の
医
療
政
策
の
基
本
的
方
向
(
厚
生
省
試
案
)
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

概
略
だ
け
を
説
明
す
る
に
と
ど
め
る
。
ま
ず
第
一
の
基
本
的
方
向
と
し
て
国

民
健
康
づ
く
り
対
策
の
推
進
と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

病
気
に
な
っ
て
か
ら
の
対
策
よ
り
も
、
ま
ず
、
病
気
に
な
ら
な
い
た
め
の
施

策
を
推
進
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
に
、
医
療
供
給
体
制
の
整
備
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
医
療

供
給
体
制
は
自
由
医
療
体
制
で
あ
り
、
医
者
は
・
自
由
に
病
院
を
設
立
で
き
、

ま
た
、
患
者
も
自
由
に
医
者
に
か
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
医
療
の
場
合
に
は
供
給
が
需
要
を
創
出
す
る
と
い
う
側
面
が
非
常
に
強

い
。
そ
の
た
め
、
医
療
の
供
給
面
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
医
療
費
は

歯
止
め
な
く
増
大
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
し
医
療
の
適
正
化
を
図

る
た
め
に
は
、
医
療
供
給
体
制
の
整
備
が
是
非
と
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
す
る
具
体
的
な
方
針
と
し
て
は
、
ま
ず
地
域
医
療
供
給
体

制
の
整
備
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
施
策
の
ひ
と
つ

に
地
域
医
療
計
画
の
策
定
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は

医
療
法
改
正
案
(
前
国
会
に
提
出
さ
れ
、
現
在
維
続
審
議
中
で
あ
る
)
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
医
療
供
給
体
制
の
整
備
等
の
一
環
と
し
て
、

医
師
お
よ
び
歯
科
医
師
の
養
成
の
見
直
し
、
医
療
機
関
の
健
全
経
営
の
確
保

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

医
療
政
策
の
将
来
的
方
向
の
第
三
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
医
療
保

険
制
度
の
改
革
で
あ
る
。
ま
ず
、
昭
和
六
一
年
度
以
降
の
被
用
者
保
険
本
人

の
八
割
給
付
の
実
施
、
さ
ら
に
昭
和
六

0
年
代
後
半
に
は
、
全
制
度
を
通
ず

る
給
付
と
負
担
の
公
平
化
措
置
(
一
元
化
)
す
な
わ
ち
、
全
制
度
を
通
じ
て

入
割
給
付
に
統
一
す
る
こ
と
、
そ
し
て
負
担
面
で
は
財
源
の
調
整
等
に
よ
る

負
担
の
公
平
化
を
図
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
八
割
給
付
へ
の
統
一
お
よ

び
制
度
の
一
元
化
を
厚
生
省
が
公
的
に
打
ち
出
し
た
の
は
、
こ
れ
が
は
じ
め

て
で
あ
る
。
以
上
が
医
療
政
策
の
将
来
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
大
要
で
あ
る
。

再
び
健
保
法
等
改
正
の
立
法
の
経
緯
に
戻
る
と
、
昭
和
五
九
年
五
月
九
日

に
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
参
考
人
質
疑
が
行
な
わ
れ
、
五
月
一

O
日
に
は
与
野
党
の
審
議
が
一
巡
し
、
六
月
二
八
日
に
は
自
民
党
が
野
党
に

第
一
次
修
正
案
を
、
七
月
一
一
一
日
に
は
第
二
次
修
正
案
を
提
示
し
、
七
月
四
日

に
は
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
七
月
九
日
に
は
連
合
審
査
会
(
大
蔵
、
地
行
、
運

輸
)
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
七
月
二
一
日
に
衆
議
院
社
会
労
働
委
員

会
に
お
い
て
改
正
法
案
が
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
参
議
院
に
移
り
、
公
聴
会
等

が
開
催
さ
れ
、
最
終
的
に
は
八
月
七
日
に
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
可
決
・

成
立
し
た
。
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今
回
の
健
保
法
等
改
正
の
立
法
過
程
の
特
色

資

今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
大
要
を
こ
れ
ま

で
説
明
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
特
記
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
以

下
若
干
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
健
保
法
等
の
改
正
と
い
う
問
題
は
中

曽
根
内
閣
の
最
大
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
特
に
、
当
時
の
二
階
堂
副

総
裁
が
訪
米
中
、
健
保
法
等
改
正
法
案
の
成
立
が
中
曽
根
総
裁
再
選
の
条
件

で
あ
る
凶
日
発
言
し
、
健
保
法
等
改
正
は
、
よ
り
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
な

っ
た
。
も
っ
と
も
、
自
民
党
は
議
会
に
お
い
て
過
半
数
を
占
め
て
い
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
野
党
の
徹
底
的
な
反
対
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
強
行

採
決
と
い
う
手
段
を
採
れ
ば
、
成
立
は
理
論
上
は
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
強
行
採
決
と
い
う
手
段
は
、
自
由
な
討
議
を
尽
く
す
と
い
う
審
議

の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
近
年
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

自
民
党
内
に
も
、
医
系
議
員
を
中
心
と
し
た
「
一
二
世
紀
の
医
療
を
考
え
る

会
」
と
い
っ
た
反
対
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
話
し

合
い
に
よ
る
調
整
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
七
月
五
日
の
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
の
審
議
の
際
、
自
民

党
議
員
が
質
議
打
切
り
動
機
を
提
出
し
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
野
党
は
議
長
席

に
詰
め
寄
り
、
大
混
乱
と
な
る
事
態
が
現
出
し
た
。
自
民
党
は
強
行
採
決
の

姿
勢
を
委
員
会
で
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
今
回
の
健
保
法
等
の

審
議
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
健
保
法
に
関
す
る
質
疑
と
し
て
は
は
じ
め
で

と
も
い
え
る
ほ
ど
十
分
な
手
続
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
議
会

制
の
ル

1
ル
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
多
数
決
で
採
決
し
て
も
非
難
を
受

け
る
よ
う
な
手
続
的
取
庇
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
な
強
行
採
決
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
自

民
党
は
こ
の
法
案
の
成
立
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
決
意
を
明
ら
か
に
し
、
他

方
野
党
は
、
審
議
時
間
及
び
手
順
を
全
て
尽
く
し
、
強
行
採
決
を
止
め
た
こ

と
に
よ
り
野
党
と
し
て
の
レ

1
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
健
保
法
等
改
正
の
立
法
過
程
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
、
い
く

つ
か
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
国
会
で
政
府
原
案
が
修
正
さ
れ
て
い
る
点
が
あ

る
。
こ
れ
は
「
国
会
修
正
比
較
対
照
表
」
〈
資
料
口
〉
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、

重
要
な
点
だ
け
を
解
説
し
て
お
く
。
ま
ず
被
用
者
保
険
の
給
付
率
の
改
定
で

あ
る
が
、
政
府
原
案
で
は
、
本
則
八
割
給
付
、
た
だ
し
経
過
措
置
と
し
て
附

則
で
九
割
給
付
と
さ
れ
、
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
か
ら
は
自
動
的
に
八
割
給

付
に
移
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
衆
議
院
修
正
に
よ
り
、
昭
和
六

一
年
度
以
降
に
お
い
て
も
国
会
の
承
認
を
受
け
る
ま
で
は
九
割
給
付
と
す
る
、

と
さ
れ
た
。

次
に
、
定
率
一
部
負
担
の
導
入
に
関
連
し
、
医
療
費
の
額
が
三
千
五
百
円

以
下
の
場
合
に
は
、
患
者
が
窓
口
で
払
う
一
部
負
担
金
の
額
を
百
円
単
位
で
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ま
る
め
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
定
額
ま
る
め
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
定
額
負
担
を
主
張
し
た
日
医
サ
イ
ド
の
要
望
で
入
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

制
度
施
行
後
実
際
に
こ
の
方
式
を
採
用
し
た
医
療
機
関
は
極
め
て
少
な
い
よ

う
で
あ
る
。

更
に
、
高
額
療
養
費
支
給
制
度
l
こ
れ
は
、
患
者
の
一
ヶ
月
の
自
己
負
担

額
が
ニ
疋
額
(
現
行
五
万
千
円
)
を
超
え
る
場
合
に
、
そ
の
超
え
る
額
を
後

か
ら
支
給
す
る
制
度
で
あ
る

l
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
被
保
険
者
毎
に
負
担

額
が
計
算
さ
れ
て
い
た
が
、
参
議
院
修
正
で
こ
れ
を
世
帯
単
位
で
計
算
す
る

い
わ
ゆ
る
世
帯
合
算
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。

退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
修
正
で
、
健
保
組
合
等
が
自
ら
、
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当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
退
職
者
に
つ
い
て
医
療
の
給
付
を
実
施
で

き
る
「
特
定
健
保
組
合
」
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
審
議
会
の
答
申
〈
資
料
日
〉
の
事
業
主
側
意
見
に
こ
れ
と
同
じ
意
見

が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
他
、
五
人
未
満
の
事
業
所
に
関
す
る
健
保
の
適
用
に
つ
き
、
政
府
原

案
で
は
、
昭
和
六
一
年
度
以
降
三
年
間
で
段
階
的
に
健
保
の
適
用
を
拡
大
す

る
旨
を
同
じ
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
の
附
則
で
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
が
参
議
院
に
お
い
て
修
正
さ

れ
、
健
保
法
等
の
改
正
案
の
中
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
趣
旨

は
、
医
療
の
こ
と
は
医
療
に
関
す
る
法
案
に
取
り
込
む
、
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た

以
上
の
修
正
に
よ
る
国
庫
負
担
の
増
嵩
に
つ
い
て
は
「
国
庫
負
担
影
響
額
」

〈
資
料
日
〉
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
予
算
の
段
階

で
は
六
、
三

O
O億
円
程
度
国
庫
負
担
が
削
減
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
た

が
、
施
行
時
期
の
退
れ
も
含
め
た
修
正
に
よ
り
図
、
六

O
O億
円
程
度
の
削

減
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
差
額
た
る
て
六

O
O億
円
は
、
昭
和
五
九
年
度
予

算
の
補
正
で
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
健
保
法
等
の
改
正
法
案
が
成
立
し
た
直
後
の
昭
和
五
九
年
八
月
十

日
に
、
自
民
党
と
日
本
医
師
会
(
日
医
)
と
の
間
で
覚
書
〈
資
料

μ
〉
が
交

さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
に
対
し
て
、
日
医
は
、
総
合
一
本

化
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
推
進
論
者
で
あ
っ
た
も
の
の
、
給
付
率
十
割
確
保

と
い
う
見
地
か
ら
強
く
反
対
し
て
い
た
。
五
九
年
五
月
四
日
付
け
の
各
紙
に

よ
れ
ば
、
日
医
の
政
治
団
体
た
る
日
本
医
師
連
盟
は
、
昭
和
五
八
年
に
は
例

年
に
な
く
巨
額
な
政
治
献
金
を
行
な
っ
て
お
句
、
特
に
総
選
挙
直
前
の
自
民

党
に
よ
る
改
革
案
白
紙
遼
元
声
明
が
出
さ
れ
た
五
八
年
十
一
月
に
は
政
治
献

金
が
四
、

0
0
0
万
円
近
い
額
に
達
し
て
い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
健
保
法
改
正
反
対
の
た
め
日
医
は
全
力
を
注
い
だ
わ
け
で
あ
っ
た
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
改
正
案
は
成
立
し
、
日
医
は
敗
北
、
日
医
の
花
岡
体
制
は

崩
壊
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
健
保
法
等
改
正
を
め
ぐ
っ
て
自
民

党
と
日
医
と
の
関
係
は
悪
化
し
た
も
の
の
、
そ
も
そ
も
日
医
は
自
民
党
に
と
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料

っ
て
有
力
な
支
持
基
盤
で
あ
り
、
ま
た
、
日
医
に
と
っ
て
も
自
民
党
は
支
持

し
得
る
唯
一
の
政
党
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
覚
書
を
交
す
こ
と

資

に
よ
り
両
者
は
そ
の
関
係
の
修
復
を
図
っ
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
こ
の
覚

書
に
対
し
て
は
そ
の
後
野
党
に
よ
り
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
で
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
が
、
最
後
に
一
言
だ
け
確
認
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
新
聞
で
は
定

率
一
一
割
負
担
の
導
入
の
み
が
中
心
に
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
本
質
は
、

人
口
の
高
齢
化
お
よ
び
医
療
費
の
増
嵩
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
た
長
期
的
見

地
に
立
っ
た
改
正
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
短
期
的
に
は
、

シ
l
リ
ン
グ
と
い
う
問
題
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
そ
の

背
景
に
は
一
二

O
兆
円
に
の
ぼ
る
赤
字
国
債
を
抱
え
た
国
の
厳
し
い
財
政
状

況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
相
反
す
る
問
題
を
何
と
か
解
決
し
、
医

療
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
と
い
う
命
題
の
下
に
今
回
の
改

正
は
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
、
今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
に
盛
り

込
ま
れ
た
定
率
一
一
割
負
担
の
導
入
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
国
保
の
国

庫
補
助
削
減
と
い
っ
た
事
が
ら
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
、
長
期
的
に
は
制

度
開
の
財
政
調
整
及
び
給
付
の
統
一
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
の
第
一
歩
と
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な
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
応
答

Q 

被
用
者
保
険
の
給
付
率
改
正
に
つ
い
て
、
本
則
で
は
人
割
給
付
と
し

て
い
る
が
、
厚
生
大
臣
が
告
示
す
る
ま
で
の
聞
は
、
八
割
給
付
へ
の
経

過
措
置
た
る
九
割
給
付
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
改
正
法
附
則
第

四
条
第
一
項
一
新
健
保
法
第
四
三
条
ノ
八
第
一
項
及
び
第
四
三
条
ノ

七
(
中
略
)
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
(
中
略
)
昭
和
六

一
年
四
月
一
日
以
降
の
日
で
厚
生
大
臣
の
告
示
す
る
日
ま
で
の
間
は
一

0
0分
の
一

O
と
す
る
)
が
、
他
方
八
割
給
付
へ
の
移
行
に
つ
き
国
会

の
承
認
に
係
ら
し
め
て
い
る
(
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
一
政
府
は
、

前
項
の
厚
生
大
臣
の
告
示
す
る
日
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

0

こ
の
よ
う
な
規
定

を
定
め
た
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
。

A 

今
回
の
健
保
法
の
改
正
で
は
、

一
部
負
担
の
見
直
し
、
退
職
者
医
療

制
度
お
よ
び
国
保
の
国
庫
補
助
改
正
は
セ
ァ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の

骨
格
を
崩
す
と
昭
和
五
九
年
度
予
算
案
は
成
立
せ
ず
、
健
保
法
改
正
も

そ
の
意
味
を
失
う
、
と
い
う
こ
と
は
自
民
党
も
十
分
承
知
し
て
い
た
。



つ
ま
り
、
定
率
で
あ
れ
、
定
額
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
一
部
負
担
を

強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
動
か
し
得
な
い
一
線
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
民
党
も
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

党
四
役
裁
定
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
定
率
負
担
と
す
る
こ
と

で
決
着
を
み
た
。
し
か
し
、
政
府
原
案
に
よ
る
と
、
昭
和
六
一
年
四
月

一
日
以
降
は
、
国
会
の
関
与
な
し
に
、
自
動
的
に
八
割
給
付
に
移
行
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
自
民
党
の
一
部
及
び
野
党
側
は

難
色
を
示
し
た
。
こ
の
た
め
、
自
動
的
に
八
割
給
付
に
移
行
す
る
の
で

な
く
、
何
ら
か
の
形
で
国
会
が
関
与
で
き
る
方
策
が
検
討
さ
れ
た
。
こ

の
検
討
の
過
程
で
は
、
将
来
八
割
給
付
に
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
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そ
も
そ
も
別
個
の
法
改
正
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
出

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
考
え
方
は
最
も
す
な
お
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
と
、
再
び
今
回
と
同
じ
く
、

法
律
改
正
に
必
要
な
審
議
手
続
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
相
当
の
負
担
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
方
法
は
採
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
な

お
自
民
党
側
と
し
て
は
、
党
内
の
医
系
グ
ル
ー
プ
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
、

国
会
が
関
与
し
得
る
何
ら
か
の
途
を
残
し
た
い
、
と
い
う
意
向
が
非
常

に
強
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
、
と
い
う
い
わ

ゆ
る
承
認
案
件
の
よ
う
な
形
に
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
に
し

て
お
け
ば
、
実
質
的
な
議
論
は
な
お
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
形
式
的
な
手
続
は
、
法
律
の
改
正
に
比
べ
て
、
相
当
緩
や
か
な
も
の

で
済
ま
せ
得
る
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
労
委
の
仲
裁
裁

{
疋
!
こ
れ
も
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
ー
が
類
似
例
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
自
民
党
の
藤
尾
政
調
会
長
が
労
相
経
験
者
で

あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Q 

自
民
党
が
難
色
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。

A 

要
す
る
に
日
本
医
師
会
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る
。

た
だ
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
挙
げ

ら
れ
る
と
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
野
党
の
中
に
も
、
実
質
的
に
は
自
民

党
と
相
当
重
な
り
合
う
考
え
方
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々

は
基
本
的
に
は
改
正
案
に
反
対
で
あ
る
が
、
手
順
を
尽
く
せ
ば
審
議
に

は
協
力
す
る
と
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
自
民
党
と
し

て
は
、
野
党
の
一
部
の
意
見
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q 

被
用
者
保
険
の
給
付
率
の
改
正
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
受
け
る

ま
で
は
九
割
給
付
を
継
続
す
る
と
い
う
形
に
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
政
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手斗資

令
の
効
力
に
停
止
条
件
を
つ
け
た
よ
う
な
形
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
理
論
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
議
論
が

展
開
さ
れ
た
の
か
。

A 

こ
の
規
定
は
衆
議
院
の
修
正
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
自
民
党
の
指
示

に
よ
り
法
案
修
正
の
任
に
あ
た
っ
た
衆
議
院
法
制
局
の
審
査
を
経
た
も

の
で
あ
っ
て
、
厚
生
省
と
し
て
は
直
接
は
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
c

確
か
に
法
律
で
も
な
い
の
に
国
会
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
、
内

閣
が
そ
の
権
能
の
下
に
定
め
る
政
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
会
の
承
認
を

要
す
る
と
い
う
の
は
三
権
分
立
の
関
係
を
不
明
確
に
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
議
論
は
当
初
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
理
論
的
な
議
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
的
な
妥
協
点
を
ど
こ
で

Q 
見
出
す
か
と
い
う
判
断
が
優
先
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
回
の
健
保
法
改
正
で
、
九
割
給
付
の
改
正
に
国
会
の
承
認
を
要
件

と
す
る
、
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
年
度
(
昭
和
五
九

年
度
)
の
公
法
学
会
憲
法
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
非
常
に
注
目
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
在
、
委
任
立
法
は
非
常
に
広
範
か
つ
重
要
な
事

項
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
な
例
に
な
ら
っ
て
、
国
会
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要

で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
今
回
の
健
保
法
改
正
の
採
用
し
た

方
法
は
理
論
的
に
は
望
ま
し
い
方
向
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
c

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
ど
う
考
え
る
か
。

A 

た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な

見
解
を
採
る
た
め
に
は
、
あ
る
時
点
か
ら
八
割
給
付
に
す
る
と
い
う
事

項
が
、
本
来
法
律
事
項
な
の
か
命
令
事
項
な
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い

て
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
命
令
事
項
で
あ
る
も

の
に
対
し
て
国
会
の
承
認
を
要
件
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
質
問

の
よ
う
な
見
解
は
成
り
立
つ
が
、
逆
に
、
本
来
法
律
事
項
を
命
令
に
委

ね
つ
つ
国
会
に
よ
る
承
認
と
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
に
と
ど
め
た

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
立
法
権
の
形
骸
化
を
意
味
す
る
か
ら
で

あ
る
o

た
だ
、
本
来
い
ず
れ
の
事
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
と

Q 

い
う
こ
と
を
決
め
る
の
が
相
当
困
難
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

政
令
事
項
、
省
令
事
項
あ
る
い
は
通
知
事
項
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ

の
境
界
線
が
不
明
確
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
が
、
あ
る
事
項
が

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
と
い
う
判
断
基
準
は
何
か
。

A 

そ
れ
は
事
の
軽
重
お
よ
び
従
来
の
立
法
例
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ、っ。

Q 

あ
り
得
る
議
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、
九

割
給
付
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
政
治
的
妥
協
が
で
き
て
い
る
が
八
割
給

付
に
つ
い
て
は
妥
協
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再

度
国
会
で
議
論
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
も
あ
り
得
る
と
恩
う
。
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つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
再
度
国
会
で
計
る
べ
き
事
項
を
、
国
会
の
承
認

A 
を
条
件
に
し
つ
つ
命
令
で
規
定
す
る
と
い
う
方
法
は
、
あ
る
意
味
で
は

議
会
の
無
責
任
化
を
生
み
出
す
も
の
で
好
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
議
論

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
見
解
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
私
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
健
保
法
改
正
に
お
い
て
は
、
法
律
の
本
則
で

八
割
給
付
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
合
意
が
あ
り
、
附
則
で
経
過
措
置

と
し
て
九
割
給
付
と
さ
れ
て
い
る
の
を
い
つ
の
時
点
で
解
除
す
る
か
、

を
国
会
の
手
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
御
質
問
の
よ
う
な

意
味
で
国
会
が
責
任
放
棄
を
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
と

回九

γ
つ。
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Q 

与
野
党
折
衝
に
際
し
て
は
、
厚
生
省
に
対
し
て
い
か
な
る
相
談
を
省

内
の
ど
の
ク
ラ
ス
の
人
と
行
な
う
の
か
。
ま
た
、
そ
の
際
自
民
党
の
窓

口
は
政
調
会
の
社
会
部
会
長
な
の
か
あ
る
い
は
そ
の
他
例
え
ば
国
会
対

策
委
員
会
の
委
員
長
な
の
か
。

A 

与
野
党
折
衝
の
際
に
は
、
厚
生
省
側
の
判
断
権
者
は
第
一
次
的
に
は

局
長
で
あ
ろ
う
が
、
事
の
軽
重
に
よ
り
大
臣
に
も
十
分
相
談
し
た
も
の

も
あ
る
。
た
だ
、
常
に
局
長
が
前
面
に
出
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば

法
案
の
修
正
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
接
触
は
課
長
ク
ラ
ス
が
行
っ
て
お

り
、
し
か
も
相
当
程
度
実
質
的
に
修
正
に
関
与
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
の
修
正
問
題
は
、
実
務
上
の
専
門
技
術
的
な
事
項
と
も
相
当
関

係
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
国
会
で
は
基
本
的
な
修
正
の
考
え
方
は
決
め

得
て
も
、
そ
れ
以
上
実
務
的
な
こ
と
は
手
に
余
る
か
ら
で
あ
る
。
附
帯

決
議
に
関
与
す
る
の
は
課
長
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
ま
た
修
正
に
つ
い
て
は

基
本
的
に
は
局
長
の
判
断
に
よ
る
。

他
方
、
自
民
党
の
窓
口
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
に
は
社
会
部
会
長
で

あ
る
が
、
今
回
は
大
規
模
な
改
正
で
あ
っ
た
た
め
、
厚
相
経
験
者
で
あ

り
、
長
く
社
労
委
関
係
の
行
政
に
関
与
し
て
き
た
主
要
議
員
が
前
面
に

出
て
い
た
。

国
会
対
策
委
員
会
は
、
基
本
的
に
は
審
議
日
程
の
調
整
、
全
体
的
な

政
局
の
運
営
と
の
調
整
を
行
な
っ
て
い
た
。

Q 

今
回
の
健
保
法
改
正
の
立
法
過
程
は
官
僚
主
導
型
か
政
党
主
導
型
か
。

両
方
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
今
回
の
健
保
法
改
正
は

そ
の
内
容
が
極
め
て
重
大
で
あ
っ
た
た
め
、
概
算
要
求
の
時
点
か
ら
厚

生
省
は
党
例
と
深
く
接
触
し
て
い
た
。
こ
の
接
触
の
段
階
で
党
側
が
改
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A 
正
案
に
反
対
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
れ
ば
厚
生
省
側
と
し
て
は
改
正

案
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
自

民
党
の
影
響
力
は
相
当
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
影
響
力
は
基
本
的
な
骨
格
部
分
に
限
ら
れ
て

い
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
障
制
度
と
い
う
も
の
は
二
つ
の
特
性
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を
有
し
て
い
る
。
①
制
度
設
計
を
す
る
際
に
は
所
与
の
条
件
l
例
え
ば

人
口
の
高
齢
化
、
医
療
費
負
担
の
増
大
、
国
家
財
政
の
逼
迫
な
ど
!
と

し
て
動
か
し
得
な
い
も
の
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
い
わ
ば
前
提
条
件
を

否
定
す
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
は
、
た
と
え
党
側
の
意
向
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
成
り
立
ち
得
な
い
。
②
ま
た
、
社
会
保
障
制
度
は
相
当
に

専
門
技
術
的
な
側
面
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
官
僚
主
導

型
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
大
き
な
潮
流
l
所
与
の
条
件
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ー
に

対
し
て
は
党
側
と
し
て
も
逆
ら
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
で

の
基
本
的
選
択
に
つ
い
て
は
党
側
も
相
当
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
持
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
本
的
選
択
に
沿
っ
て
政
策
の
具
体
的
内
符

Q 
を
策
定
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
専
門
技
術
性
か
ら
官
僚
主
導
型

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。

今
回
の
改
正
案
の
特
色
で
あ
る
定
率
一
部
負
担
の
導
入
と
退
職
者
医

療
制
度
と
を
セ
ァ
ト
に
す
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
ど
の
よ
う
な
段

階
で
案
出
さ
れ
た
の
か
。

A 

こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
正
式
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
五
八
年
七

月
、
槻
算
要
求
の
基
本
方
針
を
取
り
ま
と
め
る
段
階
で
局
長
、
官
房
長
、

次
官
、
大
臣
と
い
っ
た
ク
ラ
ス
で
の
協
議
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
至
る
ま
で
の
問
、
事
務
レ
ベ
ル
で
は
、
い
か
に
す
れ
ば
厚
生
省

予
算
を
シ
!
リ
ン
グ
内
に
納
め
、
か
つ
、
中
長
期
的
な
医
療
保
険
制
度

の
安
定
を
図
り
得
る
か
に
つ
い
て
か
な
り
早
期
か
ら
検
討
し
て
い
た
。

Q 

国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
前
の
段
階
に
お
け
る
厚
生
省
と
党
側
と
の

折
衝
過
程
で
、
諸
々
の
政
治
的
判
断
に
基
づ
い
て
修
正
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
う
が
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
に
し
て
厚
生
省

は
代
替
案
を
探
る
の
か
。

A 

そ
も
そ
も
厚
生
省
側
と
し
て
も
「
落
と
し
玉
」
と
い
う
も
の
を
考
え

て
い
る
。
例
え
ば
、

一
部
薬
剤
の
適
用
除
外
あ
る
い
は
高
額
所
得
者
の

保
険
適
用
の
見
直
し
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
と
し
て

は
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
最
終
的
に
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
は
必

ず
し
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q 

「
落
と
し
玉
」
を
決
め
る
際
に
は
、
政
治
の
場
で
何
ら
か
の
修
正
が

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
政
治
家
の
存
在
理
由
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

ぅ
、
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
の
か
。

A 

今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
の
場
合
、
党
四
役
裁
定
が
出
る
ま
で
は
、

厚
生
省
と
し
て
も
厚
生
省
案
が
政
府
案
と
し
て
決
定
さ
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
確
信
が
持
て
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
に
五
九
年
度
予
算
の
組
み
ょ
う
が
な
か
っ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
治
の
力
に
は
強
い
も
の
が
あ
っ

た
、
と
い
え
よ
う
。
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Q 

自
民
党
四
役
裁
定
と
い
う
の
は
純
粋
に
党
側
の
発
想
に
よ
る
も
の
か
。

厚
生
省
や
大
蔵
省
も
行
政
の
立
場
か
ら
か
な
り
根
回
し
を
行
っ
て
い

A Q 
た
が
、
最
終
的
な
判
断
は
党
主
導
型
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

今
回
の
改
正
と
第
二
次
臨
調
と
の
関
係
に
つ
い
て
お
何
い
し
た
い
。

長
期
的
に
考
え
れ
ば
医
療
保
険
制
度
改
革
が
財
政
再
建
の
大
き
な
鍵
で

あ
る
こ
と
は
数
年
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
う
が
、
臨
調
に
は
制

A 
度
改
革
の
長
期
的
な
構
想
が
出
さ
れ
て
い
た
の
か
。

臨
調
が
具
体
的
な
構
想
を
ど
の
程
度
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
承

知
し
て
い
な
い
が
、
臨
調
は
具
体
的
な
改
革
構
想
を
考
え
る
立
場
に
な

く
、
ま
た
、
ス
タ
y

フ
の
面
で
も
そ
れ
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。
た
だ
、
次
の
こ
と
だ
け
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
医
療
保

険
制
度
の
選
択
肢
と
し
て
は
、
赤
字
国
債
を
発
行
し
続
け
て
国
庫
負
担

に
依
存
す
る
、
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
臨
調
の
中
で
「
活
力
あ
る
社
会
」
(
逆
か
ら
い
え

ば
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
)
と
い
う
方
向
づ

け
は
合
意
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
今
回
の
健
保
法
等
の
改
正
が
こ

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

の
方
向
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

Q 

国
庫
補
助
の
増
加
に
よ
り
医
療
保
険
制
度
を
支
え
て
行
く
べ
き
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
内
で
も
確
定
し
た
見
解
は
な
か
っ
た
と
思
う

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
回
の
改
正
に
お
い
て
国
庫
補
助
へ
の
依
存
の

A 
軽
減
と
い
う
選
択
肢
が
厚
生
省
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
所
与
の
条
件
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
現
下
の
国
家
財
政
状
況
で

は
、
長
期
的
に
み
て
国
庫
負
担
の
拡
大
は
期
待
で
き
ず
、
こ
の
ま
ま
国

庫
に
依
存
し
続
け
れ
ば
制
度
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
す
ら
困
難
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
現
れ

が
シ

l
リ
ン
グ
で
あ
り
、
直
接
に
は
厚
生
省
予
算
を
い
か
に
シ
1

リ
ン

グ
の
枠
内
に
収
め
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

Q 

社
会
保
険
審
議
会
と
社
会
保
障
制
度
審
議
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な

る
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
議
会
が
今
回
の

改
革
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
か
。

社
会
保
険
審
議
会
(
社
保
審
)
は
、
本
来
は
政
管
健
保
の
運
営
に
関

す
る
専
門
審
議
会
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
社
会
保
障
制
度
審
議
会
(
制

度
審
)
は
、
健
保
、
国
保
を
含
め
た
社
会
保
障
制
度
全
体
の
総
合
的
な

A 
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
行
う
た
め
の
上
級
の
審
議
会
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現

実
に
は
、
社
保
審
も
健
保
制
度
の
。
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
た
め
の
審
議
会
と

し
て
機
能
し
て
お
り
、
両
審
議
会
の
問
の
絶
対
的
な
差
異
は
、
社
保
審

で
は
国
保
に
つ
い
て
の
審
議
権
限
が
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い

司ゐ。
ま
た
、
今
回
の
改
革
に
お
い
て
両
審
議
会
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
い
え
ば
、
今
回
の
厚
生
省
改
正
案
は
従
来
の
再
審
議
会
の
答
由
・
を
ふ
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ま
え
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
今
回
の
改
正
に
お

い
て
両
審
議
会
が
果
た
し
た
役
割
に
は
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
議
会
の
答
申
に
お
い
て
は
各
側
委
員
の
意
見
を

併
記
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
各
側
委
員
の
主
張

の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
法
案
の
修
正
等
の
形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
窺
え
る
の
マ
あ
る
。

Q 

比
較
的
大
き
な
法
律
改
正
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て

そ
の
他
関
連
法
規
の
改
正
も
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
改
正
の
必
要
な
関
連
法
規
を
検
索
す
る
た
め
に
ど
の

よ
う
な
手
段
が
用
い
ら
れ
る
の
か
。

A 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
「
法
令
協
議
」
と
い
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在

す
る
。
法
律
な
い
し
政
令
の
作
成
に
は
閣
議
決
定
が
必
要
で
あ
る
が
、

閣
議
決
定
に
至
る
前
段
階
と
し
て
、
各
省
庁
に
法
案
を
一
示
し
、
法
案
の

内
容
を
協
議
し
、
各
省
庁
が
当
該
法
案
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
、
と

い
う
シ
ス
テ
ム
が
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏

む
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
案
に
関
係
す
る
法
律
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
ま

た
、
こ
れ
に
関
す
る
政
府
全
体
の
意
見
の
調
整
が
図
ら
れ
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
こ
の
「
法
令
協
議
」
と
い
う
手
続
は
内
閣
一
体
性
の
原
則
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
「
法
令
協
議
」
に
臨

む
前
に
な
る
べ
く
欠
落
点
の
な
い
よ
う
な
法
案
を
作
成
す
る
の
が
望
ま

し
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

な
お
、
法
制
面
で
の
最
終
的
な
チ
エ

y

ク
は
内
閣
法
制
局
が
行
う
わ

け
で
あ
る
が
、
法
制
面
で
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
局
面
で
事
務
次
官
会
議

が
異
議
を
は
さ
む
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

Q 

今
回
の
健
保
法
改
正
の
場
合
、
内
閣
同
法
制
局
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
過

程
で
実
質
的
な
修
正
は
な
さ
れ
た
か
。

A 

細
目
に
お
い
て
は
相
当
修
正
が
な
さ
れ
た
が
骨
格
部
分
に
つ
い
て
修

正
さ
れ
た
点
は
な
い
。
た
だ
、
健
保
法
等
改
正
法
案
は
予
算
関
連
法
案

で
あ
る
た
め
、
厚
生
省
は
、
政
府
予
算
案
が
決
定
さ
れ
る
前
(
つ
ま
り

年
末
)
に
、
法
案
の
骨
子
を
内
閣
法
制
局
と
相
談
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
骨
格
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
事
前
に
内
問
法
制
局
の
チ
ェ
ッ

ク
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

Q 

今
回
の
健
保
法
等
改
正
に
あ
た
っ
て
日
本
医
師
会
が
負
け
た
原
因
は

何
か
。

A 

か
つ
て
多
大
な
政
治
力
を
有
し
て
い
た
武
見
会
長
が
去
っ
た
こ
と
も

一
因
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
回
の
改
正
は
、
所
与
の
条
件
、
つ
ま
り

財
政
再
建
お
よ
び
人
口
の
高
齢
化
と
い
う
条
件
に
対
処
す
る
た
め
の
不

可
避
的
な
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。

更
に
、

一
割
負
担
を
導
入
す
る
と
い
っ
て
も
、
高
額
療
養
費
制
度
の
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適
用
に
よ
り
患
者
負
担
は
一
ヶ
月
五
万
一
千
円
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う

制
度
的
裏
付
け
が
あ
り
、
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
、
特
に
新
聞
の
社
説
等
の

論
調
は
基
本
的
に
は
改
革
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
、
そ
も
そ

も
医
療
の
現
状
に
対
す
る
批
判
が
潜
在
的
に
大
き
な
推
進
力
に
な
っ
て

い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q 

厚
生
省
は
一
九
七
二
年
に
長
期
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
い
た
医
療
基
本

法
案
i
結
局
廃
案
に
な
っ
た
ー
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
の
健

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

保
法
壮
一
寸
の
改
正
は
、
そ
の
後
の
厚
生
省
に
よ
る
長
期
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
探

・
求
の
成
果
な
の
か
。
あ
る
い
は
臨
調
路
線
や
シ

l
リ
ン
グ
と
い
っ
た
外

在
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
り
今
回
の
改
正
は
成
立
し
た
の
か
。

A

医
療
保
険
制
度
の
改
革
問
題
は
、
既
に
昭
和
四

0
年
代
か
ら
、
抜
本

的
対
策
が
必
要
な
問
題
と
し
て
、
厚
生
省
内
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
昭
和
四

O
年
に
は
厚
生
省
は
改
正
法
案
要
綱
と
い
う
も
の
を

宝
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
既
に
薬
剤
費
の
一
部
負
担
導

入
と
い
っ
た
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
諸
々

の
関
係
団
体
1
例
え
ば
、
健
保
連
、
総
評
、
日
医
、
日
経
連
等
ー
に
よ

り
、
あ
る
べ
き
医
療
保
険
制
度
像
が
議
論
さ
れ
、
昭
和
四
四
年
に
は
自

民
党
も
国
民
医
療
対
策
大
綱
な
る
も
の
を
発
表
し
て
い
る
。
厚
生
省
も

そ
の
間
何
度
か
要
綱
案
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
制
度
審
も
昭
和
四

六
年
九
月
に
「
医
療
保
険
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
」
と
い
う
答
申
を
出

し
て
い
る
。
こ
の
答
申
に
お
い
て
は
被
用
者
保
険
の
本
人
・
家
族
問
の

給
付
格
差
の
是
正
と
い
っ
た
こ
と
も
謡
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
の

答
申
が
社
保
審
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
五
二
年
に

は
厚
生
省
が
「
医
療
保
険
制
度
改
革
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
と

い
う
も
の
を
公
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
人
・
家
族
聞
の
給
付
格

差
の
是
正
、
一
部
負
担
導
入
、
制
度
問
格
差
の
是
正
、
退
職
者
継
続
給

付
の
検
討
と
い
っ
た
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
今
回
の
改
革
案
の
内
容
自
体
に
つ
い
て
は
既
に
多
様
な
蓄
積

が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
所
与
の
条
件
お
よ
び
臨
調
答
申
が
原

動
力
と
し
て
加
え
ら
れ
、
最
終
的
に
は
従
来
の
改
革
案
の
蓄
積
の
う
ち

必
要
な
部
分
が
集
大
成
さ
れ
た
も
の
が
今
回
の
健
保
法
等
改
正
案
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
、
っ
。

Q 

高
額
所
得
者
の
適
用
除
外
は
「
落
と
し
玉
」
で
あ
っ
た
の
か
。

当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
狙
い
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、

A 

一
月
の
囚

役
裁
定
に
至
る
ま
で
の
聞
の
関
係
者
の
反
応
を
踏
ま
え
、
か
な
り
早
い

時
期
に
立
法
化
を
断
念
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
は
そ
う
考
え

て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
医
療
保
険
制
度
と
い
う
も
の

は
持
て
る
者
と
持
た
ざ
る
者
と
の
連
帯
と
い
う
こ
と
が
基
本
理
念
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
高
額
所
得
者
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
は
こ
の
理

念
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
我
が
国
で
は
、
民
間
保
険
が
公
的

北法36(3・455)1119 



ギ}

な
医
療
保
険
制
度
の
代
替
機
能
を
果
た
し
得
る
程
に
は
成
熟
し
て
い
な

い
と
い
っ
た
事
情
も
背
景
に
は
あ
っ
た
。

資

な
お
、
こ
の
代
替
措
置
と
し
て
、
保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準

報
酬
の
上
限
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
(
四
七
万
円
↓
七
一
万
円
)
。

Q 

組
合
健
保
の
附
加
給
付
の
否
認
も
「
落
と
し
玉
」
だ
っ
た
の
か
。

そ
の
点
は
相
当
微
妙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
附
加
給
付
を
否
認
す
る

こ
と
へ
の
賛
成
論
も
相
当
強
か
っ
た
。
給
付
の
公
平
と
い
う
見
地
か
ら

は
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
考
え
方
で
あ
り
、
健

A 
保
組
合
内
部
で
も
財
政
カ
の
弱
い
組
合
は
否
認
を
望
ん
で
い
た
よ
う
で

あ
る
。し

か
し
、
附
加
給
付
は
健
保
組
合
の
存
在
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
ま

た
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
実
質
的
に
十
割
給
付
の
途
を
残
す
と
い
う

意
味
で
医
師
会
へ
の
配
慮
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
行
の
ま
ま

と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

Q 

附
加
給
付
否
認
論
の
実
質
的
理
由
は
何
か
。
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る
議

論
と
し
て
は
、
財
源
の
登
か
な
健
保
組
合
が
附
加
給
付
を
行
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
各
健
保
組
合
の
独
立
し
た
運
営
方
法
上
の
判
断
に
関
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
が
政
策
的
に
干
渉
す
る
必
要
の
な
い
事
項
で

あ
る
、
と
も
い
い
得
る
と
思
う
が
。

A 

医
療
保
険
制
度
が
公
的
制
度
で
あ
り
、
社
会
的
連
帯
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
以
上
、
持
て
る
者
は
独
自
の
方
法
で
保
険
給
付
を
行
え
ば
よ
い
、

と
い
う
考
え
は
、
医
療
保
険
制
度
本
来
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
そ
の
よ
う
な
議
論
は
、
極
論
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
社
会
保
険
制

度
は
不
要
で
あ
り
、
民
間
の
任
意
保
険
と
生
活
保
護
制
度
の
み
存
在
す

れ
ば
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
至
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
主

張
が
採
用
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

付
記

本
稿
は
、
昭
和
五
九
年
十
一
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
北
大
立
法
過

程
研
究
会
で
な
さ
れ
た
報
告
の
テ

l
プ
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
加
筆
し
、
訂

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
録
音
テ

l
プ
の
再
生
に
あ
た
っ
て
、

北
大
大
学
院
法
学
研
究
科
院
生
渡
辺
賢
君
の
協
力
を
え
た
。

北法36(3・456)1120 
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料

1
V

医

療

保

険

改

革

の

経

緯

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

年
59 58 

4 4 2 2 2 2 I B 7 月

5 3 25 24 23 22 25 19 25 12 日

. . . . . . . . . . . 
衆議 改正 社会 社会( 療医 和昭 民自 (以 和昭 和昭

室、の 制 El 役 年度年度

議会国ー ま度改予算 にま厚予
に 部改 会で よで生算
おに 、、正政る予省概

い提正会改社言険 に府裁備予算
て出法、革案 つ原定的算要
に、。案改 い案(に要求

お改正 、革案 に て閣本、求枠
い 閣 つ審議 、議入社決( 内
て法案 議にい 社決負会定シ

決定って会保会定担保 。 l
改の い答申。 4 f~ の険 リ
案正法 趣 0 て 回喜 2 審 ン

説明旨 答申 段讃会 グ

皇棒量 社室降制度? 議及会 飽階実岡6 ) 昭

理328 社会5語E 祉主ぴ i ・、 任i制度審J 議定決
に 副7 障制皮審 給食

付託 審議 議会
喜給 望2 

，合宮孟T・

。

詔
問 除外 審議回

見
送
り

jヒi去36(3・457)1121 
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1
 

6 

21 

6 

28 

7 7 7 7 7 7 7 7 

13 

7 

16 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議
開
始
。

19 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
2
回
目
)

-
衆
波
院
社
会
労
働
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
「
ん
7

後
の
医
療
政
策
の
基
本
的
方
向
(
厚
生
省
試
案
)
|
幻
枇
紀
を
め
さ
し

て
」
を
発
衣
。

9 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
参
考
人
質
疑
。

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
討
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
3
回
目
)

l
与
野
党
の
審
議
一
巡
。

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
4
回
目
)

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
5
回
目
)

-
自
民
党
、
第
一
次
修
正
案
を
野
党
(
社
会
・
公
明
・
民
社
)
に
提
示
。

3 

-
自
民
党
、
第
二
次
修
正
案
を
野
党
(
社
会
・
公
明
・
民
社
)
に
提
示
。

4 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
、
東
京
及
び
大
阪
に
お
い
て
公
聴
会
開
催
。

-
自
民
党
、
附
帯
決
議
事
項
案
を
野
党
(
社
会
・
公
明
・
民
社
)
に
提
示
。

5 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
6
回
目
)

6 

-
今
後
の
国
会
運
営
に
つ
い
て
与
野
党
幹
事
長
・
書
記
長
会
談
開
催
。

9 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
、
連
合
審
査
会
(
大
蔵
、
地
行
、
連
輸
)
実
施
。

10 

-
自
民
党
、
第
三
次
修
正
案
を
野
党
に
提
示
。

12 

-
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
を
一
部
修
正
の
上
採
決
。

-
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
法
案
を
修
正
可
決
。
参
議
院
に
送
付
。

-
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
法
案
の
趣
旨
説
明
。
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
。

北法36 (3・458) 1122 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程
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8 

1 

8 

3 

8 8 8 

17 24 4 6 7 

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
の
提
案
理
由
説
明
。

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
1
回
目
)

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
2
回
目
)

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
参
考
人
質
疑
。

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
、
公
聴
会
開
催
。

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
に
対
す
る
審
議

(
3
回
目
)

-
社
会
、
公
明
、
民
社
三
党
、
改
正
法
案
に
対
す
る
統
一
見
解
提
示
。

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
、
連
合
審
査
会
(
大
蔵
、
地
行
、
運
輸
)
実
施
。

-
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
改
正
法
案
を
一
部
修
正
の
上
採
決
。

-
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
法
案
を
修
正
可
決
。
衆
議
院
に
回
付
。

-
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
法
案
の
回
付
案
を
同
意
可
決
。
改
正
法
案
、
成
立
。

jヒj去36(3・459)1123 



〈資料2> 

(単位:億円)

昭和35年度 40 45 50 55 56 57 58 59 

国 民 医 f奈 費 4，095 11 ，224 24，962 64，779 119，805 128，709 138，659 145，100 148，800 

うち 全額自費診療分 214 189 645 1，726 2，492 2.528 2，678 

公費(国・地方) 804 2，911 6.901 21，709 42，545 45，540 49，353 

内訳 {呆 険 *4 2，063 6，001 13，241 34，636 63，722 68.897 74，376 

患者負担等 1，229 2，312 4，820 8，435 13，538 14，271 14，929 

1人当り医療費(千円)) 4.4 11.4 24.1 57.9 102.3 109.2 116.8 121.5 123.7 

医療費に対する国庫負担 642 2，478 6，031 18，725 36，464 38，996 42，146 43，100 39，900 

国民医療費の動向

(単位:%) 

医療費の対前年度比 13.0 19.5 20.1 20.4 9.4 7.4 7.7 4.6 2.5 

国民所得の対前年度比 20.4 13.8 19.7 9.9 8.4 4.4 4.3 5.3 6.4 

医療費の対国民所得比 3.09 4.22 4.10 5.26 6.17 6.34 6.55 6.51 6.27 

全額医自療費診'夜療中分にの占める割合 5.2 1.7 2.6 2.7 2.1 2.0 1.9 . 
1!iI/<Il負mの

15.7 22.1 24.2 28.9 30.4 30.3 30.4 29.7 26.8 医療費中に占める割合

医療費 公 費 19.6 25.9 27.7 33.5 35.5 35.4 35.7 

IJ) i呆 険 料 50.4 53.5 53.0 53.5 53.2 53.5 53.6 

権成比 患者負担等 30.0 20.6 19.3 13.0 11.3 11.1 10.8 

一一 」

率)(諸

E荷

告山十

(i主) 1. r国民医療費」は、 35年度から57年度までは厚生省大臣室ー房統計情報部「悶民医療費」、58年度ー及び59年度は予算に基づいて推計した額である。
2. r国民所得」は、57年度までは経済企画庁調べ、58年度及び59年度は「昭和59年度の経済見通しと経済運営の基本的態度J(2月8日閣議決定)による。
3.人口は、 57年度までは総理府統計局発表による10月1日人口、 58年度及び59年度li2.と同じ。
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置
き

gh判
請
溺
菊
畑
が
時
批
判
四
片
岡
3
M
H，h
門
出
諮

年齢階級別一人当たり一般診療費の推移

昭和45年度 50 52 53 54 55 56 57 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

A. 65 歳以上 50.7 175.0 219.0 251.7 283.0 309.9 334.9 359.6 

% % ヲる % % 

(対前年伸び率) (14.9) (12.4) (9.5) (8.1) (7.3) 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

B. 65 歳未満 19.5 42.3 53.7 60.8 64.1 67.9 70.8 74.8 

% % % % % 

(対前年伸び率) (13.2) (5.4) (5.9) (4.3) (5.6) 

A/B 2.5 4.1 4.1 4.1 4.4 4.6 4.7 4.8 

」一一」一」ーー一一 L一一一一
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「国民医療費J(J手生省大臣官房統計情報部)によるw二)



〈資料4) 

老人人口割合の推移及び将来予測

昭和 15年
( 71，933千人)

昭和 35年
( 94，302千人)

昭和 45年
(104，665千人)

昭和 55年
(116，916千人)

昭和 75年
(128，119千人)

昭和 85年
(130，276千人)

昭和 95年
(128，115千人)

昭和 120年
(121，800千人)

昭和 140年
(119，029千人)

昭和 155年
(118，495千人)

O 歳~14歳 15歳-64歳

(59.2%) 

(64.1 %) 

(68.9%) 

(67.4%¥ 

(66.8%) 

(62.9%) 

(61.5%) 

(59.8%) 

(61.0%) 

(62.0%) 

資料

65歳以上

(4.7%) 

(5.7%) 

(7.1%) 

(9.0%) 

北法36 (3・462) 1126 



〈
資
料
5
〉

昭
和
印
年
度
の
概
算
要
求
に
つ
い
て

(
町
議
了
れ
)

7 

我
が
国
の
将
来
の
基
盤
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
、
行
財
政
改
革
を
強
力
に
推
進
し
、
速
や
か
に
財
政
の
対
応
力
の
回
復
を
図
る
こ
と
は
、
今
日
、
最
も

緊
急
か
つ
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
り
、
従
来
よ
り
、
歳
出
の
節
減
合
理
化
を
中
心
と
し
て
、
着
実
な
行
財
政
改
革
の
推
進
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
が
国
の
財
政
事
情
に
は
、
公
債
の
発
行
残
高
が
既
に
削
兆
円
を
超
え
て
い
る
な
ど
異
例
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
今
後
と
も
引
き
続
き
行
財
政
改
革
を
進

め
、
も
っ
て
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
と
公
債
依
存
度
の
引
下
げ
に
最
大
限
の
努
力
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

こ
の
た
め
、
ま
ず
、
歳
出
面
に
お
い
て
、
行
財
政
の
守
備
範
囲
を
見
直
す
見
地
か
ら
既
存
の
制
度
・
施
策
に
つ
い
て
も
改
革
を
行
う
な
ど
更
に
徹
底
し
た
節

減
合
理
化
に
格
段
の
努
力
を
す
る
と
と
も
に
、
税
外
収
入
等
歳
入
面
に
お
い
て
も
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
、
当
面
、
昭
和
田
年
度
予
算
の
執
行
に
当
た
り
、
行
政
経
費
等
既
定
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
を
留
保
す
る
と
と
も
に
、

昭
和
田
年
度
の
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
は
、
各
省
庁
は
、
所
管
の
予
算
を
根
底
か
ら
厳
し
く
洗
い
直
し
、
歳
出
内
容
の
合
理
化
、
効
率
を
図
る
も
の
と
し
、
下

記
に
よ
り
要
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。

記

(1) 

昭
和
田
年
度
概
算
要
求
額
に
つ
い
て
は
、
各
所
管
に
き
、
昭
和
田
年
度
予
算
に
お
け
る
経
常
部
門
経
費
の
予
算
額
か
ら
叩
%
を
削
減
し
た
金
額
と
投

資
部
門
経
費
の
予
算
額
か
ら
5
%
を
削
減
し
た
金
額
と
の
合
計
額
の
範
囲
内
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。

(2) 

た
だ
し

北法36 (3・463) 1127 



キ↓

(イ)

人
件
費
に
係
る
義
務
的
経
費
の
増
及
び
各
種
年
金
に
つ
い
て
の
制
度
の
成
熟
化
に
伴
う
増
に
つ
い
て
は
、
上
記
川
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
政
府
開
発
援
助
に
必
要
な
経
費
、
石
油
税
財
源
の
「
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
」
へ
繰
入
れ
に
必
要

(ロ)

資

な
経
費
及
び
国
際
条
約
の
実
施
に
伴
い
必
要
と
さ
れ
る
既
国
庫
債
務
負
担
行
為
等
の
昭
和
臼
年
度
歳
出
化
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
も
、
極
力
上
記
金

額
の
限
度
内
で
要
求
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
部
分
を
生
じ
た
場
合
に
は
、

一
部
限
度
を
超
え
て
要
求
す
る
こ
と
も

や
む
を
得
な
い
も
の
と
す
る
。

同
な
お
、
上
記
凶
の
事
項
の
経
費
、
補
充
費
途
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
経
費
等
及
び
予
備
費
の
昭
和
問
年
度
予
算
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て

は
、
上
記
川
の
計
算
上
、
削
減
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
も
の
と
す
る
。

凶
ま
た
、
上
記
に
よ
る
金
額
が
昭
和
田
年
度
予
算
額
を
下
回
る
所
管
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
下
回
る
金
額
の

2
分
の

1
相
当
額
を
こ
れ
に
加
算
す
る
こ
と

も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
す
る
。

む的

国
家
公
務
員
の
定
年
に
よ
る
退
職
の
制
度
の
実
施
(
昭
和
田
年
3
月
白
日
施
行
)
に
伴
う
退
職
手
当
の
増
等
に
つ
い
て
は
、
上
記
に
よ
る
金
額
に

加
算
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
・
各
省
庁
に
お
い
て
は
、
土
記
の
金
額
の
範
囲
内
で
、
概
算
要
求
の
積
算
を
適
正
に
行
う
と
と
も
に
、
各
種
施
策
に
つ
い
て
臨
時
行
政
調
査
会
に
よ
る
改
革

方
策
の
着
実
な
実
施
を
図
る
な
ど
、
法
律
改
正
を
要
す
る
も
の
を
含
め
制
度
の
徹
底
的
な
見
直
し
、
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
を
行
い
、
経
費
の
節
減
合
理

化
措
置
を
積
極
的
に
織
り
込
む
こ
と
と
し
、

川
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
基
準
に
よ
り
、
徹
底
的
な
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
引
き
続
き
積
極
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

間
ま
た
、
行
政
の
簡
素
・
効
率
化
を
一
一
層
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
引
き
続
き
一
般
行
政
経
費
の
抑
制
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
定
員
及
ぴ
機
構
の
要
求
は

厳
し
く
抑
制
す
る
。
な
お
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
数
の
増
加
を
伴
う
施
策
に
つ
い
て
も
、
厳
に
こ
れ
を
抑
制
す
る
。

(3) 

努
め
る。

公
共
料
金
等
に
つ
い
て
は
、
公
共
企
業
体
等
の
経
営
の
徹
底
し
た
合
理
化
を
進
め
つ
つ
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
り
、
公
正
な
費
用
負
担
の
確
保

北法36(3・464)1128 



3

予
算
編
成
作
業
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
概
算
要
求
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

8
月
末
日
の
期
限
を
厳
守
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
こ
の
期
限
後
に
追
加
要
求
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
既
要
求
額
と
の
合
計
額
を
上
記

1
の
限
度
額
の

範
囲
内
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。

別
紙
)

補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て

補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
は
昭
和
田
年

5
月
倒
的
臼
閣
議
決
定
「
臨
時
行
政
調
査
会
の
最
終
答
申
後
に
お
け
る
行
政
改
革
の
具
体
化
方
策
に
つ
い
て
」

に
従
い
、
そ
の
所
管
補
助
金
等
を
徹
底
的
に
見
直
し
、
次
の
基
準
に
よ
り
昭
和
田
年
度
の
概
算
要
求
に
織
り
込
む
も
の
と
す
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

1
・
補
助
金
等
の
う
ち
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
改
革
意
見
を
踏
ま
え
、
個
別
に
検
討
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
整
理
合
理
化
に
努
め
る
。

2
・
そ
の
他
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
昭
和
同
年

8
月
刊
ω
日
関
議
決
定
「
行
財
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
基
本
方
針
」
第

1
・
1
・
凶
・
イ
に
準
じ
、
生
活
保

護
費
等
を
除
き
、
原
則
と
し
て
そ
の
一
割
を
削
減
す
る
こ
と
と
し
、
各
省
庁
ご
と
に
総
枠
を
設
定
す
る
。

各
省
庁
は
、
新
規
補
助
金
等
を
含
め
、
総
枠
の
範
囲
内
で
昭
和
田
年
度
の
概
算
要
求
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
新
規
補
助
金
等
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
が
、
真
に
や
む
を
得
ず
補
助
金
等
を
新
設
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
見
合
い

に
既
定
の
補
助
金
等
を
整
理
し
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ピ
ル
ド
原
則
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
整
理
合
理
化
を
進
め
る
に
当
た
り

③ 

既
に
そ
の
目
的
を
達
し
、
あ
る
い
は
社
会
的
経
済
的
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
た
も
の

@ 

補
助
効
果
が
乏
し
い
も
の
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料資

の

受
益
者
負
担
、
融
資
な
ど
他
の
措
置
に
よ
る
こ
と
が
可
能
な
も
の

@ 

既
に
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て
向
化
、
定
着
又
は
定
型
化
し
て
い
る
事
務
に
係
る
も
の

⑧ 

零
細
補
助
金

等
の
整
理
を
進
め
る
と
と
も
に
、
緊
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
一
時
停
止
・
補
助
率
の
引
下
げ
、
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化
、
終
期
設
定
等
の
合
理
化
を
図

る
こ
と
と
す
る
。

北法36(3・466)1130 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

(資料6)

臨調第一次、第三次及び第五次答申(抜粋)

行政改革に関する 行政改革に関する
第1次答申 第3次答申

一基本答申ー
(S 56. 7.10) (S57.7.30) 

1 .医療費の適 (ア) 医療費の適正化

正化 年々 急、1普する医

療費については、

総額を抑制し、医

療資源の効率的利

用を図るため、以

下の措置をとる。

(1) 薬価 ②毎年、薬価調査

を行い、薬価基準 ア.医療費の適正化

を見直すとともに、 医療費支払方式

その算定方式の改 の改革、医薬品の

善を図る。 実勢価絡の的確な

把握とその薬価基

準への反映等第1

次答申の趣旨に沿

った医療費適正化

対策を一層推進し、

北法36(3・467)1131 

行政改革に関する
第5次答申
一最終答申ー
(S58. 3.14) 

- 国民健康保険を

始め医療保険制度

の運営の安定化を

図るためには、基

本的には、年々培

加する医療費総額

を抑制することが

重要である。この

ため、既往答申を

通じ、医療費支払

方式の改革を始め

とする医療費適正

化対策の推進を強

調してきたところ

である。

以上のような国

民健康保険制度の

経営の安定化措置

及び医療費支払方

式の改革(例えば、

償還方式への移行

の検討等)、軽費な

医療の受益者負担

の強化等の医療費

適正化対策を講ず

る。



資料

医療費総額を抑制

(2) 診療報酬 ③現行医療費支払 する。

支払方式 方式の問題点を踏

まえ医療費適正化

のために有効な改

革案を検討し、早

急、な実施を図る。

(3) その他の 指導監査の強化 . 国民健康保険に
対策 等 おいても、レセプ

③ 医療費の不正 ト審査の改善強化、

請求及び乱診乱 医療費通知の充実

療を抑制するた 医療機関に対する

め、医療機関に 指導監査の強化等

医療費の金額等 の医療費適正化対

を明らかにした ;策を徹底する。

文書を患者に対

して発行させる。

また、レセプト

審査、医療機関

に対する指導監

査の強化、不正

-不当請求事案

についての厳正

な処分の実施を

図る。

④医療費の効率

化に資するため、

高額医療機器の

共同利用の促進

等の施策を積極

的に推進する。

z.医療保険制 イ‘医療保険制度の . 給付率の見直し
度 合理化 等医療保険制度の

(1) 国庫負担 (イ) 医療保険 合理化を図る。

①医療保険の国 . (国民健康保険
庫負担について について)中長期

は、定額国庫補 的には、経営単位

助の廃止等によ の広域化及び保険

りその削i威を図 者機能の強化と併

る。また、受益 せて、基準的医療

者負担の原則に 費に基づく定額補

北i去36(3・468)1132 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

かんがみ、高額 助方式の導入、補

医療費自己負担 助率の引下げ等の

限度の引上げ等 改革を図るo

を行う。 他の医療保険に

ついても、医療費

適正化対策を推進

するとともに、国

の補助はあくまで

補完的役割iにとど
まるべきであると

いう観点から、保

険財政を考慮しつ

つ、補助率の引下

げ、定額化等を図

る。

(2) 制度の在 ② 医療保険に対 (ア)医療保険の在り . (国民健康保険
り方 する事務費国庫 方として、高額な についても)軽費

@給付の 負担の保険料財 医療については適 な医療における受

在り方 源への切換えを 切に保護する一方、 主主者負担を強化す

図る。 軽費な医療につい る。

では受益者負担を 疾病の予防及び

求めるという方向 健康の保持・増進

で制度的改善を図 のための保健施設

る。 活動を一層推進す

また、本人、家 る。

族問の格差の問題

を含め給付率の見

直しを行う。

② 国民健 (注) (イ) 国民健康保険制 . 都道府県の主導
康保険制 ① 国民健康保険 度については、地 の下に保険者によ

度 については、土也 域医療保険として る高額医療費の再

域医療保険の性 の性格を踏まえ、 保険等の共同負担

格を持ち、かつ 広域化等保険制度 事業を実施する。

法律上都道府県 としての安定化を

がその健全な運 図る方向で改革を 国庫補助につい

営についで指導 行う。 て、保険者の経営

の責任を負うと また、国庫補助 努力を促すととも

ともに、医療費 制度の改善合理化 に、医療費総額の

の監査権限を有 を+食言すする。 抑制、保険料水準

していることに の不均衡の是正等

」ーー

北j去36(3・469)1133 
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かんがみ医療費 に資するよう次の

の適正化を図る ような改善を行う O

よから、給付費 ① 財政調皇室交付

の一部を都道府 金の国庫補助に

県が負担するこ 占める割合の引

とも制度上考え 下げ等により、

られるが、この 保険者間の財政

問題については、 調整機能を強化

なお財源問題も する。

あるので、この ②医療費節減の

点、を含め政府部 効果を上げた保

内において本年 険者に対しでは

末までに検討を 保健施設活動へ

加え結論をi与る。 の助成を強化す l

る等メリットシ

ステムを導入す

る。

③ 日雇労 (ウ)被用者保険制度

働者健康 の中には、日雇労

保険制度 働者健康保険制度

等対象が限定され、

財政的安定が期し

難いものがあるが、

その制度の在り方

を含め早急に検討

を加え、合理化を

図る。

④退職者 - 被用者保険の高

医療制度 歯告の加入者が退職|

した場合国民健康 l

f呆険に移行するこ l

とが多いことにか

んがみ、医療保険

制度相互の給付と|

負担の均衡に配慮

し、退職者医療制|

度の創設を図る。
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I.
医
療
費
友
び
医
療
保
険
制
度
に
関
す
る
中
長
期
の
展
望
と
対
応
の
方
向

1
・
経
済
成
長
の
鈍
化
と
こ
れ
を
上
回
る
医
療
費
増
嵩

川
医
療
費
は
、
疾
病
構
造
の
変
化
(
慢
性
病
の
増
加
)
、
人
口
の
高
齢
化
、
医
学
医
術
の
進
歩
等
に
よ
っ
て
、
長
期
的
傾
向
と
し
て
は
年
々

8
%程
度

は
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。

n
4
 

q
J
 

a告

〈
資
料
7
〉
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医
療
保
険
制
度
の
改
革
に
向
っ
て

ー

ω年
度
概
算
要
求
の
考
え
方

国
民
所
得
の
伸
び
は
、
年
6
1
7
%
程
度
に
と
ど
ま
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。

「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
が
続
く
限
り
、
国
庫
の
医
療
費
負
担
能
力
は
低
下
す
る
。

医
療
保
険
制
度
の
長
期
的
安
定
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の
対
応
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

〈
対
応
の
方
向
〉

2
.

で
述
べ
る
医
療
費
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
①
保
険
料
率
の
引
上
げ
か
、
②
患
者
負
担
の
増
加
(
給
付
率
の
引
下
げ

な
ど
)
か
、
③
増
税
に
よ
る
国
庫
負
担
能
力
の
増
大
か
、
④
医
療
の
質
・
量
へ
の
影
響
も
覚
悟
し
た
う
え
で
の
医
療
費
の
圧
縮
か
、
の
四
つ
の
選
択
肢

の
う
ち
か
ら
厳
し
い
選
択
を
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

(
注
)

従
来
は
高
い
経
済
成
長
に
支
え
ら
れ
て
、
保
険
料
及
び
国
庫
負
担
の
増
加
に
よ
り
増
嵩
す
る
医
療
費
を
賄
ぃ
、
か
つ
患
者
負
担
を
減
少
さ
せ

て
き
た
。

北j去36(3・471)1135 
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2
.
医
療
費
の
適
正
化

川
医
療
費
負
担
に
関
す
る
厳
し
い
選
択
を
し
て
い
く
過
程
で
、
医
療
費
の
増
嵩
に
対
す
る
国
民
の
関
心
は
高
ま
る
。
医
療
費
の
増
嵩
は
や
む
を
得
な
い

に
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
適
正
で
あ
り
、
ま
た
、
医
療
そ
の
も
の
が
効
率
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
国
民
の
納
得
を
得
ら
れ
な
い
。

こ
の
た
め
、
診
療
報
酬
の
合
理
化
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
医
療
の
不
正
や
医
療
費
の
不
正
請
求
へ
の
批
判
や
非
難
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
医
療
費
の

無
駄
や
過
剰
を
排
除
し
て
い
く
要
請
は
い
よ
い
よ
強
く
な
る
0

9
“
 
医
療
の
効
率
化
の
た
め
、
医
療
供
給
の
シ
ス
テ
ム
化
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
慢
性
病
時
代
に
即
応
し
た
プ
ラ
イ
マ
リ

l
・
ケ
ア
の
充
実
、
保
健
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
有
機
的
連
携
と
総
合
化
が
求
め
ら
れ
る
。

(5) (4) (3) (2) (1) 対
応
の
方
向

医
療
費
適
正
化
の
た
め
の
指
導
監
査
の
強
化
、
レ
セ
プ
ト
審
査
の
充
実
等
を
図
る
。

診
療
報
酬
の
合
理
化
、
薬
価
基
準
の
適
正
化
を
進
め
る
。

医
師
団
体
等
に
よ
る
自
浄
活
動
を
期
す
る
。

医
療
、
保
健
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
福
祉
に
至
る
一
貫
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
包
括
化
を
進
め
る
。

プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
ケ
ア
か
ら
高
度
専
門
医
療
に
至
る
ま
で
の
医
療
機
能
の
分
化
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
・
連
携
強
化
を
進
め
る
。

3
.
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
社
会
的
公
平

(1) 

現
在
の
医
療
保
険
制
度
の
構
造
は
、
「
人
生
日
年
型
社
会
」
に
お
い
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
人
生
別
年
型
社
会
」
に
お
い
て
は
、
各
制
度

を
通
じ
、
ま
た
、
生
涯
を
通
じ
た
社
会
的
公
平
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
く
。

(
注
)

現
在
の
制
度
は
、

8
種
類
の
制
度
に
分
立
し
て
お
り
、
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
制
度
が
異
な
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
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の
4

制
度
体
系
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
特
に
、
高
率
の
国
庫
負
担
に
依
存
し
て
い
る
国
保
が
大
き
な
し
わ
寄
せ
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

今
後
、
国
庫
に
よ
る
負
担
能
力
の
低
減
が
続
け
ば
、
各
制
度
問
の
給
付
及
び
負
担
の
不
均
衡
を
国
庫
負
担
に
よ
っ
て
調
整
・
是
正
し
て
い
る
現
在
の

1) 対
応
の
方
向

分
立
し
た
制
度
の
統
合
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
各
制
度
の
歴
史
と
実
積
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
将
来
に
お
い
て
は
考

慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
期
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

。L

実
際
的
な
方
法
と
し
て
は
、
国
庫
負
担
に
依
存
し
な
い
で
負
担
の
公
平
を
図
る
方
途
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(
注
)

初
歳
以
上
の
老
人
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
老
人
保
健
法
に
よ
っ
て
、
全
制
度
が
共
同
で
負
担
す
る
方
途
を
既
に
構
じ
た
。

負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
、
費
用
負
担
に
つ
い
て
制
度
聞
の
調
整
を
図
る
方
向
を
と
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
給
付
の
範
囲
・
内
容
等
に
つ
い
て
も
全

。δ
保
険
を
通
じ
て
公
平
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
給
付
の
公
平
は
、
全
国
民
の
医
療
保
障
の
確
保
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
当
然
の
要
請

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

と
な
る
。

4
・
国
民
の
健
康
意
識
の
高
ま
り
及
び
医
療
ニ

l
ズ
の
拡
大
・
多
様
化

(1) 

健
康
の
自
己
管
理
を
可
能
と
す
る
諸
条
件
の
変
化
(
慢
性
病
の
増
加
、
医
療
の
日
常
生
活
化
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
価
値
観
の
多
様
化
、
豊
か
な

個
人
生
活
水
準
な
ど
)
は
、
医
療
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
も
影
響
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
医
療
保
険
に
お
け
る
給
付
の
あ
り
方
、
保
険
料
負
担
と

受
診
時
負
担
と
の
関
係
に
対
す
る
考
え
方
を
変
え
て
い
く
。

凶
特
殊
な
医
療
技
術
・
治
療
方
法
、
特
別
の
快
適
さ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
給
付
外
医
療

(
H
自
由
診
療
)
に
対
す
る
ニ

l
ズ
も
増
え
る
。
こ
れ
ら
の
部
分

が
、
長
い
目
で
見
る
と
、
医
療
の
内
容
等
を
豊
富
に
さ
せ
、
医
学
医
術
の
進
歩
の
牽
引
車
と
も
な
る
。

内
べ
U

医
療
や
医
療
費
に
関
す
る
情
報
を
求
め
る
志
向
が
強
く
な
る
。

北法36 (3・473) 1137 



料

(1)対
応
の
方
向

保
険
給
付
は
、
そ
の
公
平
の
原
則
か
ら
、
全
閣
民
を
通
じ
て
平
等
と
し
、
保
険
給
付
を
受
け
る
に
際
し
て
の
患
者
負
担
の
水
準
及
ぴ
方
法
は
、
必
要

資

な
受
診
を
妨
げ
ず
、
乱
用
を
招
か
ず
の
原
則
に
よ
っ
て
決
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、
入
院
診
療
等
の
高
額
費
用
を
要
す
る
場
合
に
は
妥
当
な
負
担
に
止

め
る
こ
と
と
す
る
。

(2) 

新
医
療
技
術
や
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
保
険
適
用
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
社
会
的
評
価
を
加
え
た
上
で
決
定
し
て
い
く
。
給
付
外
医
療
に
つ
い

て
は
、
自
由
な
診
療
と
自
由
な
料
金
の
原
則
の
下
で
、
医
師
と
患
者
の
相
対
の
関
係
に
委
ね
る
。

(3) 

医
療
費
の
額
と
そ
の
内
容
が
国
民
に
わ
か
り
易
く
な
る
方
途
を
構
ず
る
。

E.
日
年
度
概
算
要
求
に
お
け
る
選
択

日
刊
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
シ

l
リ
ン
グ
の
設
定
と
い
う
制
約
条
件
の
下
で
、
今
後
と
も
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
維
持
す
る
た

め
、
医
療
費
適
正
化
を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、

I.
で
述
べ
た
中
長
期
の
展
望
と
対
応
の
方
向
に
則
っ
て
、
医
療
保
険
に
お
け
る
給
付
と
負
担
の

あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

1
・
選
択
に
当
た
っ
て
の
考
え
方

印
年
に
お
い
て
は

(1) 

れ
る ま
ず
、
医
療
費
適
正
化
対
策
の
充
実
強
化
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
医
療
費
の
伸
び
を
圧
縮
す
る
。
(
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
庫
負
担
の
増
嵩
も
抑
制
さ

(3) (2) 

お
け
る
適
正
な
患
者
負
担
を

導
入
す
る

医
療
保
険
制
度
の
果
た
す
べ
き
機
能
と
役
割
を
厳
し
く
見
直
し
、
真
に
必
要
と
さ
れ
る
給
付
割
合
、
給
付
内
谷
の
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
受
診
時

医
療
保
険
を
通
ず
る
負
担
の
公
平
化
等
の
見
地
か
ら
、
国
庫
負
担
の
あ
り
方
も
含
め
、
制
度
を
見
直
す
。
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」
と
を
軸
と
し
た
選
択
を
行
っ
た
。

な
お
、
①
国
庫
負
担
の
増
額
は
、
昨
今
の
財
政
状
況
等
か
ら
み
て
期
待
で
き
な
い
。
②
保
険
料
負
担
の
引
上
げ
は
、
租
税
・
社
会
保
障
負
担
率
の
引
上
げ

と
な
る
か
ら
、
社
会
的
負
担
の
限
界
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
、
減
税
に
対
す
る
強
い
国
民
的
要
請
と
い
う
観
点
か
ら
も
不
適
当
で
あ
る
。
③
医
療
の

質
・
量
へ
の
影
響
も
覚
悟
し
た
、
?
え
で
の
医
療
費
の
圧
縮
は
、
国
民
の
健
康
水
準
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
不
適
当
で
あ
る
、
と
考
え
た
。

2
.
医
療
費
適
正
化
の
強
力
な
推
進

診
療
報
酬
(
体
系
を
含
む
)
の
合
理
化
を
す
す
め
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程
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作
成
等
を
促
す
。

凶
高
額
レ
セ
プ
ト
等
に
つ
い
て
、
特
別
審
査
制
を
導
入
す
る
。

同
指
導
監
査
職
員
の
増
員
、
専
門
医
師
に
よ
る
顧
問
団
の
設
置
等
に
よ
り
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
す
る
指
導
監
査
の
充
実
強
化
を
図
る
。
特
に
、
架

空
請
求
等
の
不
正
請
求
に
つ
い
て
は
、
徹
底
的
に
排
除
す
る
。
ま
た
、
監
査
後
の
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
衡
平
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
構
ず
る
。

薬
価
基
準
の
適
正
化
を
図
る
。
特
に
、
薬
価
の
銘
柄
問
格
差
の
極
端
な
開
き
を
改
善
す
る
。

医
師
会
等
に
よ
る
積
極
的
な
自
浄
活
動
を
期
す
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
ケ
ア
の
分
野
を
中
心
に
プ
ロ
フ
ェ
ア
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

(6) 

保
険
医
療
機
関
の
著
し
く
過
密
な
地
域
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
及
び
傾
向
的
に
過
剰
と
認
め
ら
れ
る
医
療
費
請
求
を
行
う
保
険
医
療
機
関

の
再
指
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

3 
(7) 
医
療
保
険

お
け
る
給
付
。〉

見
直
し

大
学
病
院
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
上
の
取
扱
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(1) 

被
用
者
保
険
本
人
の
給
付
割
合
の
改
定
(
高
額
療
養
費
支
給
制
度
を
併
用
し
た

8
割
給
付
)

各
制
度
を
通
じ
た
均
等
な
給
付
を
保
障
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
必
要
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
ま
た
、
乱
診
乱
療
を
招
く
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
被
用
者
保
険
本
人
の
給
付
割
合
を

8
割
と
し
、
重
症
の
場
合
等
に
は
凶
の
高
額
療
養
費
支
給
制
度
を
適

北法36(3・475)1139 
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用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

(
た
だ
し
、
国
保
及
び
被
用
者
保
険
家
族
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
現
行
ど
お
り
と
し
た
ο)

附
加
給
付
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
公
平
の
見
地
か
ら
、
医
療
保
険
制
度
と
し
て
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

(2) 

入
院
時
給
食
材
料
の
給
付
除
外

保
険
給
付
と
し
て
の
優
先
度
、
在
宅
患
者
と
の
均
衡
等
を
勘
案
し
て
、
給
食
材
料
の
実
費
を
給
付
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

(3) 

一
部
薬
剤
の
給
付
除
外

食
事
や
家
庭
向
け
の
保
健
薬
等
に
よ
り
代
替
可
能
な
ビ
タ
ミ
ン
剤
等
は
、
医
療
上
不
可
欠
な
場
合
を
除
き
、
保
険
給
付
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し

た。

(4) 

高
額
療
養
費
支
給
制
度
の
改
定

高
額
療
養
費
支
給
の
範
囲
を
、
現
行
の

1
ヵ
月

5
1
、

0
0
0
円
を
超
え
る
自
己
負
担
部
分
か
ら
同

5
4
、

0
0
0
円
を
超
え
る
自
己
負
担
部
分

に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
国
保
、
被
用
者
保
険
と
も
、
入
院
の
場
合

3
0
、

0
0
0
円
、
外
来
の
場
合

3
9
、

0
0
0
円

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

(5) 

高
額
所
得
者
に
対
す
る
保
険
適
用
の
見
直
し

高
額
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
適
用
を
除
外
す
る
か
ど
う
か
等
、
具
体
的
な
対
応
案
に
つ
い
て
は
今
後
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る

が
、
少
な
く
と
も
高
額
所
得
者
に
係
る
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
国
庫
負
担
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

4
.
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
化
等

(1) 

退
職
者
医
療
制
度
の
創
設

退
職
後
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
年
金
生
活
者
の
医
療
費
の
負
担
に
つ
い
て
、
国
庫
と
他
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
(
自
営
業

者
、
農
業
者
等
)
に
依
存
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
特
に
国
民
健
康
保
険
に
対
す
る
国
庫
か
ら
の
資
金
投
入
に
は
限
界
が
み
え
、
ま
た
、
退
職

北法36(3・476)1140 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

年
金
生
活
者
が
増
加
し
た
今
日
、
こ
の
不
合
理
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
特
に
医
療
の
必
要
性
の
高
ま
る
退
職
後
に
、
退
職
前
の
給
付
と
同
様
の
給
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
退
職
者
医
療
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

〈
退
職
者
医
療
制
度
の
概
要
〉

国
保
加
入
の
高
齢
退
職
者
(
被
用
者
年
金
の
老
齢
年
金
受
給
権
者
等
)
及
び
そ
の
家
族
に
つ
い
て
、
被
用
者
保
険
並
み
の
医
療
給
付
を
行
う
と
と

も
に
、
そ
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
高
齢
退
職
者
自
身
の
拠
出
す
る
保
険
料
と
現
役
の
被
用
者
及
び
事
業
主
の
拠
出
金
に
よ
り
負
担
す
る
。

(2) 

国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
合
理
化

退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
っ
て
、
国
保
の
財
政
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
庫
補
助
を
従
来
の
医
療
費
ベ

l
ス
の
必
%
プ
ラ
ス
臨
時

財
政
調
整
交
付
金
か
ら
、
医
療
給
付
費
ベ

l
ス
の
印
%
へ
と
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
補
助
方
法
を
改
め
、
財
政
調
整
機
能
を
強
化
す
る
こ

と
と
し
た
(
印
%
の
う
ち
の
叩
%
程
度
を
充
て
る
。
)
。

(3) 

日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
の
廃
止

日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
を
廃
止
し
、
そ
の
対
象
者
を
健
康
保
険
の
体
系
へ
と
り
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

5
・
そ
の
他

(2) (1) 

健
康
ゃ
つ
く
り
運
動
、
医
療
費
節
約
運
動
等
の
推
進

健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
の
新
設
・
適
用
拡
大
の
積
極
的
な
推
進

北法36(3・477)1141 



'私1
4
事
刈
目

〈
資
料
8〉

行

審

意

書

革

見

58 

12 

資

(1) 

医
療
保
険
制
度

医
療
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
適
正
化
対
策
を
強
力
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
総
額
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
用
者
保
険
本
人
に
係
る

29 

〔
抜
粋
〕

給
付
率
の
改
定
等
保
険
給
付
と
負
担
の
見
直
し
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
及
び
こ
れ
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
の
助
成
の
合
理
化
等
を
含
む
厚
生
省
の
医
療

め
、
そ
の
実
現
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

保
険
制
度
の
改
革
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
答
申
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
高
齢
化
社
会
に
備
え
、
効
率
的
で
か
つ
良
質
の
医
療
を
供
給
し
て
い
く
た

〈
資
料
9〉

自
民
党
裁
定
書

医
療
保
険
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

1
.
医
療
費
適
正
化
の
措
置
を
構
ず
る
。

2
.
給
付
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
修
正
す
る
。

本
人
給
付
率
は
、
引
年
度
か
ら

8
割
、
そ
れ
ま
で
の
問
、

9
割
と
す
る
。

北j去36(3・478) 1142 



(4) (3) (2) 

給
食
材
料
費
の
給
付
除
外
に
つ
い
て
は
見
送
る
。

一
部
薬
剤
の
給
付
除
外
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
使
用
の
適
正
化
を
前
提
と
し
て
、
見
送
る
。

高
額
所
得
者
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
見
送
る
。

た
だ
し
、
標
準
報
酬
の
上
限
の
引
上
げ
等
に
よ
り
、
保
険
料
負
担
の
適
正
化
を
図
る
。

3
.
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
こ
れ
に
伴
う
国
保
国
庫
補
助
の
引
下
げ
、
日
雇
健
保
の
健
保
へ
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
原
案
ど
お
り
と
す
る
。

昭
和
田
年
1
月
四
日

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈
資
料
叩
〉

医
療
保
険
制
度
改
革
案
の
大
要

I.
改
革
案
の
趣
旨

1
・
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
時
代
に
お
い
て
も
、
医
療
保
険
制
度
の
安
定
し
た
運
営
を
維
持
し
、
全
て
の
国
民
が
適
正
な
負
担
で
公
平
に
質
の
高
い
医
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
今
か
ら
医
療
保
険
制
度
の
改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

2
.
特
に
、
近
年
、
経
済
成
長
を
上
回
る
医
療
費
の
著
し
い
増
加
が
続
き
、
厳
し
い
財
政
状
況
と
い
う
制
約
の
下
で
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革
は
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
日
年
度
に
お
い
て

北法36(3・479)1143 



ー
す
呼
省
4

・

-
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推
進

-
医
療
保
険
制
度
に
よ
る
給
付
の
見
直
し

資

-
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
化

を
三
本
の
柱
と
し
て
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

E.
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推
進

1
.
薬
価
基
準
の
合
理
化

日
年
3
月
1
日
か
ら
薬
価
基
準
を
日
・

6
%
(医
療
費
ベ

l
ス
5
・
1
%
)
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、

-
銘
柄
問
に
極
端
な
格
差
の
あ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
是
正
措
置
を
構
ず
る
。

-
薬
価
基
準
の
収
載
、
削
除
基
準
の
明
確
化
を
図
る
。

2
・
診
療
報
酬
の
合
理
化

プ
ラ
イ
マ
リ

l
・
ケ
ア
の
推
進
、
在
宅
医
療
の
促
進
と
入
院
期
間
の
適
正
化
、
良
質
な
入
院
医
療
の
安
定
的
供
給
の
確
保
等
の
事
項
に
関
し
て
、
緊
急

に
診
療
報
酬
の
合
理
化
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
、
日
年
3
月
1
日
か
ら
診
療
報
酬
を

2
・
8
%引
き
上
げ
る
。

3
.

レ
セ
プ
ト
審
査
の
充
実
強
化

高
額
レ
セ
プ
ト
等
に
つ
い
て
の
特
別
審
査
制
の
導
入
等
に
よ
り
、
審
査
体
制
の
強
化
を
図
る
。

4
・
指
導
監
査
体
制
の
強
化

-
専
門
医
師
等
に
よ
る
顧
問
団
の
新
設

-
指
導
監
査
担
当
職
員
の
増
員

-
傾
向
的
に
過
剰
と
認
め
ら
れ
る
医
療
費
請
求
を
行
う
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
指
定
の
更
新
は
行
わ
な
い
。

北J去36(3・480)1144 



皿
.
医
療
保
険
に
お
け
る
給
付
の
見
直
し

1 
(3) (2) (1)被

用
者
保
険
本
人
の
給
付
割
A 
口

の
改
克三

本
人
の
給
付
率
は
、
昭
和
白
年
度
か
ら
8
割
、
そ
れ
ま
で
の
問
9
割
と
す
る
。

本
人
に
つ
い
て
も
、

4
.

の
高
額
療
養
費
支
給
制
度
を
適
用
す
る
。

現
行
の
初
診
時
一
部
負
担
金
(
脚
円
)
及
び
入
院
時
一
部
負
担
金

(
1
日
制
円
、

1
月
限
り
)
は
、
廃
止
す
る
。

2
.
薬
剤
使
用
の
適
正
化

次
の
措
置
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

川
同
種
同
効
薬
剤
の
重
複
投
与
、
作
用
の
緩
和
な
薬
剤
の
大
量
投
与
等
の
安
易
な
使
用
傾
向
の
是
正
等
に
つ
い
て
、
医
師
会
等
に
よ
る
会
員
指
導
そ
の

他
自
浄
作
用
を
促
進
す
る
。

つ臼

)
部
薬
剤
の
給
付
除
外
は
見
送
る
。

ビ
タ
ミ
ン
剤
等
に
つ
い
て
重
点
的
な
審
査
を
実
施
す
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

3
.
高
額
療
養
費
支
給
制
度
の
改
定

高
額
療
養
費
支
給
の
範
囲
を
、
現
行
の

1
ヵ
月
5
1
、
0
0
0
円
を
超
え
る
自
己
負
担
部
分
か
ら
同
5
4
、
0
0
0
円
を
超
え
る
自
己
負
担
部
分
に
改

め
る
。
特
に
、
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
国
保
、
被
用
者
保
険
と
も
、
入
院
の
場
合
3
0
、
0
0
0
円
、
外
来
の
場
合
3
9
、
0
0
0
円
と
す
る
。

4
.
高
額
所
得
者
の
保
険
適
用
の
見
直
し

標
準
報
酬
等
級
、
国
民
健
康
保
険
税
(
科
)
限
度
額
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
負
担
の
適
正
化
を
図
る
。

-
標
準
報
酬
等
級
上
限

U
万
円
↓
冗
万
円

-
国
保
税
限
度
額

お
万
円
↓
お
万
円

5
.
療
養
費
の
支
給

(1) 

次
の
場
合
に
療
養
費
を
支
給
す
る
。

北法36(3・481)1145 



料

(イ)

被
保
険
者
壮
一
寸
が
高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
療
機
関
等
で
あ
っ
て
そ
の
申
請
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
の
承
認
(
地
域
や
医
療
機

関
の
特
性
を
考
慮
し
て
行
う
)
を
受
け
た
医
療
機
関
に
お
い
て
療
養
を
受
け
た
と
き

資

(ロ)

保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
、
特
別
の
治
療
材
料
等
で
あ
っ
て
患
者
の
選
択
に
よ
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
大
臣
が

定
め
る
療
養
を
受
け
た
と
き

(ベ

緊
急
や
む
を
得
な
い
と
き
(
現
行
の
療
養
費
)

(3) (2) 

川
の
承
認
の
基
準
及
び
同
の
厚
生
大
庄
の
定
め
る
療
養
に
つ
い
て
は
、
中
医
協
の
意
見
を
き
い
て
定
め
る
。

保
険
者
は
、
被
保
険
者
に
対
し
支
払
う
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
代
っ
て
当
該
医
療
機
関
等
に
支
払
う
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
と
す

る

N.
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
化
等

1
.
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設

川
高
齢
退
職
者
は
、
退
職
後
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
医
療
の
必
要
性
の
高
ま
る
と
き
に
給
付
水
準
が
低
下
し
、
ま
た
、
そ
の

医
療
費
の
負
担
は
主
と
し
て
国
庫
と
他
の
国
保
加
入
者
(
自
営
業
、
農
業
者
等
)
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
是
正
す
る
た
め
、
退
職

者
医
療
制
度
を
創
設
す
る
。

(2) 

対
象
者

国
保
加
入
の
退
職
者
(
被
用
者
年
金
の
老
齢
年
金
受
給
権
者
等
、
約
加
万
人
)
及
ぴ
そ
の
家
族
(
約

m万
人
)
合
計
約
側
万
人

q
J
 び

そ
の
家
族
の
給
付
率
は
、
入
院
外
来
と
も

7
割
と
な
っ
て
い
る
。
)

給
付
は
、
退
職
者
本
人
に
つ
い
て
は
入
院
外
来
と
も
8
割
、
そ
の
家
族
に
つ
い
て
は
入
院
8
割
、
外
来
7
割
と
す
る
。
(
現
在
は
、
退
退
者
本
人
及

(4) 

そ
の
医
療
費
は
、
退
職
者
及
び
そ
の
家
族
の
国
保
保
険
料
と
現
役
の
被
用
者
及
ぴ
事
業
主
の
拠
出
金
に
よ
り
負
担
す
る
。

北法36(3・482)1146 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

2
.
国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
合
理
化

退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ
る
国
保
財
政
へ
の
影
響
等
を
考
慮
し
、
国
保
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
仕
組
み
を
改
め
る
。
(
医
療
費
の
必
%
プ
ラ
ス

臨
時
財
政
調
整
交
付
金
↓
医
療
給
付
費
の
叩
%
)

n
L
 

ま
た
、
国
庫
補
助
に
よ
る
財
政
調
整
機
能
を
強
化
す
る
。

3
守
日
雇
労
働
者
の
健
康
保
険
の
体
系
へ
の
取
入
れ

(2) (1) 

日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
制
度
を
廃
止
し
、
そ
の
対
象
者
を
健
康
保
険
の
体
系
へ
取
り
入
れ
る
。

日
一
属
労
働
者
健
康
保
険
事
業
の
累
積
債
務
を
償
還
す
る
た
め
一
般
会
計
か
ら
繰
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

jヒj去36(3・483) 1147 



半十

〈
資
料
け
〉

昭
和
問
年
度
予
算

資

八

般

会

計

V

切
兆

6
2
7
2
億
円

〔
歳
入
〕

〔
歳
出
〕

マ
税

-
増
税
の
規
模

i
減
税
の
規
模

マ
税
外
収
入

減

~;( 

て7

国減
マ
国
債
依
存
度

て7
国

f責

地
方
交
付
税

マ
交

f寸

マ
一
般
歳
出

(
0
・
5
%増
)

~;( 

M
兆
5
9
6
0
億
円
(
7
・
1
%
増
)

9
3
0
0
億
円

9
3
2
0
億
円

3
兆
3
5
1
2
億
円
(
m
-
O
%
減
)

額

-
兆
3
6
6
7
億
円

f責

ロ
兆
6
8
0
0
億
円
(
5
・
0
%
減
)

額

6
6
5
0
億
円
(
日
間
関
)

お
・
0
%
(
日
年
度
当
初
お
・
5
%
)

費

9
兆
1
5
5
1
億
円
(
日
・
7
%
増
)

ノ、、
五

8
兆
8
8
6
4
億
円
(
幻
・
5
%
増
)

ロ
兆
5
8
5
7
億
円
(
0
・
1
%
減
)

防公社
衛共会
関事保
係業障
費費費

9
兆
3
2
1
0
億
円
(
2
・
0
%
増
)

6
兆
5
2
0
0
億
円
(
2
・
0
%
減
)

対
G
N
P
比
0
・
ω
%
(
路
年
度
当
初
0
・
m
m
%
)

2
兆
9
3
4
6
億
円
(
6
・
日
%
増
)

八
財
政
投
融
資

V

引
兆

1
0
6
6
億
円

(
1
・
9
%増
)

(
注
)
カ
ッ
コ
内
は
回
年
度
当
初
比

北法36(3・484) 1148 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈資料12)

昭和59年度予算 医療保険制度改正等国庫負担影響額調

(単位:億円)

事 工頁 予算案 {蒲 考

医 療 費適 正 イヒ ム 1，824 うち薬価・診療報酬改定6.766
医
本 人 申告 付 率 ム 293 9割(7月実施)

療 高額療養費(限度額引上げ) ム 3 

言十 ム 296 
{呆

退職者医療制度創設 ム 2，355 ( 7月実施)

R食 国庫補助の合理化 ム 1，544

告IJ
計 ム 3，899

度
〔制度改正分〕 言十 ム 4，195

l口入 計 ム 6，019

公 費 負 担 医 療 ム 257 

f口k 言十 ム 6，276

北法36(3・485)1149 



キ↓

〈
資
料
日
〉

資

昭
和
問
年
2
月
包
日

厚

生

大

臣

渡

殿

辺

'恒

社
会
保
険
審
議
会

会

長

金

津

良

土佐

笈
<=1 

書

申

昭
和
幻
年
叩
月
お
日
厚
生
省
発
保
第
日
号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ
た
健
康
保
険
等
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
が
退
職
し
た
場
合
に
係
る
退
職
者
医
療
制
度
の

創
設
に
つ
い
て
、
同
第

ω号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ
た
日
雇
労
働
者
の
健
康
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
及
び
本
年
1
月
お
日
厚
生
省
発
保
第
3
号
を
も
っ

て
諮
問
の
あ
っ
た
健
康
保
険
制
度
等
の
改
正
に
つ
い
て
並
び
に
同
第
5
号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ
た
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

月リ

紙

1
.
当
審
議
会
は
、
昭
和
町
年
日
月
お
日
に
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
及
び
日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
て
以
来
、
鋭
意
審

議
を
重
ね
、
ま
た
、
昭
和
印
年
度
予
算
概
算
要
求
に
お
け
る
厚
生
省
の
医
療
保
険
制
度
改
革
案
に
つ
い
て
も
、
巾
広
い
見
地
か
ら
審
議
を
行
っ
て
き
た
。

更
に
、
本
年
1
月
お
目
、
健
康
保
険
制
度
等
の
改
正
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
案
は
、
我
が
国
の
医
療
保
険
制
度
の
根 回

北法36(3・486)1150 



幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
慎
重
か
っ
広
汎
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
編
成
後
の
極
め
て
限
ら
れ
た
審
議
期
間
で
審
議
し
、

答
申
を
と
り
ま
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

2
・
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
に
備
え
、
中
長
期
の
観
点
に
立
っ
て
、
人
口
の
高
齢
化
、
疾
病
構
造
の
変
化
、
医
学
医
術
の
進
歩
等
に
伴
っ
て
増
加
の
見
込
ま
れ

る
医
療
費
を
適
正
な
水
準
に
と
ど
め
る
と
と
も
に
、
制
度
問
の
給
付
と
負
担
の
公
平
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
医
療
保
険
制
度
の
基
盤

を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
な
要
請
と
な
っ
て
い
る
。

3
.
医
療
保
険
制
度
を
改
革
し
、
医
療
費
問
題
を
解
決
す
る
た
め
は
、
健
康
づ
く
り
運
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
薬
価
・
医
療
費
の
適
正
化
、
疾

病
予
防
・
早
期
診
断
か
ら
、
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ

l
テ
i
シ
ョ
ン
に
至
る
施
策
の
充
実
強
化
、
地
域
医
療
供
給
体
制
の
効
率
的
整
備
、
福
祉
施
設
や
年
金
・
雇一

用
・
住
宅
等
の
関
連
諸
制
度
の
改
善
な
ど
、
総
合
的
な
観
点
か
ら
、
政
府
一
体
と
な
っ
た
対
策
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
中

長
期
的
な
展
望
が
一
不
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
改
正
案
を
み
る
と
、
な
お
、
そ
の
展
望
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

4
.
今
回
の
諮
問
案
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
審
議
日
程
の
中
で
示
さ
れ
た
諸
見
解
を
も
と
に
当
審
議
会
の
意
見
を
と
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
改
革

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
賛
否
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
審
議
会
と
し
て
意
見
を
一
本
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
意
見
の
分
か
れ
る
と

」
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
併
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

1
.
医
療
費
適
正
化
に
関
す
る
事
項

医
療
費
の
適
正
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
更
に
一
一
層
の
充
実
強
化
を
図
ら
れ
た
い
。

O 

保
険
医
療
機
関
の
指
定
の
見
直
し
、
高
額
レ
セ
プ
ト
の
審
査
強
化
等
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
了
承
す
る
。
な
お
、
傾
向
的
な
過
剰
診
療
の
認
定
基

準
の
設
定
が
困
難
で
あ
り
、
権
力
が
全
面
に
で
て
く
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
意
見
(
医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
)
、
地
方
医
療
協
議
会
の
権
限
を

拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
(
被
保
険
者
側
委
員
)
が
あ
っ
た
。

2
.
給
付
内
容
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

1ヒ法36(3・487)1151 



吋キ
a

d
$
4
1
 

)
 
1
 
(
 
被
保
険
者
本
人
の
給
付
率
の
改
{
疋
に
つ
い
て

本
人
給
付
率
の
引
下
げ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
意
見
が
分
か
れ
た
。

資

O 

定
率
一
部
負
担
の
導
入
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
が
そ
の
場
で
わ
か
り
、
国
民
が
コ
ス
ト
意
識
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
て
医
療
費
の
適
正
化
に
も
資
す
る

し
、
給
付
の
公
平
化
、
健
康
者
と
の
均
衡
、
保
険
料
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
て
適
当
で
あ
る
。
(
公
益
側
及
び
事
業
主
側
委
員
)

O 

本
人
給
付
率
の
改
定
は
、
反
対
で
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
)

O 

本
人
給
付
率
の
改
定
は
、
受
診
抑
制
等
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
医
療
機
関
の
事
務
量
も
増
大
す
る
の
で
反
対
で
あ
る
。
(
医
療
経
験
者

た
る
公
益
代
表
委
員
)

(2) 

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
政
令
改
正
の
際
に
改
め
て
諮
問
を
受
け
た
時
点
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
意
見

が
あ
っ
た
。

O 

高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
動
に
対
応
し
、
適
時
適
切
に
改
定
が
行
え
る
よ
う
、
必
要
な
ル

l
ル
化
を
図
る

べ
き
で
あ
る
0

(

公
益
側
及
び
事
業
主
側
委
員
)

O 

高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
暦
月
方
式
、

一
人
一
レ
セ
プ
ト
方
式
等
、
従
来
指
摘
し
て
き
た
点
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い

な
い
し
、
ま
た
、
前
回
の
改
正
以
後
、
日
も
浅
い
の
で
適
当
で
な
い
。
(
被
保
険
者
側
委
員
)

(3) 

療
養
費
支
給
制
度
に
つ
い
で

改
正
案
の
趣
旨
は
了
承
す
る
が
、
室
料
差
額
等
、
差
額
徴
収
の
範
囲
や
程
度
が
拡
大
し
、
保
険
外
負
担
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
規

制
を
強
力
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
特
定
承
認
医
療
機
関
の
承
認
基
準
及
び
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
選
定
基
準
を
明
確
に
し
、
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て

運
用
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

O 

保
険
医
療
の
中
に
、
患
者
の
貧
富
の
差
に
よ
る
利
用
機
会
の
差
別
、
医
療
機
関
の
差
別
を
持
ち
込
む
こ
と
は
反
対
で
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
及
び

北法36(3・488)1152 



医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
)

3

退
職
者
医
療
制
度
に
関
す
る
事
項

退
職
者
医
療
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
が
、
給
付
率
及
び
負
担
の
方
法
に
つ
い
て
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

O 

一
部
委
員
を
除
く
公
益
側
委
員
は
原
案
に
賛
成
で
あ
る
。

O 

本
人
の
給
付
率
を

8
割
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合
に
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
老
人
保
健
制
度
と
被
用
者

保
険
制
度
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
経
緯
も
あ
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
)

O 

退
職
者
医
療
制
度
に
対
し
て
は
、
国
庫
補
助
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
及
び
医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
)

O 

本
制
度
に
つ
い
て
は
実
施
時
期
を
延
期
し
、
十
分
検
討
し
た
上
で
発
足
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
退
職
者
医
療
制
度
の
性
格
や
被
用
者
保
険
側
の
負
担

等
か
ら
考
え
る
と
、
被
用
者
保
険
サ
イ
ド
で
制
度
発
足
後
の
新
規
退
職
者
か
ら
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
原
案
ど
お
り
実
施
す
る
場
合
に
は
、
適
切

な
医
療
費
適
正
化
対
策
を
講
ず
る
こ
と
、
拠
出
率
が
増
加
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、

一
定
期
間
経
過
後
に
制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
、
退
職

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

者
医
療
制
度
の
運
営
に
関
し
拠
出
者
側
の
意
向
が
反
映
で
き
る
仕
組
み
を
組
み
込
む
こ
と
、
ま
た
、
健
康
保
険
組
合
等
が
退
職
者
に
対
す
る
医
療
給
付
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
方
途
を
ひ
ら
き
、
拠
出
金
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
(
事
業
主
側
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る

一
委
員
)

O 

な
お
、
医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
か
ら
、
拠
出
金
は
、
被
保
険
者
本
人
が
過
去
に
支
払
っ
た
保
険
料
の
蓄
積
で
賄
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。

4
・
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
に
関
す
る
事
項

日
一
雇
労
働
者
健
康
保
険
を
廃
止
し
、
健
康
保
険
へ
吸
収
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
了
承
す
る
。

O 

傷
病
手
当
金
、
分
娩
費
等
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
日
一
雇
一
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
従
来
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
傷
病
手

当
金
の
給
付
期
間
は
政
管
な
み
と
し
、
療
養
の
給
付
期
間
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
ほ
か
、
日
一
一
擢
労
働
者
の
就
労
状
況
を
勘
案
し
、
共
済
、
都
市
健
保
な
ど
制

北法36(3・489)1153 



刊キ
E

叫
京
す

度
に
こ
だ
わ
ら
ず
地
方
自
治
体
関
係
の
保
険
者
も
拠
出
す
べ
き
で
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
)

O 

保
険
料
等
の
負
担
の
急
激
な
増
加
と
な
ら
な
い
よ
う
経
過
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
(
被
保
険
者
側
委
員
)

資

O 

事
業
主
に
過
度
の
費
用
の
増
嵩
を
強
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
(
事
業
主
側
委
員
)

O 

こ
の
制
度
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
医
療
機
関
の
事
務
の
簡
素
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
(
医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
)

5

政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険
料
率
の
変
更
に
関
す
る
事
項

四
九
年
度
以
降
の
政
管
健
保
の
累
積
赤
字
解
消
の
た
め
に
徴
収
し
て
い
た
一

0
0
0
分
の
一
の
保
険
料
率
は
、
諮
問
案
ど
お
り
、
本
年
三
月
一
日
か
ら
徴

収
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
了
承
す
る
。

O 

余
剰
が
あ
れ
ば
、
保
険
給
付
の
改
善
、
患
者
一
部
負
担
の
軽
減
に
充
て
る
べ
き
で
あ
り
、
保
険
料
率
の
引
下
げ
に
は
反
対
で
あ
る
。
(
医
療
経
験
者
た

る
公
益
代
表
委
員
)

6
・
そ
の
他

O 

医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
給
付
の
平
等
と
負
担
の
公
平
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
統
合
一
本
化
に
よ
り
行
う
べ
き
で
あ
り
、
制
度
統
合
-
本
化
に
必
要
な

年
次
的
実
施
計
画
を
一
不
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
(
医
療
経
験
者
た
る
公
益
代
表
委
員
)

標
準
報
酬
等
級
の
上
限
改
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
政
令
改
正
の
際
に
改
め
て
誇
問
を
受
け
た
時
点
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、

5
人
未
満
事
業
所
等
に
対
す
る
健
康
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
に
お
け
る
適
用
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
適
用
の
拡
大
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
健
保
組
合
、
国
保
組
合
の
設
立
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。

北法36(3・490)1154 
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会

大
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A 
Zミ

長

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

健
康
保
険
制
度
等
の
改
正
に
つ
い
て
(
答
申
)

昭
和
田
年
1
月
白
日
厚
生
省
発
保
第
4
号
で
諮
問
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
、
本
審
議
会
の
意
見
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

記

男

北dミ36(3・491)1155 

t

、o
'h唱
し 今
回
の
諮
問
は
、
内
容
が
か
つ
て
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
こ
れ
を
短
期
間
に
審
議
し
結
論
を
見
出
す
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め



キ4

今
回
の
改
正
は
、
近
年
に
お
け
る
著
し
い
医
療
費
の
増
加
傾
向
と
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
対
策
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま

り
、
保
険
財
政
に
お
け
る
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
の
み
に
こ
だ
わ
っ
た
感
が
あ
り
、
医
療
保
険
本
来
の
趣
旨
に
照
ら
し
た
検
討
が
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は

資

思
わ
れ
な
い
。

本
審
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
、
今
日
の
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
問
題
の
根
本
的
原
因
は
、
医
療
に
関
す
る
諸
々
の
体
制
の
整
備
、
合
理
化
を
怠
っ
た
こ
と
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
基
本
的
諮
問
題
の
改
革
に
つ
い
て
の
方
向
を
示
し
、
い
く
た
び
か
対
策
を
求
め
て
き
た
が
、
政
府
は
総
合
的
展
望
を
樹
立
し
な

い
ま
ま
推
移
し
、
そ
し
て
、
今
回
の
改
正
に
当
た
っ
て
も
そ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
今
回
の
改
正
は
、
給
付
内
容
の
見
直
し
を
始
め
療
養
費
払
い
の
拡
大
な
ど
国
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
内
容
を
含
む
だ
け
に
、

改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
国
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

以
下
主
要
な
改
正
項
目
に
沿
っ
て
、
意
見
を
述
べ
る
。

被
用
者
本
人
に
係
る
一
部
負
担
に
つ
い
て
は

一
般
的
に
は
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
既
に
本
審
議
会
に
お
い
て
い
く
た
び
か
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
諮
問
に
お
け
る
一
部
負
担
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
取
扱
い
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
場
合
必
要
な
受
診
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
低
所
得
者
に
対
す
る
各
般
の
対
策
が
並
行
し
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
特
に
、
現
行
の
高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
は
、
所
得
に
応
じ
た
仕
組
み
を
導
入
す
る
な
ど
今
後
そ
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

2 

退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
種
々
の
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
制
度
が
被
用
者
保
険
か
ら
の
拠
出
金
で
賄

わ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
拠
出
者
側
の
意
向
が
反
映
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。

3 

日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
を
廃
止
し
政
府
管
掌
健
康
保
険
に
統
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
累
積
赤
字
の
取
扱
い
な
ど
政
府
に
お
い
て
十
分
な

財
政
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

4 

な
お
、

5
人
未
満
事
業
所
等
の
被
用
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
本
審
議
会
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
健
康
保
険
へ
の
強
制
加
入
を
急
ぐ
べ
き
で

あ
る
。

北J去36 (3・492) 1156 
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健
康
保
険
制
度
等
の
改
正
案
要
綱

第

改
正
の
趣
旨

医
療
保
険
制
度
の
改
革
を
図
る
た
め
、

一
部
負
担
金
制
度
及
び
療
養
費
制
度
の
改
正
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
の
対
象
者
の
健
康
保
険
の
体
系
へ

の
取
入
れ
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
補
助
制
度
の
改
正
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
2 

健
康
保
険
制
度
の
改
正

医
療
給
付
に
関
す
る
事
項

(1) 

一
部
負
担
金

被
保
険
者
本
人
の
給
付
率
は
、
昭
和
臼
年
度
か
ら

8
割
、
そ
れ
ま
で
の
間
9
割
と
す
る
こ
と
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

(2) 

高
額
療
養
費

被
保
険
者
に
つ
い
て
被
扶
養
者
と
同
様
の
高
額
療
養
費
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
被
保
険
者
、
被
扶
養
者
と
も
自
己
負
担
の
限
度
額
は
、

5
4
、
0
0

0
円
(
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
外
来
3
9
、
0
0
0
円
、
入
院
3
0
、
0
0
0
円
)
と
す
る
こ
と
。

(3) 

療
養
費
の
支
給

ア

次
に
定
め
る
療
養
を
受
け
た
場
合
は
、
療
養
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
療
機
関
等
で
あ
っ
て
そ
の
申
請
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
の
承
認
(
地
域
や
医
療
機
関
の
特
性
を

考
慮
し
て
行
う
)
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
特
定
承
認
医
療
機
関
」
と
い
う
o
)

に
お
い
て
療
養
を
受
け
た
と
き

川
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
、
特
別
の
治
療
材
料
等
で
あ
っ
て
患
者
の
選
択
に
よ
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
大

臣
が
定
め
る
療
養
を
受
け
た
と
き

(ア)

北法36(3・493)1157 



キヰ資

(斤)

M
W
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
承
認
す
る
場
合
の
基
準
及
ぴ
川
に
定
め
る
厚
生
大
臣
の
定
め
る
療
養
に
つ
い
て
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協

議
会
の
意
見
を
聞
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

イ
同
緊
急
や
む
を
得
ず
療
養
を
受
け
た
と
き
(
現
行
の
療
養
費
)

保
険
者
は
、
ア
例
又
は
川
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
代
わ
り
、
特
定
承
認
医
療

機
関
又
は
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
支
払
い
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

ウ

特
定
承
認
医
療
機
関
等
は
、
被
保
険
者
等
か
ら
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

ニL

特
定
承
認
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
機
関
に
関
す
る
指
定
・
取
消
等
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
。

2 
(2) (1) 
保
険
医
療
機
関
等

関
す
る
事
項

傾
向
的
に
過
剰
と
認
め
ら
れ
る
医
療
費
請
求
を
行
う
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
指
定
の
吏
新
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

不
正
請
求
に
よ
る
処
分
を
作
為
的
に
回
避
す
る
等
の
保
険
医
療
機
関
、
保
険
医
等
に
つ
い
て
、
そ
の
再
指
定
又
は
再
登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

3 

標
準
報
酬
に
関
す
る
事
項

標
準
報
酬
月
額
の
上
限
を

7
1
0
、
0
0
0
円
(
現
行
4
7
0
、
0
0
0
円
)
と
し
、
下
限
を

6
8
、
0
0
0
円
(
現
行
3
0
、
0
0
0
円
)
と
す
る

」シ」。

4 

旦
履
特
例
被
保
険
者
に
関
す
る
事
項

(2) (1) 

旦
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
法
を
廃
止
し
、
そ
の
対
象
者
は
、
健
康
保
険
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
。

日
一
一
履
特
例
被
保
険
者
に
係
る
給
付
と
負
担
は
、
そ
の
就
労
の
特
性
を
考
慮
し
て
一
般
の
被
保
険
者
と
実
質
的
な
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と。
具
体
的
事
項
は
別
記
の
と
お
り
)

北i去36(3・494)1158 
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第
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昭和59年健康保険法等改正の立法過程

船
員
保
険
法
の
改
正

一
部
負
担
金
、
療
養
費
、
保
険
医
療
機
関
等
、
標
準
報
酬
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
等
の
事
項
に
つ
き
、
健
康
保
険
制
度
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う

」シ」。国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正

1 
(1) 
退
職
者
医
療
制
度

関
す
る
事
項

退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者

ア

退
職
被
保
険
者
は
、
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
被
用
者
年
金
保
険
各
法
に
基
づ
く
老
齢
年
金
又
は
退
職
年
金
受
給
権
者
及

び
被
用
者
年
金
保
険
加
入
期
間
が
凶
年
以
上
の
通
算
老
齢
(
退
職
)
年
金
受
給
権
者
で
あ
る
者
等
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
老
人
保
健
法
の
適
用
対

象
者
を
除
く
こ
と
。

イ

退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
は
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
準
じ
た
範
囲
の
者
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
老
人
保
健
法
の
適
用
対
象
者
を
除
く
こ

と。

(2) 

退
職
被
保
険
者
等
の
一
部
負
担
金

ア

退
職
被
保
険
者
の
給
付
率
は
、

8
割
と
す
る
こ
と
。

イ

退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
の
給
付
率
は
、
外
来

7
割
、
入
院

8
割
と
す
る
こ
と
。

(3) 

療
養
給
付
費
交
付
金

ア

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
(
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
)
は
、
市
町
村
に
対
し
て
療
養
給
付
費
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額

は
、
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
(
税
)
を
控
除
し
た
額
と
す
る
こ

と
イ

厚
生
大
臣
は
、
市
町
村
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場
合
等
で
退
職
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
が
著
し
く
損
わ
れ
る
と
認

北法36(3・495)1159 
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め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
金
に
対
し
当
該
市
町
村
に
係
る
交
付
金
の
額
を
減
額
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

(4) 

退
職
者
給
付
拠
出
金
に
関
す
る
事
項

ア

退
職
者
給
付
拠
出
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務

(ア)

基
金
は
、
療
養
給
付
費
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
及
び
基
金
の
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
毎
年
度
、

被
用
者
保
険
の
保
険
者
等
か
ら
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
(
療
養
給
付
費
拠
出
金
及
び
事
務
費
拠
出
金
)
を
徴
収
す
る
こ
と
O

J
q
 

被
用
者
保
険
の
保
険
者
等
は
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
。

イ

退
職
者
給
付
拠
出
金
の
額

各
被
用
者
保
険
保
険
者
等
の
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
額
は
、
毎
年
度
に
お
け
る
療
養
給
付
費
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
基
金
の
業

務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
算
額
を
被
用
者
保
険
保
険
者
等
ご
と
の
標
準
報
酬
総
額
に
よ
り
按
分
し
た
額
と
し
、
概
算
及
ぴ

確
定
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(5) 

基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務

基
金
は
、
被
用
者
保
険
保
険
者
等
か
ら
の
拠
出
金
の
徴
収
、
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
。

2 

国
庫
補
助
に
関
ず
る
事
項

)
 
'
i
 
(
 
療
養
給
付
費
等
負
担
金

国
は
、
市
町
村
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
別
分
の

ωを
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ア

一
般
被
保
険
者
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
(
一
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
等
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

イ

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に

7
分
の

mを
乗
じ
て
得
た
額
に
、
全
て
の
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
平
均
医
療

給
付
率
を
乗
じ
て
得
た
額
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(2) 

調
整
交
付
金

調
整
交
付
金
の
総
額
を
、
川
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
削
分
の

mに
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

(3) 

国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
補
助

ア

国
は
、
国
民
健
康
保
険
組
合
(
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
問
分
の
m
記
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

(ア)

被
保
険
者
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
(
一
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
等
の
組
合
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
)

(イ)

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に

7
分
の

mを
乗
じ
て
得
た
額
に
、
全
組
合
の
平
均
医
療
給
付
率
を
乗
じ
て
得
た
額

国
は
、
組
合
の
財
政
力
等
を
勘
案
し
て
、
全
て
の
組
合
に
係
る
ア
の
例
及
ぴ
仰
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
間
分
の
日
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内

イ

で
、
補
助
の
額
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

3 

特
別
審
査
委
員
会
の
設
置

厚
生
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
を
行
う
た
め
、
厚
生
大
臣
の
指
定
す
る
者
に
、
特
別
審
査
委
員
会
を
置
く
こ
と
。

4 

そ
の
他
の
事
項

療
養
費
の
支
給
、
国
民
健
康
保
険
医
等
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
制
度
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
5

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
改
正

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
主
た
る
事
務
所
に
、
厚
生
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
た
め
の
特
別
審
査
委
員
会
を
設

け
る
こ
と
。

(1) 

施
行
期
日
等

第
6

制
度
の
改
正
は
、
昭
和
田
年
7
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
公

北i去36(3・497)1161 



料

布
の
白
か
ら
、
標
準
報
酬
の
改
定
に
つ
い
て
は
同
年
叩
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
各
種
共
済
組
合
法
に
関
し

資

(3) (2) 

改
正

準
じ
た
改
正
を
行
っ

と

一
部
負
担
金
、
療
養
費
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
等
の
事
項
に
つ
き
、
健
康
保
険
制
度
の

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

5J1j 

記

日
雇
特
例
被
保
険
者
に
関
す
る
具
体
的
事
項

総
則
的
事
項

川
日
一
雇
一
特
例
被
保
険
者
の
範
囲
は
、
現
行
の
日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
法
(
以
下
「
日
雇
法
」
と
い
う
。
)
の
被
保
険
者
の
範
囲
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

凶
標
準
賃
金
日
額
の
等
級
は
、
第
1
級
1
、
3
3
4
円
か
ら
第
孔
級
1
8
、
2
5
0
円
ま
で
の
日
等
級
と
し
、
そ
の
上
限
は
弾
力
的
に
改
定
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

2 

保
険
給
付
に
関
す
る
事
項

)
 

咽

i(
 
支
給
要
件
は
、
日
一
雇
一
法
と
問
様
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
埋
葬
料
に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
終
了
後
3
月
以
内
の
死
亡
に
つ
い
て
も
支
給
す
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

(2) 

給
付
の
内
容

ア

療
養
の
給
付

北j去36(3・498)1162 



(ア)

給
付
の
期
間
は
、
日
一
雇
一
法
と
同
様
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
が

1
年
以
上
継
続
し
な
い
場
合
の
傷
病
に
つ
い
て
は
、
-
年
と
す
る
こ

と
(イ)

一
部
負
担
金
は
、

一
般
の
被
保
険
者
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

イ

傷
病
手
当
金

(ア)

日
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

初
診
月
の
前
2
ヵ
月
間
又
は

6
ヵ
月
間
の
平
均
月
収
×

1

/
初
日
×

6
割

(イ)

支
給
期
間
は
、
日
雇
法
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

ウ

埋
葬
料
の
額
は
、
死
亡
月
の
前

2
ヵ
月
間
又
は

6
ヵ
月
間
の
平
均
月
収

1
ヵ
月
分
と
し
、
最
低
保
障
は
一
般
の
被
保
険
者
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

分
べ
ん
費
の
額
は
、
分
べ
ん
月
の
前

4
ヵ
月
の
う
ち
賃
金
が
多
か
っ
た

2
ヵ
月
間
の
平
均
月
収
の

2
分
の

l
と
し
、
最
低
保
障
は
一
般
の
被
保
険
者

ニL

と
同
様
と
す
る
こ
と
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

オ

出
産
手
当
金

ケ)

日
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

分
ベ
ん
月
の
前

4
ヵ
月
の
う
ち
賃
金
が
多
か
っ
た

2
ヵ
月
間
の
平
均
月
収
×

1

/
鈎
日
×

6
割

(イ)

支
給
期
間
は
、
日
雇
法
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

家
族
療
養
費
の
支
給
期
間
は
、
本
人
に
係
る
療
養
の
給
付
の
支
給
期
間
と
同
様
と
し
、
支
給
率
は
、

一
般
の
被
保
険
者
に
係
る
家
族
療
養
費
の
支
給

カ

率
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

家
族
埋
葬
料
及
び
配
偶
者
分
べ
ん
費
の
額
は

一
般
の
被
保
険
者
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

キク

特
別
療
養
費
の
支
給
額
は
、
日
雇
法
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

ケ

分
、
ベ
ん
費
又
は
配
偶
者
分
ぺ
ん
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
、
新
た
に
、
育
児
手
当
金
又
は
配
偶
者
育
児
手
当
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
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料資

し
、
そ
の
額
は

一
般
の
被
保
険
者
と
同
様
の
額
と
す
る
こ
と
。

コ

そ
の
他
、
療
養
費
及
び
高
額
療
養
費
等
は
一
般
の
被
保
険
者
に
準
ず
る
こ
と
。

3 
(1) 

費
用
。〉

負
担

関
す
る

事
項

国
庫
補
助

ア

国
庫
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
事
業
所
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
療
養
給
付
費
等
の
費
用
に
つ
い
て
、
現
行
と
同
機
の
水
準
の
補
助
を
行
う

こ
と
と
す
る
こ
と
。

イ

ア
の
国
庫
補
助
は
、
定
率
(
一
般
の
被
保
険
者
と
同
率
)
及
び
定
額
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(2) 

保
険
料

ア

通
常
の
保
険
料
は
印
紙
に
よ
る
納
付
と
し
、
そ
の
額
は
、
標
準
賃
金
日
額
の
等
級
に
応
じ
、
次
の
肘
及
び
川
の
合
算
額
を
基
準
と
し
て
、
社
会
保
険

審
議
会
の
議
を
経
て
、
厚
生
大
臣
が
定
め
る
こ
と
。

(ア)

標
準
賃
金
日
額
に
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
(
労
使
折
半
)

イ

川
標
準
賃
金
日
額
に
伺
の
保
険
料
率
及
び
瑚
分
の

mを
乗
じ
て
得
た
額
(
事
業
主
負
担
)

特
別
保
険
料
は
、
ボ
ー
ナ
ス
等
に
つ
き
、
現
金
に
よ
る
納
付
と
し
、
そ
の
料
率
及
び
負
担
区
分
は
一
般
の
被
保
険
者
と
同
株
と
す
る
こ
と
。

(3) 

日
雇
拠
出
金

ア

徴
収
及
び
納
付

(ア)

政
府
は
、
日
一
雇
一
特
例
被
保
険
者
が
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
係
る
健
康
保
険
組
合
等
か
ら
日
雇
一
拠
出
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

(イ)

M
W
の
健
康
保
険
組
合
等
は
、
日
雇
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
。

イ

日
一
雇
一
拠
出
金
の
額

日
雇
拠
出
金
の
額
は
、
毎
年
度
の
日
一
雇
一
関
係
所
要
費
用
よ
り
日
雇
関
係
保
険
料
等
相
当
額
を
控
除
し
た
後
に
、
日
雇
関
係
保
険
料
の
延
総
納
付
日
数
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に
占
め
る
各
健
康
保
険
組
合
等
に
係
る
日
雇
関
係
保
険
料
の
延
総
納
付
日
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
も
の
と
し
、
概
算
及
び
確
定
に
よ
り
算
定
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

4 

そ
の
他
の
事
項

)
 

唱

i(
 
旦
雇
健
康
勘
定
は
廃
止
し
、
健
康
勘
定
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
す
る
が
、
従
前
の
日
一
雇
一
労
働
者
健
康
保
険
事
業
の
累
積
債
務
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
借
入
れ
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
償
還
す
る
た
め
一
般
会
計
か
ら
繰
入
れ
が
で
さ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

(3) (2) 

3
凶
ア
川
に
つ
い
て
昭
和
的
年
9
月
ま
で
の
関
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

そ
の
他
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
の
廃
止
に
伴
ぃ
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈
資
料
問
〉

今
後
の
医
療
政
策
の
基
本
的
方
向

(
厚
生
省
試
案
)

人
口
の
高
齢
化
、
医
学
医
術
の
進
歩
等
に
伴
い
国
民
医
療
費
が
増
大
を
続
け
る
中
で
、
人
生
初
年
型
社
会
に
適
応
し
、
幻
世
紀
に
わ
た
る
国
民
の
健
康
と
生

命
を
守
る
揺
る
ぎ
な
い
保
健
医
療
制
度
を
確
立
す
る
。

こ
の
た
め
、
付
生
涯
を
通
ず
る
健
康
守
つ
く
り
の
推
進
口
地
域
医
療
を
確
保
す
る
た
め
の
医
療
供
給
体
制
の
整
備
臼
将
来
に
わ
た
る
医
療
費
規
模
の
適
正
化
四

医
療
保
険
の
給
付
と
負
担
の
公
平
化
を
基
本
と
し
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
き
早
急
に
検
討
を
加
え
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。

一
、
国
民
健
康
e

つ
く
り
対
策
の
推
進

-
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
た
地
域
・
職
域
を
通
ず
る
健
康
増
進
、
疾
病
予
防
等
総
合
的
な
健
康
づ
く
り
対
策
の
推
進

北法36(3・501)1165 



平千

老
人
保
健
事
業
に
よ
る
成
人
病
対
策
の
計
画
的
推
進

「
対
が
ん
問
ヵ
年
総
合
戦
略
」
に
基
づ
く
が
ん
対
策
の
推
進

資

精
神
衛
生
相
談
体
制
、
痴
呆
性
老
人
対
策
の
充
実
等
精
神
保
健
対
策
の
推
進

二
、
医
療
供
給
体
制
の
整
備
等

付
地
域
医
療
供
給
体
制
の
整
備

-
地
域
医
療
計
画
の
策
定
H
医
療
機
能
の
ネ
y

ト
ワ
l
ク
化
(
特
に
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
重
視
)
、
病
床
の
無
秩
序
な
増
加
の
抑
制
と
そ
の
適
正
配
置
(
地

域
偏
差
の
解
消
)

病
院
の
オ
ー
プ
ン
化
と
医
療
機
器
の
共
同
利
用
の
促
進

-
医
薬
分
業
の
基
盤
づ
く
り
の
促
進

口
医
師
及
ぴ
歯
科
医
師
の
養
成
の
見
直
し

-
将
来
の
医
療
需
要
に
即
応
し
た
医
師
数
お
よ
び
歯
科
医
師
数
の
見
直
し
(
印
年
度
以
降
)

-
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
生
涯
教
育
の
充
実

-
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
養
成
、
資
質
の
向
上

臼
医
療
機
関
の
健
全
経
営
の
確
保

-
医
療
の
特
質
に
応
じ
た
税
制
、
金
融
措
置
お
よ
び
医
療
機
関
の
経
営
効
率
化
の
促
進

四
医
薬
品
産
業
の
健
全
な
育
成

医
療
ニ

i
ズ
に
対
応
し
た
医
薬
品
の
生
産
、
供
給
の
確
保

-
新
薬
研
究
開
発
の
推
進

医
薬
品
の
有
効
性
、
安
全
性
の
確
保

北法36(3・502)1166 



回
医
療
と
福
祉
の
施
策
体
系
の
見
直
し

訪
問
看
護
、
デ
イ
・
ケ
ア
等
在
宅
対
策
の
推
進

医
療
施
設
と
福
祉
施
設
の
体
系
(
中
間
施
設
)
の
検
討

三
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革

付
給
付
と
負
担
の
見
直
し

被
用
者
保
険
本
人
の

9
割
給
付
(
印
年
度
)

-
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ
る
退
職
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
入
院
の

8
割
給
付
(
四
年
度
)

-
被
用
者
保
険
本
人
の

8
割
給
付
(
例
年
度
)

-
高
額
療
養
費
制
度
の
仕
組
み
の
改
善
(
回
年
度
以
降
)

-
全
制
度
を
通
じ
る
給
付
と
負
担
の
公
正
化
措
置
(
一
元
化

)(ω
年
代
後
半
)
H
給
付
の

8
割
程
度
へ
の
統
一
お
よ
び
財
源
の
調
整
等
に
よ
る
負
担
の
公
平

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

イヒ口
診
療
報
酬
体
系
の
改
善

-
合
理
的
な
診
療
報
酬
体
系
の
確
立
(
出
来
高
払
方
式
の
維
持
と
欠
点
の
是
正
)

H
技
術
科
の
重
視
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヶ
ァ
、
在
宅
医
療
等
の
促
進
、
医
療
機

関
の
安
定
し
た
経
営
基
盤
の
確
立
、
薬
価
基
準
等
の
適
正
化

臼
指
導
・
監
査
体
制
の
充
実
等

高
額
医
療
費
等
の
重
点
審
査
の
充
実
、
指
導
監
査
体
制
の
強
化
等

四
、
先
端
化
学
技
術
の
研
究
開
発
の
促
進
等

-
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
等
先
端
技
術
の
研
究
開
発
の
促
進
と
保
健
医
療
分
野
へ
の
活
用

-
高
度
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
と
保
健
医
療
分
野
へ
の
積
極
的
導
入

北法36(3・503)1167 



料

難
治
性
疾
患
の
診
断
、
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
の
推
進

北法36(3・504)1168 

-
脳
死
、
体
外
受
精
等
生
命
と
倫
理
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
国
民
的
合
意
の
形
成

資



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈資料17)

国会修正比較対照表

事

給

項 現 行 (改正前)

付 率 1<Ql被用者保険
・本人 10割給付(入院・外来)
但し、一部負担金あり

[外来初診料
入院 1日(1月限)

「外来 7割給付
・家族イ

L入院 8割給付

。国民健康保険
7割給付(入院・外来)

800円

500円

附加給付 1<Ql本人一部負担金・家族療養費にかかる附加給
付
(健保組合、共済組合、国保組合)

高額療養費 10被用者保
支給制度 本人(低所得者) 15，000円

家族1(低所得者) 51，000円
15，000円

0国民健康保険

[ (低所得者)
51，000円
39、000円

北法36(3・505) 1169 

政 府 原 案

。被用者保険の給付率改定

・本則 8割給付

・附則 9割給付
(61. 3.31までの間)

0全制度を通じて

54、000円

低所得者工入院 30，000円
外来 39，000円

衆議院修正 (59.7.13)

O被用者保険の給付率改定
・本則 8割給付
・附則 9割給付

0: 61年度以後においても、国会で承認
を受ける日までの閣は、引き続き 9剖
給付とする。

(2: 政府は、新健保法施行後医療費の動
向、国民負担の推移、財政事情等各般

の状況を勘案し、健康保険制度の全般
に関する検討を行いその結果に基づい

て社会保険被扶養者及び国保被保険者
の給付割合を 8割とするよう必要な措
置を講ずるものとする[一一関lお]て、健保本人の一部負担金の額は、医療

費に応じて、

1，500円以下 100円
1，501円以上 2，500円以下 200円

2，501円以上 3，500円以下 300円

。一部負抱金等について10円未満の端数金額が

でるときは、その額を四捨五入し10円単位と
する。

。政管健保の被保険者と事業主により組織され
た法人等で社会保険庁長官の承認を受けたも

のは、被保険者本人の支払った一部負抱金に
つき、附加的な給付を行うことができる。

0全制度を通じて

51，000円(据置き)
低所得者T入院 30，000円

L外来 39，000円

資 料

(Oは法律事項、 0は政令事項を示す。)

参議院修正 (59.8. 6) 

。医療費負担の家計に及ぼす影響を考慮してそ
の支給要件を政令で定めることとすることを
法文上明記する。

O全制度を通じて
51，000円(据え置き)

低所得者30，000円(入院・外来)
.一定額以 tのレセプトの世帯合算
(自己負担30，000円u上のレセを合算し 1
月の限度額51，000fTlを予定)
・高額療養費多数該当世帯の負担軽減

(1年間に 4回以上の場合、 4回目以降は
限度額30，000円を予定)
・長期高額疾病患者の負担軽減

(血友病・人工透析について、 1月の限度
額10，000円を予定)
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昭和59年健康保険法等改正の立法過程 資 手+

事 項 現 行 (改正前) 政 府 原 案 衆 3義 院 I1基 正 (59.7.13) 参 議 院 I1萎 正 (59.8. 6) 

融資制度 [・32福祉協議会による世帯更生資金の貸〕 。高額療養費が支給されるまでの聞の当座の支

払いに充てるため、保険者が融資制度を実施
することができることとし、根拠規定を設け

る。

特定療養費 。保険給付外の診療を保険診療と併せて行った 。都道府県知事の承認を受けた医療機関(特定

場合原則として全額患者負担 承認保険医療機関)について、高度先端医療

と保険医療の調整を図る

-室料と歯科材料の差額徴収については通知に 。保険医療機関等における特別の病室等厚生大

より指導。 臣の定める療養について、差額徴収を法制化
する。

保険医療機 。再指定の拒否事由 。再指定の拒否事由として、診療内容が適切を
関の再指定 -保険医療機関の指定を取り消されて 2年を 欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けた

経過していないとき とき、を加える。

-その他保険医療機関として著しく不適当と
認められるとき

レセプト審査 。レセプト審査を行うため、従たる事務所(都 。現行の審査委員会のほか、高額レセプト等の
道府県)に審査委員会を設置。 重点審査のため主たる事務所(東京都)に特

別審査委員会を設置する

日雇健保 [l:J雇労働者健康保険法] [日雇労働者の健保体系への取り入れ]
。療養の給付期間 5年 。療養の給付期間 。療養の給付期間は、日雇特例被保険者手帳

受給資格を l年以上満たす場合 5年 を1年以上所持していれば、 5年とする。
その他の場合 1年

。傷病手当金等の支給額 。傷病手当金等の支給額 。傷病手当金等の支給額の算定基礎は、前2月
前2月(6月)聞の上位の賃金日額の6割 前2月(6月)間の平均月間賃金総額の30 ( 6月)のうち最も賃金総額の多かった月の

分の lの6割 賃金総額とする。

退職者医療制度 。[退職者医療制度の創設] 。健保組合等が自ら、当該組合の被保険者であ
-対象一国保加入の老齢年金受給権者等 った退職者についで医療の給付を実施できる

-給付一高齢退職者8割(入院・外来) こととし、当該組合の拠出すべき療養給付費
家族入院8割・外来7割 拠出金について所要の調整を行うものとする。

-財源一高齢退職者等の保険料と被用者保険

からの拠出金
(国庫負担なし)

-保険者一市町村国保

任意継続 。被保険者期間 2年 。55歳以上の退職者については特例を設け、 60
被保険者 歳に達するまでの問、 2年を超える場合にも

任意継続被保険者となりうるものとする。

。毎月10日の保険料納付義務 。被保険者の選択により、任継保険料の前納を

認めることとする。

北法36(3・507)1171 





昭和59年健康保険法等改正の立法過程 資 料

事 司質 現 行 (改正前) 政 府 原 案 衆 i議 院 修 正 (59.7.13) 参 t義 F完 fl~ 正 (59.8 6) 

標準報酬 0標準報酬上限 470，000円 。標準報酬上限 470，000円
上限改定 。標準報酬下限 30，000円 。標準報酬下限 68，000円

(0上限については、 10月から更に
710，000円にヲlき上げる予定)
-国保についても保険料の上限を 4月に
280，000円から 350，000円に引上げ済

傷病手当金 。傷病手当金の受給者が同ーの傷病により障害 。傷病手当の受給者が同ーの傷病により障害年
年金の受給要件に該当することとなった場合 金の受給要件に該当することとなった場合に

一一傷病手当金の打切り おいて、傷病手当金の額が障害年金の額を上
回るときは、その差額を傷病手当金として支

給することとする。

e 

分 娩 費 0分娩費の最低保障額 15万円 0分娩費・埋葬料とも、実勢費用を勘案し、 60
理 葬 料 年度に最低保障額を引き上げることとする。

O 埋葬料の最低保障額 7万円

5人未満事業所 。健保の強制適用 [国年法等の一部を改正する法律案] [健保法等の一部を改正する法律]
5人以上の従業員を使用する事業所又は法人 ~5 人未満の従業員を使用する法人の事業所等 ~5 人未満の従業員を使用する法人の事業所等
の事務所 について、政令で定めるところに.).:り、 61年 について、政令で定めるところにより、 61年

度以降段階的に健保の適用を拡大する。 度以降段階的に健保の適用を拡大する。

健康づくり事業 。被保険者等の健康の保持増進を促進するため、
保険者による健康相談、健康診断等の事業に
関する規定を明確化する。

施行期日 59. 7. 1 公布の日から 3月以内の政令で定める日

北法36(3・509)1173 





昭和59年健康保険法等改正の立法過程

(資料18>

修正による影響額(満年度)

衆議院 修正

給付費 国庫負担

高 害貫 療 養 費 139 59 

任継被保険者の期間延長 6 ム12

傷病手当金と障害年金の支給調整

分 娩 費

埋 葬 r4 

A 口 計 145 47 

北法36(3・51l)1175 

(単位:億円)

参議 院修正

給付費 国庫負担

462 55 

10 

590 。
61 。
1 123 56 



資料

(資料19)

国庫負担影響額(予算・修正)

(単位:億円)

予 算 修正

( 7月実施) (10月実施)
追加所要額

-医 療 費 適 正 イヒ ム 1，824 ム1，824

医
-本人給付率 (10害H→ 9剖) ム 293 ム 182

-高額療養費自己負担限度額引上げ等 ζ』 3 92 

療 -傷病手当金，障害年金差額支給 1 

-任意継続被保険者適用拡大 L::. 2 

1呆
計 ム 296 ム 91 

険 -退職者医療制度の創設 ム 2，355 ム1，472

-国保国庫補助の合理化 ム 1，544 ム 887

市IJ 五十 ム3，899 ム2，359

度
(告IJ 度 E文 正 分) 計 ム4，195 ム 2，450

Aロ、 ど~6，019 ム4，274

/JF、、、 費 負 :fs. 医 療 ム 257 ム 360

l口k 計 ム 6，276 ム4，634 1，642 

jヒ法36(3・512)1176 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈
資
料
初
〉健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
要
旨
(
衆
議
院

昭
和
五
十
九
年
七
月
十
三
日
)

被
用
者
保
険
本
人
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
昭
和
臼
年
4
月
1
日
以
後
に
お
い
て
も
、
国
会
で
承
認
を
受
け
る
日
ま
で
の
問
は
、
な
お
引
き
続

き
一
割
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
保
険
医
療
機
関
等
に
お
け
る
医
療
費
の
額
が
少
額
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
部
負
担
金

の
額
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(一)

医
療
費

千
五
百
円
以
下
の
と
き

百

円

(二)

千
五
百
一
円
以
上
二
千
五
百
円
以
下
の
と
き

医
療
費

二
百
円

(三)

二
千
五
百
一
円
以
上
三
千
五
百
円
以
下
の
と
き

医
療
費

百
円

、

保
険
医
療
機
関
等
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
十
円
未
満
の
端
数
金
額
が
出
る
と
き
は
、
そ
の
額
は
四
捨
五
入
し
、
十
円
単
位
と
す
る
こ

と。
任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
の
特
例
を
設
け
、
五
十
五
歳
以
上
で
被
用
者
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
問
又
は

そ
れ
以
前
で
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
と
な
る
ま
で
の
問
、
二
年
を
超
え
る
場
合
で
も
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

健
康
保
険
組
合
等
が
自
ら
、
当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
退
職
者
に
つ
い
て
医
療
の
給
付
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
組
合
の
退
職
者
医
療

制
度
に
対
し
て
拠
出
す
べ
き
療
養
給
付
費
拠
出
金
に
つ
い
て
所
要
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

政
府
管
掌
健
康
保
険
等
の
事
業
主
及
び
そ
の
被
保
険
者
に
よ
り
構
成
す
る
法
人
等
で
社
会
保
険
庁
長
官
の
承
認
を
得
た
も
の
は
、
そ
の
被
保
険
者
本
人

の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
附
加
的
な
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

日
雇
特
例
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

北法36(3・513)1177 



料

(一)

療
養
の
給
付
期
間
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
張
を
一
年
以
上
所
持
し
て
い
れ
ば
、
五
年
と
す
る
。

(コ

傷
病
手
当
金
等
の
支
給
日
額
は
、
前
二
ヵ
月
(
又
は
六
ヵ
月
)
の
う
ち
最
も
賃
金
総
額
の
多
か
っ
た
月
の
賃
金
総
額
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
。

資

政
府
は
、
新
健
保
法
の
施
行
後
の
医
療
費
の
動
向
、
国
民
負
担
の
推
移
、
財
政
事
情
等
各
般
の
状
況
を
勘
案
し
、
健
康
保
険
制
度
の
全
般
に
関
す
る
検

七

討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
社
会
保
険
各
法
の
被
扶
養
者
及
び
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
給
付
割
合
を
八
割
と
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

J¥ 

昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
と
さ
れ
て
い
た
部
分
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
と
す
る
こ
と
。

〈
資
料
幻
〉健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

/戸『¥

昭衆

日会
¥-./ 

議

院

A、

'" 
労

{動

委

社

員

九

五

十

年

七

月

十

手日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
き
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

高
額
療
養
費
支
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
高
額
な
医
療
費
負
担
に
よ
る
家
計
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
家
計
の
負
担
能
力
に
適
切
に
対
応
し
た
仕
組

北法36(3・514)1178 



み
と
な
る
よ
う
所
要
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
血
友
病
等
長
期
高
額
医
療
費
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
患
者
負
担
の
軽
減
等
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
融

資
制
度
の
導
入
・
活
用
等
、
現
行
給
付
方
式
の
改
善
を
図
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
退
職
者
医
療
制
度
め
創
設
に
伴
う
国
庫
補
助
の
引
下
げ
及
び
国
庫
補
助
基
準
の
変
更
に
よ
り
安
定
的
な
事
業
運

営
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

退
職
者
医
療
制
度
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
被
用
者
保
険
の
負
担
が
過
重
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お
い
て
は
国

民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
一
層
の
経
営
努
力
を
行
う
こ
と
。

四

臼
雇
労
働
者
の
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
健
全
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、

日
一
雇
労
働
者
の
就
労
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、

一
般
の
被
保
険
者
と
の
均
衡
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

五

特
定
療
養
費
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
自
由
診
療
の
大
幅
な
拡
大
や
保
険
診
療
の
後
退
を
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て
運

用
し
、
高
度
医
療
に
つ
い
て
も
、
適
正
な
保
険
医
療
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

ま
た
、
従
来
か
ら
指
摘
し
て
い
る
差
額
ベ
ッ
ド
等
に
見
ら
れ
る
不
当
な
保
険
外
負
担
に
つ
い
て
、

一
層
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
私
立
医
科
大

学
に
お
け
る
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

ム
ノ、

診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、
技
術
重
視
の
診
療
報
酬
体
系
を
確
立
し
、
そ
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
家
庭
医
の
特
性
に
応
じ
た
診
療
報
酬
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
。

七

薬
価
基
準
の
適
正
化
、
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
監
査
の
徹
底
、
医
療
費
通
知
の
充
実
等
の
医
療
費
適
正
化
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
不
適
切
な
医
療
を
排
除
し
、
医
療
費
及
び
医
療
内
容
の
適
性
化
を
図
る
こ
と
。

J¥ 

診
療
報
酬
支
払
基
金
等
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
審
査
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
の
推
進
等
、
支
払
審
査
事
務
全
般
に
わ
た
る
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

九

医
薬
分
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
盤
づ
く
り
に
努
め
る
と
と
も
に
、
分
業
実
現
に
向
け
て
具
体
的
計
画
の
策
定
に
努
め
る
こ
と
。

十

成
人
病
の
予
防
そ
の
他
国
民
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
対
策
の
積
極
的
推
進
を
図
る
た
め
、
保
健
所
及
び
市
町
村
の
保
健
活
動
の
強

北法36(3・515)1179 



帯十

化
に
努
め
る
こ
と
。

十

地
域
医
療
の
確
保
の
た
め
、
へ
き
地
等
に
お
け
る
関
係
従
事
者
及
び
関
係
施
設
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
庭
医
の
襟
ぼ
う
を
認
め
る
等
プ
ラ
イ

資

マ
リ
・
ケ
ア
に
つ
い
て
は
そ
の
制
度
化
を
含
め
た
充
実
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
医
療
供
給
体
制
の
体
系
的
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

十

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
医
療
需
要
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
、
養
成
確
保
対
策
を
見
直
す
こ
と

と
し
、
適
正
な
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
。

十

医
療
機
関
に
お
け
る
健
全
か
っ
安
定
的
な
経
営
の
確
保
の
た
め
、
経
営
基
盤
及
ぴ
そ
の
環
境
の
条
件
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
医
業
経
営
が
薬
価
差

益
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
関
連
制
度
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

十
四

保
険
財
政
の
状
況
等
を
勘
案
し
分
娩
費
等
現
金
給
付
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
傷
病
手
当
金
と
障
害
年
金
等
と
の
併
給
調
墜
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と

十
五

退
職
者
の
任
意
継
続
加
入
者
の
保
険
料
納
入
方
法
に
関
し
、
前
納
制
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

〈
資
料
泣
〉

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
要
旨

(
参
議
院
昭
和
五
十
九
年
八
月
六
日
)

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
負
担
の
家
計
に
及
ぽ
す
影
響
を
考
慮
し
て
そ
の
支
給
要
件
等
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
を
法
文
上

明
記
す
る
。

北法36(3・516)1180 



高
額
療
養
費
制
度
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
ま
で
の
問
の
当
座
の
高
額
の
医
療
費
支
払
に
充
て
る
た
め
、
保
険
者
が
融
資
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
と
と
し
、
根
拠
規
定
を
も
、
つ
け
る
。

傷
病
手
当
金
の
受
給
者
が
同
一
の
傷
病
に
よ
り
障
害
年
金
の
受
給
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
傷
病
手
当
金
の
額
が
障
害
年
金

の
額
を
上
回
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
傷
病
手
当
金
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。

四

被
保
険
者
の
選
択
に
よ
り
、
任
継
保
険
料
の
前
納
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。

五

法
人
の
事
業
所
で
あ
っ
て
五
人
未
満
の
従
業
員
を
使
用
す
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
六
一
年
度
以
降
段
階
的
に
健
康

保
険
の
適
用
を
拡
大
す
る
。

ム
ノ、

被
保
険
者
等
の
健
康
の
保
持
増
進
を
促
進
す
る
た
め
、
保
険
者
に
よ
る
健
康
相
談
、
健
康
診
断
等
の
事
業
に
関
す
る
規
定
を
明
確
化
す
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈
資
料
お
〉

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
社
会
労
働
委
員
会

昭
和
五
十
九
年
八
月
四
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
き
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う
国
庫
補
助
の
引
下
げ
及
び
国
庫
補
助
基
準
の
変
更
に
よ
り
安
定
的
な
事
業
運
営

が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
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手千

ま
た
、
退
職
者
医
療
制
度
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
被
用
者
保
険
の
負
担
が
過
重
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お
い
て

は
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
一
一
層
の
経
営
努
力
を
行
う
こ
と
。

資

二
、
日
雇
労
働
者
の
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
健
全
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
去
、
つ
適
切
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
日

一
雇
一
労
働
者
の
就
労
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ

一
般
の
被
保
険
者
と
の
均
衡
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

三
、
特
定
療
養
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
自
由
診
療
の
大
幅
な
拡
大
や
保
険
診
療
の
後
退
を
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
配
慮
を
も
っ
て
運
用

し
、
高
度
医
療
に
つ
い
て
も
、
適
正
な
保
険
医
療
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
差
額
ベ
ァ
ド
等
に
み
ら
れ
る
不
当
な
保
険
外
負
担
の
解
消
を
図
る
こ
と
。

四
、
月
を
ま
た
が
る
入
院
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
月
越
合
算
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
向
の
協
議
を
進
め
、
そ
の
実
施
を
図
る
こ

と。
五
、
分
娩
費
及
ぴ
埋
葬
料
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
は
、
実
勢
費
用
を
勘
案
し
、
早
急
に
そ
の
引
上
げ
を
図
る
こ
と
。

六
、
診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、
技
術
重
視
の
診
療
報
酬
体
系
を
確
立
し
、
そ
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
家
庭
医
の
特
性
に
応
じ
た
診
療
報
酬
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、
乳
幼
児
の
医
療
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
配
慮
を
行
う
こ
と
。

七
、
薬
価
基
準
の
適
正
化
、
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
監
査
の
徹
底
、
医
療
費
通
知
の
充
実
等
の
医
療
費
適
正
化
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

不
適
切
な
医
療
を
排
除
し
、
医
療
費
及
び
医
療
内
容
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

八
、
本
人
定
率
一
部
負
担
の
導
入
に
伴
う
保
険
請
求
事
務
の
簡
素
化
等
医
療
機
関
の
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
窓
口
に
お
け
る
混
乱
を
防
止
す
る

ょ
う
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

九
、
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
処
理
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
の
推
進
等
、
支
払
審
査
事
務
全
般
に
わ
た
る
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

十
、
医
薬
分
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
盤
づ
く
り
に
努
め
、
モ
デ
ル
地
区
に
よ
る
試
行
な
ど
具
体
的
推
進
を
図
る
こ
と
。

十
一
、
成
人
病
の
予
防
そ
の
他
国
民
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
対
策
の
積
極
的
推
進
を
図
る
た
め
、
保
健
所
及
び
市
町
村
の
保
健
活
動
の
強

化
に
努
め
る
こ
と
。
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十
二
、
へ
き
地
等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
及
び
医
療
施
設
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
庭
医
の
標
ぽ
う
を
認
め
る
等
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
つ
い
て
は
そ

の
制
度
化
を
含
め
た
充
実
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
医
療
供
給
体
制
の
体
系
的
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

十
一
二
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
医
療
需
要
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
、
養
成
確
保
対
策
を
見
直
す
こ
と

と
し
、
適
正
な
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
。

十
四
、
医
療
機
関
に
お
け
る
健
全
か
っ
安
定
的
な
経
営
の
確
保
の
た
め
、
経
営
基
盤
及
び
そ
の
環
境
の
条
件
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
医
業
経
営
が
薬
価
差

益
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
関
連
制
度
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

十
五
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
運
営
に
つ
い
て
行
政
努
力
に
一
一
層
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
人
員
及
び
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

〈
資
料
何
日
〉

覚

書

自
由
民
主
党
は
、
日
本
医
師
会
・
日
本
歯
科
医
師
会
・
日
本
薬
剤
師
会
と
の
聞
で
協
議
し
た
結
果
、
現
在
急
務
と
な
っ
て
い
る
医
療
保
険
制
度
等
の
改
革
の

基
本
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
七
項
目
の
早
期
実
現
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
、
早
急
に
解
決
を
図
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
約
し
、
こ
れ
を
確
認
し
た
。

一
、
医
療
保
険
制
度
の
統
合
一
本
化
を
五
年
後
に
行
な
う
。

特
に
負
担
の
公
平
と
給
付
の
平
等
を
は
か
る
。

二
、
医
学
の
進
歩
・
医
療
の
向
上
と
医
療
保
険
制
度
の
整
合
を
は
か
る
。

北法36(3・519)1183 



手斗

三
、
プ
ロ
フ
エ
シ
ョ
ナ
ル
フ
リ
ー
ダ
ム
の
尊
重
と
医
療
の
公
共
性
を
確
認
す
る
。

四
、
医
療
保
険
に
お
け
る
技
術
科
の
適
正
な
評
価
を
行
な
う
。

資

五
、
労
務
管
理
と
社
会
保
障
の
分
離
を
は
か
る
。

六
、
民
間
医
療
機
関
の
経
営
の
安
定
を
は
か
る
。

七
、
大
学
に
お
け
る
医
学
研
究
に
は
充
分
な
公
的
補
助
を
行
な
う
。

附
記医

学
と
は
歯
科
医
学
及
ぴ
薬
学
を
含
む
。

昭
和
五
十
九
年
八
月
十
日

〈
資
料
お
〉

退

職

者

医

療

制

度

I 

趣

旨

高
齢
退
職
者
は
、
退
職
後
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
医
療
の
必
要
性
の
高
ま
る
と
き
に
給
付
水
準
が
低
下
し
、
ま
た
、
そ
の
医
療

の

概

要

制
度
を
創
設
す
る
。

費
の
負
担
は
主
と
し
て
国
庫
と
他
の
国
保
加
入
者
(
自
営
業
者
、
農
業
者
等
)
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
是
正
す
る
た
め
、
退
職
者
医
療

北法36(3・520)1184 
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昭和59年健康保険法等改正の立法過程

皿

対
象
者

で
あ
っ
て
、
次
の
被
用
者
年
金
各
法
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
(
老
人
保
健
法
の
適
用
対
象
者
を
除
く
。
)

(
通
算
老
齢
(
退
職
)
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
加
入
期
間
が
初
年
以
上
又
は
紛
歳
以
降
叩
年
以
上
の
者
)

(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

厚
生
年
金
保
険
法

船
員
保
険
法

恩
給
法
(
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法

位。)

地
方
公
務
員
の
退
職
年
金
に
関
す
る
条
例

)
 
-l
 
(
 
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法

2 

ー
の
被
扶
養
者
(
老
人
保
健
法
の
適
用
対
象
者
を
除
く
。
)

被
扶
養
者
の
範
囲
は
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
準
じ
る
。

車合

付

給
付
の
内
容

北法36(3・521)1185 



キヰ資

退
職
被
保
険
者
に
つ
い
て
は

8
割
と
し
、
そ
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
外
来
7
割
、
入
院
8
割
と
す
る
と
と
も
に
、
高
額
療
養
費
支
給
制
度
を
適
用
す

る。
2 

給
付
の
実
施
主
体

国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
た
る
市
町
村
。

N 

適

用

退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
有
(
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
)
と
な
っ
た
者
は
市
町
村
に
所
要
の
届
出
を
行
う
。

2 

市
町
村
は
、
退
職
被
保
険
者
等
に
該
当
し
た
者
に
対
し
退
職
保
険
者
証
を
交
付
す
る
。

3 

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
レ
セ
プ
ト
は
別
色
の
も
の
と
す
る
。

V 

員オ

j原

財
源
は
、
退
職
被
保
険
者
等
の
保
険
料
(
税
)
及
び
被
用
者
保
険
保
険
者
等
の
拠
出
に
よ
り
賄
わ
れ
る
療
養
給
付
費
交
付
金
(
被
保
険
者
と
事
業
主
の
負

担
)
と
す
る
。

1 

退
職
被
保
険
者
等
の
保
険
料
(
税
)
率
は

一
般
保
険
者
と
同
様
と
す
る
。

2 

療
養
給
付
費
交
付
金

川
療
養
給
付
費
交
付
金
の
額
は
、
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
(
税
)

二
定
の
収
納
率
以
下
の
場
合
に
は
、
基
準
と
な
る
収
納
率
で
算
出
)
を
控
除
し
た
額
と
す
る
こ
と
。

凶
厚
生
大
臣
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
運
営
に
関
し
市
町
村
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
基
金
に
対
し
当

該
市
町
村
に
係
る
交
付
金
の
額
を
減
額
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法36(3・522)1186 



3 
(1) 
療
養
金&
;1'口

イ寸
費
拠
出
金

療
養
給
付
費
拠
出
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務

ア

基
金
は
、
療
養
給
付
費
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
及
び
基
金
の
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
毎
年
度
、
被

用
者
保
険
の
保
険
者
等
か
ら
、
拠
出
金
(
療
養
給
付
費
拠
出
金
及
び
事
務
費
拠
出
金
)
を
徴
収
す
る
。

イ

被
用
者
保
険
の
保
険
者
等
は
、
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

(2) 

療
養
給
付
費
拠
出
金
の
額

各
被
用
者
保
険
保
険
者
等
の
拠
出
金
の
額
は
、
毎
年
度
に
お
け
る
療
養
給
付
費
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
基
金
の
業
務
に
関
す
る

事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
算
額
を
被
用
者
保
険
保
険
者
等
ご
と
の
標
準
報
酬
総
額
に
よ
り
按
分
し
た
額
と
し
、
概
算
及
び
確
定
に
よ
り

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

4 

基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務

昭和59年健康保険法等改正の立法過程

基
金
は
、
被
用
者
保
険
保
険
者
等
か
ら
の
拠
出
金
の
徴
収
、
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
。

M 

そ
の
他

健
康
保
険
組
合
等
の
退
職
医
療
給
付
の
実
施

健
康
保
険
組
合
等
が
自
ら
、
当
該
組
合
の
退
職
者
に
つ
い
て
医
療
の
給
付
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
組
合
の
療
養
給
付
費
拠
出
金
に
つ
い
て
所

要
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2 

任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
の
改
善

日
歳
以
上
で
資
格
を
喪
失
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

2
年
を
超
え
る
場
合
で
も
印
歳
に
達
す
る
ま
で
(
そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者
と
な
り
得
る
に
至
っ
た

と
き
は
、
そ
の
と
き
ま
で
)
の
聞
は
、
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

北j去36(3・523)1187 



料資
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退職者医療制度の仕組

保
険
料
(
悦
)

現
金
給
付
の

請
求
・
支
払

審

査

支

払

別l診
色!療
レl報
セ1酬
プl請
トl求
) 

総標準報酬の報缶

適用

q 二E

北法36(3・524) 1188 

注)

-指導監査については、現行国保機関を活用する。



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

サラリーマンの医療費負担

現役時代 退職後

改正前(国保) 退職者医療制度

一部負担

11%程度

一ーム I 1，1011，意円

@ 11 

本人保険料 諺程
1 781億円
ーー司ーー---・ーーー 5 % 

ー，ーーーー---4l8険保料9 

他の人の
保険料

996f意向
度程

% 

国

⑧ 
2，355億円 11

北法36(3・525)1189 

日T
⑧ 

拠

-3，611億円ー金出

⑫ 

総額

5，371億円

(7月実施)



資料

退職者医療制度財政試算(7月実施)

(単位:億円)

医療 給付 費 f呆 険 料 拠 出 金

4，396 781 3，615 

内訳

. 政管健保 1，448 

. 組合健保 1，466 

. 共済組 d口h 674 

. 船 {呆 27 

. 主サ 象 者

(国 保)
781 

u主) 1.対象者は、被用者年金の老齢年金受給権者等とする。
2.対象者数は、本人2，297千人、家族1，765千人、計4，062千人である。

3.拠出金の標準報酬総額に対する割合は、各制度を通じて、 5.74%。である。

北法36(3・526)1190 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程

退職者医療制度の20・30・40年後の拠出率の推計

1 .退職者及びその家族
(単位:千人)

与¥¥三T59年度 20年後 30年後 40年後

退 職 者 2，297 3，940 4，310 

家 族 1，765 3，062 3，354 3，034 

計 4，062 7，002 7，664 6，940 

2.退職者及びその家族の医療費 (59年度ベース)
(単位:億円)

よ¥¥どT59年度 20年後 30年後 40年後

退 職 者 4，677 8，380 9，335 8，309 

ー家 族 3，379 6，033 6，673 5，977 

計 8，056 14，413 16，008 14，286 
」

3 .保険給付費、拠出額及び拠出率
(単位:億円)

ぶ¥¥どT59年度 20年後 30年後 40年後

f呆険給付費

退職者 3，914 7，014 7，813 6，954 

家族 2，675 4，776 5，282 4，731 I 

計 6，589 11，790 13，095 11 ，685 

退職者保険料 1，172 2.265 2，478 2，246 

被用者保険拠出額 5，417 9，525 10，618 9.439 I 
標準報酬総額

943，979 1，087，662 1，080，598 1，053，779 (59年度ペース)

拠 出 率 5. 74~命 8.S""， 9.a仏 9.aゐ

北法36(3・527)1191 



料

国

保

国

庫

補

助

制

度

の

改

正

市
町
村
国
保
に
対
す
る
国
庫
補
助
に
つ
い
て
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
創
設
等
の
影
響
を
勘
案
し
、
医
療
費
の
必
%
(
療
養
給
付
費
等
負
担
金
ω
%
、
財
政

〈
資
料
部
〉

資

調
整
交
付
金
5
%
)
か
ら
、
医
療
給
付
費
の
叩
%
(
療
養
給
付
費
等
負
担
金
ω
%
、
財
政
調
整
交
付
金
日
%
)

へ
と
変
更
す
る
等
の
改
正
を
行
う
。

ま
た
、
国
保
組
合
に
対
す
る
国
庫
補
助
に
つ
い
て
も
、
補
助
基
準
を
医
療
費
ベ

l
ス
か
ら
医
療
給
付
費
ベ

l
ス
へ
変
更
す
る
等
の
改
正
を
行
う
。

療
養
給
付
費
等
負
担
金

国
は
、
市
町
村
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
刷
分
の
ω
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

一
般
被
保
険
者
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
ご
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
等
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
)

(2) 

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に

7
分
の
刊
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
全
て
の
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
平
均
医
療
給

付
率
を
乗
じ
て
得
た
額

2 

調
整
交
付
金

調
整
交
付
金
の
総
額
を
、

1
川
及
び
凶
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
別
分
の

mに
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

3 

国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
補
助

)
 
1
 
(
 
国
は
、
国
民
健
康
保
険
組
合
(
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
肌
分
の
m
品
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ア

被
保
険
者
に
係
る
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
(
一
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
等
の
組
合
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
と
す
る
0
)

イ

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に

7
分
の
刊
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
全
組
合
の
平
均
医
療
給
付
率
を
乗
じ
て
得
た
額

(2) 

国
は
、
組
合
の
財
政
カ
等
を
勘
案
し
て
、
全
て
の
組
合
に
係
る
川
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
肌
分
の
日
に
相
当
す
る
額
の
範
閤
内
で
、

補
助
の
額
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

北法36(3・528)1192 



昭和59年健康保険法等改正の立法過程 資 料

〈資料27) 医療保険制度の現況

加入者数 f呆 E会 高台 付 財 i原 老人保健医療

(昭58.3末) 対象者の割合

市IJ 度 名 f呆 険 者 医 療 給 付 (%) 

現金給付 保険料率 国庫負担

(昭59.3末) 千人 療養の給付 家族療養費 高額療養費 (58.3月末)

31，494 9 割 -入院 8割 自己負担 -傷病手当金 8.4% 給付費の

政 管 国
[1492:l 

※ 5万 1千円(低所 -出産手当金 特別保険料 1% 

健 自主 16，56 国会で承認を -外来 7割 得者 3万円) -分べん費等 (59. 3-) 16.4% 

4.0 

被 受けた日の翌 超過分

康 用 健康保険組合 28，368 日から 8割 同 上 ※ 同 上 8.057% 給付費の補助

者 中且 メ口〉、
[1I，13 (附加給付あ 世帯合算 (付加給付あ (全組合平均) 13億円

f呆 1，704 16，4 ※ り) (同一月に 3万円 り) (58.3末現在) (昭和59年度)

2.7 

希望する医療 (低所得者2万1

険 442 機関における -入院 8割 千円)以上の負担 l級日額 120円 定王手及び定額によ

日雇労働者 国 医療費 3，500 が複数の場合はこ り給付費の 9.0 

18 円以下の場合 -外来 7割 れを合算して支給) 11級 1，670円 35%相当

の一部負担金 同 上

給付費の補助 l 644 は、医療費に 多数回数該当世帯 8.2% 

船員保険 国 応じて、 同 上 の負担軽減 27億円 5.0 

100円 (12月間に4回以 (57.4-) (昭和59年度)

200円 上該当の場合は 4

各
-国家公務員等 27 共済組合 300円 回目からの自己負

種
12，532 となる 同 上 担は 3万円(低所 同 土， 6.05-12.86 % な し

共
-地方公務員等 54 共済組合 [山~] 得者 2万 1千円))

J斉
7，24 (附加給付あ (附加給付あ (59. 4現在)

-私学教職員等 1 共済組合 り) 長期高額疾病患者 り)

3.7 

の負担軽減

市町村 (血友病、人工透 -助産費 給付費の

国 農業者 3，272 44，616 析を行う慢性腎不 -葬祭費 50% 

民 7 害リ 全の患者の自己負 -育児手当金

健 自営業者 等 国民健康保険組合 市町村 担額は月 l万円) 等 給付費の

康 168 41，307 32-52% 
10.7 

{呆 国保組合 (但し

険 被用者保険の 市町村 3，309 本人 8割 任意給付)

退職者 家族入院8割外来 7割

* [実施主体] 7，346 10割 [費用負担]

被用者保険 各医療保険 . 国 2110 

老人保健 市町村長 2，558 保険者から -地方自治体て 0.5/10
国民健康保険 入院の場合1日 300円 支 手会 0.5/10 

[保険局調]

4，788 [ 2ヵ月限] -各医療保険者 7/10 

※ 老人保健制度の対象者は、各医療保険制度加入(国民健康保険法の適用除外たる生活保護世帯に属する者を除く)の70歳以上の者及び65歳以上70歳未満のねたきり等の状態にある者。

北法36(3・529)1193 



Hokkaido L. Rev. 

Sur la reforme d' assurance maladie' de 1984 

Takahiro EGUCHI' 

Chapitre 1. Causes generales de la r岳forme.

Section 1. La croissance rapide des depenses de sante. 

Section 2. La maitrise inevitable des d是pensesd 'Etat. 

Section 3. Le rapport de la commission extraordinaire des affaires administratives 

Section 4. La n岳cessitefondamentale de l'harmonisation des differentes regimes 

Chapitre II. Les grandes lignes de la reforme propos岳parle ministere de la sante et 

de la securite sociale 

Section 1. V ue a long terme des regimes d' assurance maladie 

Section 2. Le choix premier au moment de I'inscription du budget approximatif de 

1984. 

Section 3. Le rapport entre la creation du regime d' assurance maladie des re 

traites. la changement du base de la subvetion d'Etat et I'introduction de 

ticket moderateur du taux fixe. 

Chapitre皿 Leprocessus jusqu'a la presentation du projet de loi de la reforme a la 

Diete 

Section 1. Les movements politiques des groupes de pression au projet de la 

reforme 

Section 2. L'historique jusqu'a la decision du parti gouvernemental 

Section 3. Les rapports des commissions interessees目

Section 4. Les caractをresparticuliers du regime de l' assurance maladie des re. 

traites 

Chapitre N. Le processus jusqu'a I'adoption du project de loi de la reforme. 

Section 1. Le sommaire des discussions a la Diete一一lapr岳sentationdu vision de 

I'avenir 

Section 2. Les points particuliers du processus legislatif. 

Conclusion 

Questions et reponses. 

• Sous.chef de la section de I'assurance maladie des non.salari岳sdu ministere de la sante 

et de la securite sociale. 
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